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本日の会議に付した事件 

 

 

平成２３年第３回山元町議会定例会 （第２日目） 

平成２３年９月１５日（木）午前１０時００分 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問  

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（佐藤晋也君）おはようございます。 

      ただいまから、平成２３年第３回山元町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（佐藤晋也君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１１７条の規定によって、９番阿部 均君、

１０番佐山富崇君を指名します。 

                                             

議 長（佐藤晋也君）これから、議長諸報告を行います。 

      １．一般質問通告書の受理 

      齋藤克夫君ほか１１人の議員から一般質問の通告を受理したので、その一覧表を配布

しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（佐藤晋也君）日程第２．一般質問を行います。 

      一般質問の発言時間は山元町議会先例９５番により質問時間は４０分以内とし、同先

例９７番により通告順に発言を許します。 

      なお、質問、答弁は簡明にされますようお願いいたします。 

      １１番齋藤克夫君の質問を許します。 

齋藤克夫君登壇願います。 

１１番（齋藤克夫君）はい。おはようございます。 

      私は、山下駅までの早期復旧をということで一般質問をします。 

      先だって、牛橋の住民代表である岩佐さんから、請願の中に１，０００名近い署名が

あったんです、この問題については。私からは、山下駅の復旧を早くやってくださいと

いう請願でございます。 

      まず、亘理駅まで今やっていますね。山下駅は、ご承知のとおり、線路も駅構内も現

状維持なんです。早速、山下駅までに復旧すれば、可能だと思うんです。まず、町長に

その考えを伺います。 
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      東日本大震災の有識者会議で９月２日以降に山元町の住民に説明していますね、この

問題について。それがどうなったのか、まずそれから伺います。 

      第２点目は、８月２８日の河北新報の中で、震災特別委員会の有識者の考えの中で、

新聞に載っていました、掲載されております。その中身を見ますと、山下駅は農免道路

に近いところに山下駅を新設する、坂元駅は坂元農協のガソリンスタンドの前にすると

いうのが新聞に載っています。まずその問題は、ＪＲの考えもそうなんですけれども、

ＪＲはご承知のとおり金がないんです。それで、町長の考え伺うのは、山下駅の復旧の

方が早いのか新駅構想が早いのか、どちらか、その辺を詳しく聞きたいと思います。 

      それで、山下駅が早く復旧しないと、町民は今、角田市それから亘理町、町外に移住

している人が多いんです。尐なくとも１，０００人ぐらいは人口が減っております。さ

らに、世帯数で言いますと、５００世帯ぐらいが減っています。それで山元町は過疎地

になるのではないか、そういう考えもあります。 

      亘理駅が、暫定的に仙台まで通っていますけれども、それを山下駅まで延伸できない

か。さっき言いましたように、山下駅は、現状のままで線路も架線も、どこも悪いとこ

ろはないんです。それが早急に復旧すれば、山元町の活性化につながると思うんです。

何としてもこれは実現してもらいたいと思うんです。相手があることだから、ＪＲの考

え方もどうなのか、そういうことでございます。 

      以上でございます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。齋藤克夫議員の山下駅までの早期復旧についてのご質問にお答えをい

たします。 

      初めに、人口減尐についてですが、住民基本台帳の推移では、町の世帯数及び人口は、

震災前の２か月前で５，５６１世帯、１万６，６９５人であったのに対しまして、８月

末現在では４，９９４世帯、１万４，７１３人となっております。減尐数は、世帯数、

単純にいきますと５６７世帯、転出から転入を差し引いた実質では３９６世帯、そして

人口が１，９８２人ということでございますが、これは震災による亡くなられた方約６

００人と自然死による減尐を考慮いたしますと、約１，３００人が転出により減尐して

いることになります。 

      これは大変憂慮すべき事態であるというふうに認識してございますが、被災者の居住

環境の変化、あるいは就労環境の変化などを考慮いたしますと、町の復旧期となる２、

３年の間はこのような傾向が続くのではないかと私自身も大変心配をいたしておるとこ

ろでございます。 

      しかし、我が町の温暖な気候、恵まれた自然環境に加えまして、災害公営住宅を初め

とする新たな住宅建設、あるいは農業の再生が進むことによってまちづくりの姿が見え

るようになれば、町民も安心感を取り戻して、減尐傾向にも歯どめがかかるものと考え

ております。また、快適性・利便性が向上した新しい市街地の形成と、より魅力的なま

ちづくりをすることによりまして、減尐した人口を呼び戻すことができると考えており

ます。 

      次に、ＪＲ常磐線の早期復旧についてでございますが、議員ご指摘のとおり、ＪＲの

復旧は人口流出に歯どめをかける重要な要素の一つであると認識をいたしております。

６月に町内全世帯を対象に行った復興まちづくりに関する意向調査によりますと、今後

の鉄道等のあり方についての問いでは、「将来の町の姿を第一に考えて新しい位置に検討
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すべき」という回答が６１．９パーセント、また「元からある集落の位置に配慮しなが

ら新しい位置を検討すべき」という回答１８．６パーセント、これを合わせますと８０．

４パーセントになってございます。鉄道の移設を含め、安全・安心な運行を期待されて

いることが伺えたところでございます。 

      ８月４日に町民の皆様にお示しいたしました震災復興基本方針では、このような調査

結果等を受けまして、ＪＲ常磐線は、津波による機能喪失、これが再び起きないような

位置に復旧することを基本といたしまして、新たなまちづくりと一体的な基盤整備をす

ることとしております。ＪＲ東日本においても、復旧については安全の確保を最優先と

して、ルート変更も含め、津波対策の確実な実施が必要との認識でございます。これを

踏まえ、津波の影響をできるだけ受けない位置で、しかも町の新市街地形成と一体的に

整備する方向で、国道６号側へ移設する案を今月初旪の住民説明会でお示ししたところ

でございます。そして、その整備期間については、用地の取得後３年程度で整備できる

とＪＲ側から伺っておるところでございます。 

      なお、現在の山下駅まで暫定的に復旧することについては、民間企業でございますＪ

Ｒ東日本の経営判断によることになりますが、将来新しいルートへの整備を考慮した場

合、現位置での復旧は二重投資になりますことから、難しいと考えております。仮に現

位置で復旧する場合でも、防潮堤の整備、あるいは線路の高架構造などの安全対策が必

要でございます。 

      また、列車の終着点となることから、相馬方面からのバス、タクシー、乗用車の乗り

入れが可能となる駅周辺の整備が必要となります。現在の亘理駅は東西両面に出入り口

がございまして、駅前のロータリーも整備されてございますが、それでも朝夕の時間帯、

大変混雑すると伺ってございます。 

      いずれにしましても、このような整備に時間を要することから、新ルートを整備する

ことに比べ、復旧までの時間に差異はないと考えております。したがいまして、町とい

たしましては、現在提案させていただいております新ルートでの復旧が最善と考えてお

りまして、ＪＲが整備する際は用地取得、工事の着手が進むように町としても全力で支

援し、まずは新山下駅までの早期開通を推進してまいりたいと考えてございます。 

      なお、常磐線の復旧まで当座の足の確保対策として、現在のＪＲによる代行バスの拡

充を要望するとともに、町民バス「ぐるりん号」、あるいは民間バス会社を活用しての利

便性の向上も検討してまいりたいと思います。 

      以上でございます。 

１１番（齋藤克夫君）はい。町長がおっしゃるように、確かに新構想の中で実現すれば、それにこ

したことはないんです。ただ、問題は、ＪＲ、それから国とか県とかの補助事業である

のか、予算的なものはどうなのか、その辺はどうなんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的には、こういう場合の復旧、これはＪＲの方で全額負担が基本

でございます。そしてまた、今のＪＲ東日本については、配当もしている、納税もして

いるというふうな、そういう経営状況にございます。 

１１番（齋藤克夫君）はい。確かに構想の中で、新構想でやれば、これにこしたことはないんです。

ただ、時期の問題です。時期で、現山下駅の開通の方が早いのか新構想の中で新駅をつ

くった方が早いのか、どっちが早いのかということなんです。それで、住民は、さっき

申しましたように、亘理町、角田市、住民は町外へ行っているのが多いんです。それが
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心配なんです。とにかく住民の中に今、通勤・通学が非常に困っているという苦情があ

ります。どうですか、その辺は。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この計画策定に当たりましては、尐しずつ関係方面と接触した状況を

踏まえまして、尐しでもより詳細な説明ができるように段階を追って取り組んでござい

ますので、現段階で我々とＪＲ等々との協議の中では、現在の山下駅、あるいは新しい

山下駅、期間については、先ほど申しましたように大きな差異はないというふうに認識

しているところでございますし、当座の足の確保につきましても、決して今のＪＲバス

の代行の便数内容につきまして十分でないところがございますので、尐しでもそれを改

善することによって何とか当座の足を確保できるように努めてまいりたいというふうに

思っております。 

１１番（齋藤克夫君）はい。今の説明で大体理解しましたけれども、問題は早く、いつまでもかか

ってはだめなんです、早くやらなければならないんです。それで、町民は非常に不便で

あると、通勤・通学が不便であるという苦情がいっぱいありますので、その辺、どうな

んですか、時期の問題。ＪＲのひとり決めか、あと国、県の取り組みはどうなんですか、

その辺。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。時期的なものについては、先ほど申しましたように、用地取得ができ

れば工事そのものは３年程度で十分可能である、そんなＪＲの認識もちょうだいしてい

るところでございますので、まずは用地取得、これに全力を傾注していかなければなら

ないだろうと思っております。 

１１番（齋藤克夫君）はい。町長、用地取得、私も現職時代に用地解決で非常に苦労したんです。

大変苦労したわけでございます。それで、用地の問題については、地権者等に事前に説

明しているんですか。その辺、どうなんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まずは、そういう地権者にお話をするという段階までには至っており

ませんので、まずは町民の皆さんの意見、あるいは議会の皆さんとの協議を重ねる中で

最終的な方向性を見出したいと思っておりますので、やはりこれはタイミングを大事に

しながらやっていかなければならないだろうと思っております。 

１１番（齋藤克夫君）はい。今の町長の説明で大体の大筋は理解しましたけれども、問題は、早く

進めることです。いつまでもかかったのではね。現山下駅を開通した方が早いんじゃな

いか、それを心配するんです。それで、町民からいっぱい苦情がありますから、一日も

早くやることが大切です。とにかく新路線の中で用地買収も進まない、国、県、ＪＲも、

もたもたしていたのではだめなんです。時期が遅ければ、だれでもやれるんです。時期

を早くやって、解決してください。よろしくお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘のとおりでございますので、一日も早い、まずは山元町までの

駅、新しいルートを町民の方々が利用できるような形にしてまいりたい、全力を挙げて

取り組んでまいりたいというふうに思います。 

議 長（佐藤晋也君）１１番齋藤克夫君の質問を終わります。 

                                             

議 長（佐藤晋也君）１２番後藤正幸君の質問を許します。 

後藤正幸君登壇願います。 

１２番（後藤正幸君）はい、議長。おはようございます。 

      最初に、今回の大震災で犠牲になられた方々、山元町に６１４名ほどおりますが、こ
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の方々に対し哀悼の誠を捧げ、安らかなるご冥福をお祈り申し上げます。また、被災さ

れた方々の悲しみの大きさをこの場で再確認するとともに、一日も早い復興・再生をご

祈念申し上げるとともに、私も全力でお手伝いいたしますことをお誓い申し上げます。 

      さて、２３年第３回議会定例会において、私は町民の知りたがっている案件を３項目

９件について町民にかわってご質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

      大きなタイトルといたしましては「東日本大震災復興対策の現状と見通しについて」

でありますが、その第１点目は農業復興についてであります。農地の被害面積と被害農

家戸数はどのくらいになっているのかをお尋ね申し上げます。 

      第２点目は、１０月１日より始まる予定になっております「地域復興組合」の瓦れき

撤去終了時期と撤去に従事する被害農家戸数はどのくらいなのかをお尋ね申し上げます。 

      第３点目は、除塩、ヘドロ等撤去に必要な期間は、まだ具体的にはわからないのだと

思いますので、その見通し、町長が思っている範囲で結構ですので、お示しください。 

      第４点目は、亘理町では高速道路の西側を来年度全部作付可能としたいというように

発表しております。ですが、山元町では営農再開可能年度がいつになるのか、はっきり

見えません。３年ぐらいかかるのではないかという話は聞いておりますが、見えません。

それで、できれば順次撤去した部分から作付可能になるのだと思いますので、現在思っ

ているところで構いません、年度別に、もし示すことができるのであれば、その面積と

……、面積でなくてもいいです、全体の３分の１を初年度、３分の１を２年度、３年目

あたりからは全部つくれるようにしたいとか、そういった見通しを町長にお尋ねいたし

ます。 

      それから、第２点目、体育振興についてのお尋ねです。 

      体育施設がことごとく今回の被害で流出しました。大会を開催する場所がありません。

そんな中で、残された小中学校の体育館や校庭をみんなで調整しながら練習しているの

が現状です。そんな中で唯一今残されているのが、大きな施設で言いますと、体育文化

センターであります。この体育文化センターも、現状を見ますと、支援物資がいっぱい

入っている、被害も受けている、こういった現状であります。要するに具体的に何もま

だそこに考え方を示せる段階ではないのだとわかっていながら、体育を楽しんでいる

方々は、いつころあの体育館が使えるようになるのかなと、こうみんなが心配して、体

育協会等に問い合わせがあります。そういったことから、使用可能時期はいつになるの

かということをお示ししてください。見通しで結構です。 

      第２点目は、野球場２か所、要するに牛橋と笠野の野球場を初めとして、ゲートボー

ル場とかグラウンドゴルフ等々の場所がほとんどなくなりました。それで、体育施設の

設置見通しについて、どのように考えているのか。見通しで結構ですが、３年後になる

んだとか５年後になるんだとか、こういうのを設けるのか設けないのかを含めて、教育

長にお尋ねいたします。 

      それから、第３点目、住民サービスについてでありますが、①といたしまして、ＪＲ

再開まで、３年ないし５年かかると言われております、この間、岩沼駅まで山元町から

の直通バスの運行は考えられないかということであります。先ほど齋藤克夫議員の質問

の中にもありましたが、このままでは山元町の人口減尐に歯どめがつきません。それで、

早急なる検討と実施を望むものであります。 

      第２点目、仮設住宅の先に入居した県設計分の方々と後で入居している町設計のプラ
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ス・ワンルーム等々、サービスの格差があると先に入っている方々からかなり言われま

す。この格差を是正する考えはあるのかないのかをお伺いいたします。 

      また、仮設住宅地ごとに街路灯、カーブミラー、鋪装工事等々をしておりますが、こ

れらもその場所場所によってまちまちに今なっております。これらも皆、格差のないよ

うに、住民の希望するとおりにはならなくても、およそ同じようなサービス体制になる

ようにしてゆくのかどうかをお尋ね申し上げます。 

      第３点目、仮設住宅入居者と仮設住宅以外で生活している方、町内、町外を含めて、

この方々に対する行政サービスは同等かということでございます。話によれば、広報を

はじめ回覧等、アンケートも来なかった、こういう方々がかなりおります。町の動きや

期日まで提出しなければならないものがあるのに、それを知らないでいるという他町村

に住んでいる方々も尐なからずあります。このような状態ではちょっとうまくないので

はないかなと思いますので、町長へその考え方、今はこうだけれども、このように直し

てゆきたいとかということがあれば、お聞かせください。 

      これで私の第１回目の質問を終わりますが、まだ計画の具現化されていないものが

多々入っております。ですから、見通しだけでも結構ですので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

議 長（佐藤晋也君）１件、３件目は町長齋藤俊夫君、２件目については教育長森 憲一君、よろ

しく答弁をお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。後藤正幸議員の東日本大震災復興対策の現状と見通しについてのご質

問にお答えいたします。 

      初めに、農業振興についての１点目、農地の被害面積と被害農家数についてですが、

町の農地被害面積は１，４１６ヘクタールで、耕地面積２，３９０ヘクタールの５９パ

ーセントに及んでございます。また、被害された農家戸数８３０戸、農家総数の７１パ

ーセントに相当いたしております。さらに、用排水路等の農業施設も被害を受けている

ことから、今年度の耕作面積でございますが、水田３７１ヘクタールと畑５２９ヘクタ

ールを合わせまして約９００ヘクタールでございまして、これは全体の３８パーセント

程度になっております。このことは町の基幹産業である農業、なかんずく農家経済に多

大なる影響を及ぼすものであり、大津波がもたらした農地への瓦れき被害や塩害、これ

は農家の方々へ重くのしかかっている状況にあります。 

      次に、農地の瓦れき撤去終了時期の見通しでございますが、瓦れきの全体数量は約１

１万５，０００立方メートルと推定されまして、現在、県が町内を４工区に分けまして、

その撤去工事を実施しております。早い工区では６月上旪から順次工事を進めておりま

して、工事完了は年内１２月末と予定されております。 

      また、この県が実施している瓦れき撤去とは別に、津波等の被害を受けた農地の除草

作業や海岸ごみ・瓦れき等の撤去作業等を実施し、農地の復旧に努めることを目的とし

た「山元町地域復興組合」が組織されまして、瓦れき撤去等の作業に従事していただい

ております。その作業に従事する被害農家数は３３６戸、４７５名でございます。この

作業の完了時期は来年２月末となっております。 

      次に、除塩、ヘドロ撤去に必要な期間の見通しについてでございますが、県の計画で

は、本年度内に比較的津波被害の尐なかった農免農道の西側の一部の農地約２７０ヘク

タールの除塩を完了し、さらにそのうち約５０ヘクタールは土砂撤去をあわせて実施す
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る予定でございます。平成２４年度においては、残りの津波被害の大きかった農地約１，

１００ヘクタールの除塩及び土砂撤去を実施する予定でございまして、２年間での完了

を見込んでいるというふうに伺っております。 

      次に、営農再開可能年度別の見通しについてですが、先ほど説明しましたとおり、本

年度に約２７０ヘクタールで、全農地の約１１パーセントを除塩予定ですので、平成２

４年度の作付可能面積は今年度分の９００ヘクタールを合わせまして１，１７０メート

ルと見込んでございます。また、２４年度の除塩予定面積、これも先ほど申しましたよ

うに１，１００ヘクタールを見込んでおりますが、用排水路等の農業施設の復旧には最

大３年程度かかりますことから、平成２５年度に全農地が作付可能とならないことが懸

念されるところでございます。一日でも早く営農再開できますよう、農業施設の早期復

旧に努めてまいりたいと考えております。 

      次に、住民サービスについての１点目、ＪＲ再開までの岩沼駅往復の直行バスの運行

についてですが、現在役場に設置されている山下駅では１日上下４１便運行されていま

すが、震災前に対し約３割減の運行となっております。また、所要時間も仙台山下間で

は従来より３０分以上要するなど、通勤・通学者はもとより生活の足の確保の観点から

も、十分な復旧が図られていない状況にあります。これらを要因として町民がより交通

利便性の高い市町村へ転出することも考えられますことから、その対策として通勤・通

学者をはじめとする町内利用者の利便性の確保に努める必要があると認識しております。 

      ご指摘のありました岩沼駅の直行バスの運行便についてもその対策の一つと考えられ

ますが、現時点では制度面や費用対効果面などから十分な検討が必要でありますことか

ら、まずは現在運行している朝夕の通勤時間帯の列車あるいは代行バスの増便、代行バ

スの快速化による所要時間の短縮等について、引き続きＪＲに対し強く改善を働きかけ

ていきたいと考えております。 

      また、町といたしましても、ＪＲの対応がなされるまでの間の対策として、代行バス

が亘理駅発着ダイヤに接続していない時間帯を町民バスで補完するなど、さらなる利便

性向上のため関係機関と調整を図ってまいりたいと考えてございます。 

      ２点目、仮設住宅の県設計分、町設計分との格差についてですが、このたびの東日本

大震災により建設した仮設住宅、全体で１，０３０戸ございます。そのうち県発注分が

７４６戸、町発注分が２８４戸となってございます。施工業者は全体で５社でございま

すが、いずれも応急仮設住宅の標準仕様書、これに基づき発注をしておりまして、県と

町の設計間に大きな差はなく、受託した会社の特徴によるものと認識しております。 

      なお、町発注分につきましては、県発注分で対応できなかった車いす仕様の住宅や大

家族が入居できるように３Ｋと１ＤＫを隣り合わせにして住宅内部での往来を可能とし

た住宅建設など利用者に配慮した設計であり、入居者の要望にこたえるよう努力したも

のであります。 

      また、県発注分と町発注分を区別することなく、必要に応じて高齢者あるいは障害者

などの入居者のための手すりやスロープの設置、浴槽を利用する際の段差への配慮、住

宅周辺の簡易鋪装化などの追加工事を実施しておるところでございまして、仮設団地ご

とに差がないように対応してまいりたいと思います。 

      次に、３点目の仮設住宅入居者と仮設以外の方々に対する行政サービスについてです

が、すべての応急仮設住宅がお盆前までに完成し、自立に向けて、その足がかりができ
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たのではないかと考えております。被災された方々に対する行政サービスの平等性確保

についてですが、仮設住宅における自主的な自治会運営を促進する観点から、それぞれ

の仮設住宅において「行政連絡員」を選んでいただき、今月初めに、すべての仮設住宅

で行政連絡員がそろったところであります。こうしたことから、広報やまもとを初めと

する各種行政情報の提供等については、震災前の行政区同様に、仮設住宅を代表する行

政連絡員、そして班長を通じての提供が図られるようになったところでございます。 

      さらに、過日、仮設住宅の行政連絡員、民生委員協議会及び社会福祉協議会の代表者、

そして保健福祉課を中心とする役場内の関係各課等で構成いたします「応急仮設住宅等

連絡会」が設置されまして、仮設住宅における支援活動の調整及び行政連絡員の皆様と

の意見交換の場も確保できましたことから、今後はお互いが連携し合いながら、これま

で以上に均一な行政サービスの提供に心がけてまいりたいと考えております。 

      また、仮設住宅以外にお住まいの方々に対しましては、町内であれば避難先の行政区

長さんを通じた情報提供、町外の民間賃貸住宅等へ入居されている方々に対しましては

郵送での情報提供をそれぞれ基本とし、被災された方々に対して等しく行政サービスが

提供できるよう努めているところであります。 

      しかしながら、仮設住宅の民間賃貸住宅以外に避難されている方々の中には居所を

転々とされている方もおりますことから、連絡先も完全に把握できない実態もあります。

また、町内にお住まいの方であっても、行政区での取り扱いから漏れているケースも尐

なからずあるものと考えます。このようなことを踏まえ、各行政区長さんと連携を密に

し、今後より一層被災者の方々の現在の居所等の情報収集の精度を高めながら行政情報

の提供手段を再確認させていただき、被災された方々に公平、平等かつ均一な行政サー

ビスが提供できるよう努めてまいります。 

      また、災害緊急ＦＭ「りんごラジオ」や町のホームページを活用した情報の提供も有

効な手段でありますことから、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

      私からは以上でございます。 

教育長（森 憲一君）はい。後藤正幸議員の東日本大震災復興対策の現状と見通しについてのご質

問のうち体育振興についてお答えいたします。 

      初めに、これまで多くの方々にご利用いただいてまいりました体育施設については、

今回の震災により被災者支援のために使用しなくてはならない状況となり、利用者の

方々には大変ご不便をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げるとこ

ろでございます。 

      それでは、１点目、体育文化センターの使用可能時期についてですが、現在、体育文

化センターは、震災以後、全国の皆様から多くの支援物資をちょうだいいたしましたこ

とから、物資倉庫の拠点として使用しているところでございます。支援物資については、

被災者へ順次配布しているとともに、今後の災害に備え指定避難所へ再配置等を行い、

平成２３年度内には物資倉庫としての使用を終了する見込みです。また、施設自体も震

災により外側中等部の破裂等被害を受けていることから修繕が必要であり、社会体育施

設として安全に使用できる状況になるまではある程度の時間を要するものと見込んでお

りますが、平成２４年度中には復旧し、本来の活用に戻さなければならないものと考え

ております。 

      次に、２点目のゲートボール場、グラウンドゴルフ場等の体育施設の設置見通しにつ
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いては、現在、社会体育の活動拠点である体育文化センター、町民グラウンドを初め、

多くの社会教育・社会体育施設が本来の設置目的とは異なる役割を担っているところで

あります。これも非常事態に対応し、生活物資保管、居住地・就労場所の確保等、町民

の生活を守るため、各施設が一時的に生活基盤の下支えを担うというやむを得ない措置

であるということを改めてご理解いただきたく存じます。また、ゲートボールやグラウ

ンドゴルフの愛好者の方々には、既に自助努力により別の活動場所を確保され練習等を

開始している方もいるとのことであり、感謝を申し上げる次第です。 

      現時点において社会体育の活動の場所といたしましては、民間施設等の活用と被害の

なかった山寺グラウンドや真庭グラウンドの効率的利用はもとより、学校施設開放のよ

り一層の推進を図り、各小中学校の体育館や校庭を代替施設として活用していただきた

いと考えております。 

      教育委員会といたしましては、体育振興のため可能な限り早期におのおのの体育施設

の利用が再開できるよう努力するとともに、新たなまちづくりのグランドデザインとの

整合性を図りながら体育施設の整備を進めたいと考えております。 

      私からは以上です。 

１２番（後藤正幸君）はい。それでは、一問一答形式で進めていきますので、よろしくお願いしま

す。 

      最初に①の農地の被害面積と被害農家の関係でありますが、この被害戸数が８３０戸

で②で言っております被害農家数は３３６戸と報告いただきましたが、要するに被害を

受けても地域復興組合に参加した人が３３６名ということで、この差の人は何ら復興組

合には関係なく瓦れきの片づけとか除草、それからもろもろのことを実施していただけ

るというように理解していいのかどうかをお尋ね申し上げます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この復興組合については、皆さんの意向を確認しながら、そういう中

で最終的に先ほどご説明した人数体制で取り組むということでございますが、こういう

体制の中で必要な被災農地を復旧していく、そういうふうなことになるわけでございま

す。 

１２番（後藤正幸君）はい。もう一度、同じような質問になりますが、この復興組合に申し込まな

くても自分の田畑は再使用できるようになるんですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当の産業振興課長から説明させていただきます。 

産業振興課長（渡辺庄寿君）はい。ただいま数字の方ですけれども、人数の方、再度、今町長説明

いたしましたけれども、再度申し上げますけれども、今回うちの方で、土地を持ってい

る方一人一人、意向調査をとりました。それで、復興組合に参加するかしないかの意見

をとって、３３６の数字、参加しますということで、その方々で今から瓦れきの撤去を

いたしますけれども、今後藤議員言われたように、そのものについては参加しない方の

分もいたしますので、それは農地としてあと使えるという段取りになっております。 

      ただ、中には自分でやるから手をかけないでくれという方もおります。参考までに。 

１２番（後藤正幸君）はい。ありがたい情報なんですが、一番最後の言葉、個人でやると言ったと

きは、この復興組合で示している１日９，８００円、半日にして４，８００円の人件費

を払うのかどうか、それからそれをどのように町で確認するのか。言わなければ聞かな

かったんだけれども。 

産業振興課長（渡辺庄寿君）はい。これにつきましては、あくまでも復興組合、これに加入しない



- 10 - 

と国から出てくる９，０００幾らの賃金は出ませんので、その方は入っておりませんの

で支払いはできません。（「はい、了解」の声あり） 

１２番（後藤正幸君）はい。それから、先ほどの説明を聞いておりますと、私の認識では、この復

興組合というのは１０月１日から始まって、先ほどの説明ですと来年の２月末まで終わ

るというように解釈しましたが、途中の説明の中で、現在も実施中であると。除草剤と

かなんかを散布しているということの説明ですが、それは何かの間違いじゃないですか。

復興組合は１０月１日から出るんじゃないか、別の予算か何かでやっているんじゃない

か。対応はやっているという意味だけにとればいいのかどうか。私、ここでは復興組合

のことを聞いています。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私、最初にお答えした分は、復興組合とは別に県が補助全体の復旧と

して瓦れき撤去を大々的にやっているということもちょっと紹介させていただいたとこ

ろでございます。 

１２番（後藤正幸君）はい。３番目の除塩、ヘドロの関係でありますが、ここで説明受けたのは２

年間でおよそ終わるというように聞きましたが、要するに④で説明しているのを聞いて

いますと２年、３年にわたるんですが、要するにできたくらいずつ再可能にしていきた

いという考え方に私が認識してもよろしいですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどご説明した趣旨は、除塩なり瓦れきの撤去そのものは、土砂の

撤去ですね、これについては年次計画で進めるわけでございますが、いかんせん、排水

路等の復旧、これが３年程度かかるということがございまして、これの前後の関係もご

ざいますので、この施設の復旧が進みませんと必ずしもその翌年から必要な手当てをし

た農地そのもの全体が耕作できる状況にはならないというふうな部分があるということ

をお話しさせていただいたところでございます。 

１２番（後藤正幸君）はい。と申しますと、要するに３年等々かかるということになりますが、勤

めながら農家をしている人であれば、どうにか３年というのは食いつなぐことはできる

と思います。ですが、農家だけで生活している人は、３年も収入なしで、復興組合から

出る金だって来年の３月で打ち切りなんでしょう、そうしたらその後、収入がなくなる

んですよね。その辺を肝に銘じて、一日も早い再可能なように頑張っていただきたいと

いうことは、答えはなくてもいいですから、肝に銘じて頑張ってください。 

      それから、３点目について、町長、ずっと続けてお伺いしますので、３点目の住民サ

ービスの方に移ります。ＪＲの再開までの３ないし５年間、岩沼までの直行バスという

ように私は簡単に狭めて質問しておりますが、ＪＲにそういったことも求めるというよ

うな話ですが、私は、真意から言いますと、今まで電車が多いときですと１時間に２本

ぐらい、尐なくても１時間に１本ぐらいずつ電車が来ていたんですよね。それ以上バス

であって岩沼まで直行バスが行けば、本線と常磐線とミックスされますので、いつ行っ

ても乗れるようになるんですよね、町民が。そうすると、今まで以上、この災害出ると

き以上に便利になるんです。この便利が悪いために町外にみんなが出て行っているんで

すよ。特に被災を受けなくても子供たちの通学それから通勤の関係で出て行っています。

先ほどの齋藤克夫議員の質問の中にも１，３００人もの人が転出なさっているというよ

うに説明はしておりますが、私が調べた範囲で言いますと、この人たちを含めているの

かもしれませんが、町で今回、町の広報を外部に送ろうとしているとか、また今実施中

なんだけれども物資、米をその人たちに送ろうとしていますが、その件数がおよそ１，
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２５０戸あるんですよね。正確ではありませんよ、およそですよ。１，２５０戸という

と、２人家族だとすると２，５００人なんです。２．５人だと１，３００人ちょっと。

３人家族だったら３，７５０、平均が。そのくらい、山元町に住所を置きながら他町村

に住んでいるというように私は認識しています。こういった方々が便利なところで生活

してしまったら、山元町に戻って来なくなるんですよね。ですから、一日も早い便利さ

を確保していただきたいなと思います。もう一度、自分の考え方なんだけれども、決意

をお聞かせください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど岩沼までのバスの具現化の中でお答えしました制度面なり費用

対効果、これの面でいろいろ検討してみますと、なかなか厳しい側面がございます。こ

の辺、若干、担当課長の方から補足させていただきますので、お聞き取りいただきたい

と思います。 

１２番（後藤正幸君）はい。ＪＲバスだと、それで対応できれば一番いいんですよね。仙台までの

定期券がそのまま住民は使えるということで。ですが、民間のバスとか町ですれば、当

然、町負担の経費になると思います。ですが、３年なり５年、人口減に歯どめをつける

というような考え方から、ぜひ検討してほしい、実施してほしいということを再度申し

上げます。 

      それから、２番目の仮設住宅ごとによって、要するに一番言われるのは、最初入った

人たちから言われるのが、後からつくったプラスワンというか町設計の分がうんと優遇

されていて、私たちは優遇されないんだというようなことを言われるんです。それは先

ほど説明聞いたのでわかるんですが、こういう話もね。要するに、前入ったんだけれど

も、こういうところがあるんだと言ったら、もう一回取りかえられないかとか何かの話

まであるので、先ほどの説明で了解はするんですが、そういう入居者が多々あるという

ことを認識しておいてください。その辺、ちょっと、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。繰り返しになりますけれども、すべての仮設でこういうふうにという

ことを隅から隅まで同じ仕様で発注しているわけではなくて、あくまでも標準仕様、こ

れに基づいて、あとは一定の標準仕様の中で各社がそれぞれの特徴を出し合いながらと

いうふうな部分がございますので、基本的にそういう中でそれぞれの仮設ができ上がっ

ているということでございます。 

      ただ、町発注分については、時間のない中ではございましたけれども、尐しでもバリ

アフリーなり大家族の方々に尐しでもいい形でお入りいただけるようにという形で努力

はさせてもらったということでございます。 

      いろいろお伺いすると、防犯上であればドアの方がいいとか、うちは庅があるんだけ

れどもあそこはないとか、いろいろございますけれども、それぞれが一つの会社の持ち

味と言いますか特徴ということでございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上

げます。 

１２番（後藤正幸君）はい。それから、②の後半の方ですが、場所ごとの格差のないよう努力する

というように説明いただいたので納得いたしますが、もう尐し具体的に言いますと、街

路灯とかカーブミラー、鋪装工事等々、まだ全部完成しているのではないんだと思いま

すが、それをなるべく早く同じようなぐあいにサービスしていきたいということだと思

いますが、もう一度お聞かせください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。例えば簡易鋪装なんかにつきましては今それぞれの団地で追加工事を
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実施しているところでございますし、カーブミラーにつきましても必要な場所に取りか

かっている部分もございますし、あるいは仮設住宅の直近の――そのものについては来

月の上旪あたりから手をかけられるように今段取りを進めておるところでございますの

で、もう尐しお待ちをいただければというふうに思います。 

１２番（後藤正幸君）はい。町長、最後の質問になりますが、サービスに余り差異がなくなるよう

に努力していくというのはわかるんですが、町外はほとんど郵便で対応ですから間違い

なく行くんだと思いますが、町内に住んでいて仮設に入っていない方、例えば花釜の人

であれば花釜地区の区長さんに回覧等でお願いしても、仮設に入っていない人で町内に

住んでいる人を詳細に区長さんがわかるわけじゃないんですよね。その辺を考慮して、

もっと密接な話し合いをして、その人たちにも町の情報が届くようにお願いします。先

ほどりんごラジオとか何かでも放送して遺漏のないように頑張るということですが、よ

り一層何か努力してほしいなと思います。決意をお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘のようなケースもございますので、そういう状況把握に努め、

そしてまた関係の区長さんとも連携を密にしながら、よりよい行政サービスの提供確保

に努めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。（「はい、

ありがとうございます」の声あり） 

１２番（後藤正幸君）はい。途中抜いていって、教育長さんの分、すみませんが、第２点目、体育

振興についてお伺いします。先ほどお話受けましたが、体育振興を進めていく中で一番

中心的存在になっております体育文化センターが２３年度中に中の物資を町長さんとの

話し合いの中で移すということで、その後、今傷んでいるところを修繕して、２４年度

中には使えるようにしたいというような考え方で進んでいるようですが、ぜひこの考え

方がそのとおり進むようにお願いしますとともに、もう一度ご確認、お願いします。 

教育長（森 憲一君）はい。お答えいたします。今議員のお話のように、私どもとしては、現在、

生活支援の物資として使っております倉庫を２３年度中にはこれを終了して、しかし段

取りといたしましては今年度中には災害復旧に向けた設計あるいは査定なども順次対応

としては進めながら、そして２４年度に工事に入り、２４年度中にはぜひ終了したいと

いうふうに思っているところでございます。 

      なお、この体育文化センターにつきましては、今お話ございましたように、山元町の

町民の方々が約２万人近く年間に利用していただいている大変重要なものというふうに

認識してございますので、できるだけそれに沿って頑張っていきたいと思っております。 

１２番（後藤正幸君）はい。教育長に最後の質問になりますが、野球場２か所なくなったんですが、

この質問の中に入れなかったのは、金がいっぱいかかるので、これまで大変なのかなと

思いながら入れないで言葉だけでしゃべっております。ゲートボール場とかグラウンド

ゴルフ場ですと金をかけなくてもできるんじゃないかなというような考えのもとでここ

に明記して伺っているんですが、そういったものはお互いに、例えばグラウンドゴルフ

場にしてもゲートボール場にしても、各地区の既存のゲートボール場とか、それからグ

ラウンドゴルフですと個人の空いているところを借りてグラウンドゴルフ場をつくった

りして、みんなで体を動かすこと、被災者がいっぱいいて、運動しています。こういっ

た人たちが各地区におって、その人たちが一堂に会しての大会というと、やっぱり広い

ところが欲しいんですよね。それで、要するに大きな大会ができないんだというような

ことで、一日も早い施設の確保をお願いいたします。その辺の教育長さんの決意をお聞
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かせください。 

教育長（森 憲一君）はい。お答えいたします。今言われるとおりだというふうに私も認識してお

ります。今お話の中にございましたけれども、私有地をご提供いただきながら、そこで

愛好者の方々が現在汗を流しながら草刈りなどをして、利用しやすいように工夫されて

いるという実情なども私自身、目にしてございますので、何とかできるだけ早い時期に

こういう施設を整えて、多くのチームが集って大会等が開催できるように努力してまい

りたいと思います。 

議 長（佐藤晋也君）１２番後藤正幸君の質問を終わります。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）この際、休憩します。再開は１１時１８分とします。１０分間。 

午前１１時０９分 休 憩 

                                              

午前１１時１８分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）１番菊地八朗君の質問を許します。 

菊地八朗君登壇願います。 

 １番（菊地八朗君）はい。私は、第３回定例議会において、山元町復興に向けて次の３点につ

いて町長の所見を伺います。 

      震災の３月１１日１４時４６分から半年、６か月が過ぎました。あのときは議会中で

あり、町執行部、議員も、全員役場におりました。約５０分後の津波襲来、大変なこと

になりました。町職員全員が役場におったので、対策本部設置等、迅速な対応がとられ

たと思います。もし、あれが夜間に発生したら、どのようなことになったか。 

      そこで、第１点目としまして、定住促進と復興対応を勘案し、今こそ全職員が山元町

に住むことを考えなければなりません。そこで、他町村から通勤している方々に住んで

いただくためにも、後々は町営住宅に使用しても構いませんので、早急に職員官舎を建

設すべきと考えますが、町長の考えを伺います。 

      第２点目としまして、土地利用計画案が示されましたが、災害危険区域第１種に指定

した面積の大きさとその地域の地価を考えたとき、町は被災地権者に対しどのように対

応しようとしているのか、改めて町長の所見を伺います。 

      第３点目として、復興計画案の職住分離は、我が山元町には合わないと思います。過

密都市や工業生産の手法であり、田園都市や農業生産に必ずしも適しているとは思えま

せん。特に基幹産業の農業、中でもイチゴ生産のように、水と手間のかかる農業生産に

適用できる手法ではありません。被災農家を移転して農地と居住を遠くに分離すること

はいかがなものか、考えを伺います。 

      特にイチゴ生産においては、イチゴと話をしながら、そして状況を見て、すぐ近くに

温度管理、イチゴを摘み取る、そうしたらすぐイチゴ詰め、そしてその期間の間にイチ

ゴのハウスの温度、その状況、そして水かけ、そういうことを勘案して、すべて今まで

のイチゴ生産の農家は居住地と生産地、ハウス、それは本当に近くあって、イチゴと話

をしながら、ちょっと熱が出たら換気をして水をかけて、「あっ、きょうね、イチゴがお

ったな」、そうしたらすぐ堆肥したり、農薬をやったり。それを職住分離で、農家居住地
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は遠くに住んで、畑はここに置け、これじゃあイチゴ生産は成り立たない。そういう状

況をどのように町長は考えて「新ストロベリーライン」、そういう方向性を持ったのか、

その辺について、３点について、町長のまず１回目の所見を伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。菊地八朗議員の山元町の復興に向けてのご質問にお答えいたします。 

      初めに、職員官舎の早期建設についてですが、このたびの災害対応に当たりましては、

発災直後の災害応急対策から現在の災害復旧並びに将来の復興に向けた対策・対応と、

被災した職員を含め職員は長期間にわたり大変厳しい状況の中での業務遂行を余儀なく

されてきたものと認識いたしております。また、今後の町の復興に向けた各般にわたる

取り組みも長期にわたるものと考えております。加えて、災害発生時の初動態勢の早期

確立という観点から考えましても、町内に職員宿舎があれば、被災した職員も含めて職

務に専念できる環境整備が図られ、町にとりましても大変好ましいことと考えておりま

す。 

      しかしながら、これからの町の復興・再生を進める上で、被災された町民の方々の自

立に向けた再建等の支援、これを優先すべきであると考えますことから、まずは災害公

営住宅の建設等の整備を優先に取り組んでまいります。 

      次に、２点目の災害危険区域についてですが、先日の住民説明会においてお示しした

「復興まちづくり土地利用構想案」、その中で構想を実現するための手法の例としてお示

ししたところであります。この構想案では、沿岸から一定の範囲は居住が難しい地域と

して移転を促すこととしており、居住を制限するための具体的な制度として災害危険区

域という制度の活用を考えております。 

      建築基準法の第３９条に定める災害危険区域では、新たな建物の建築を禁止する区域

を定められるほか、建物の建て方にルールを設けるという使い方が可能でございます。

住民説明会では、現在検討している案として、津波の浸水深が３メートルを超える区域

について新たな建築を禁止する「災害危険区域第１種」とすることをお示ししました。

この浸水深が３メートルを超える区域は約１４平方キロメートルになりますが、区域の

設定に当たっては、津波に対する防災措置を考慮し、過度な制限とならないよう、道路

や河川といった境界で決めていきたいと考えております。 

      なお、危険区域の第１種であっても、既存の建物を修繕して居住し続けることや居住

を目的としない農地あるいは事業用地としての活用、これは可能でありますので、既存

財産の有効活用の観点から、災害時に避難路となる道路や一時避難所などを整備するな

ど、安全に配慮した上で活用を図ってまいります。 

      また、一定のまとまりを持った住宅地については移転促進区域として集団移転促進事

業の対象となり、町が移転促進区域内の宅地を買い上げることになりますが、その跡地

の活用については、防潮林や公園、レジャー施設の整備など、防災緑地ゾーンの整備方

針に基づく検討を行ってまいります。 

      それから、土地の評価についてですが、不動産鑑定の評価基準では災害発生の危険性

や土地利用規制も評価の要因としておりますので、今回の震災や災害危険区域の設定は

不動産価格の評価に影響するものと考えられます。仮に地価が下がった場合でも、それ

は自然災害に起因するものであり、この下落分を町が補償するものではございません。

しかしながら、防災集団移転促進事業によって移転を実施する場合は、移転促進区域内

の宅地を町が買い取ることとなります。 
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      次に、３点目の被災農家の職住分離についての考えについてですが、これは安全な居

住空間の確保の観点から住宅地をより安全な丘陵地へ移転するもので、結果的に農家の

場合は農地から離れることになります。しかしながら、住民説明会でも、特にイチゴの

生産は、ご指摘のように、きめ細やかな温度管理が必要となることから、イチゴ畑に近

いところでの居住についての要望も受けております。この件につきまして、土地利用構

想案では農免道路を新たなストロベリーラインとしてイチゴ畑の集約化を図るなど町の

中央平野部に農地を集約する計画としておりますが、居住地につきましても安全性を優

先しつつ、今後の営農に支障が生じないように、各被災農家の事情を考慮しながら検討

してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 １番（菊地八朗君）はい。では、まず第１点目の職員官舎という点で、今、町長答弁は、望まし

い形はやはりそうあるべきなんだけれども、いろいろ考えると難しいんだよという答弁

なんですけれども、だったら、今働いている、もうそろそろ就職活動にも入るんですけ

れども、その人たちは、民間では例えば通勤手当、職場で雇用する際、通勤手当も採用・

不採用の評価の中に入っている、実際、民間なんかはね。遠くから来て通勤手当８割払

うときは、「あなた、近い人に就職していただいて、遠い人はだめよ」という答えも実際

としてなる。そういうときに、山元町で町外者に対して通勤手当、皆さんに例えばどの

程度通勤手当を払っているか。そういうことを考えたら、復興は１０年スパンの７年を

目標としたとき、逆に通勤手当、町外から通っている職員の皆様に山元町に住んでいた

だいて、納税してもらって、通勤手当を幾ら削減できて、効果的に幾ら使えるか。現在

として大体通勤手当どの程度、職員がほかから通って、被災後ね、被災後、職員は何名、

町外から通勤しているか。そして、その人たちに、概算で結構ですから、通勤手当とし

てどの程度支払っているのか。これを逆に官舎建設に利用してもいいし、ほかにも使え

るという点で、まずこの点についてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。現在、町外に居住をしている職員の数は８１名でございます。被災前

は５７名でございますので、２４名増加しているというふうな状況でございます。 

      これに対する具体の手当については、手持ちの資料がございませんので、後ほどお答

えをさせていただきたいと思います。 

 １番（菊地八朗君）はい。やはり、被災したことによって、同僚議員からもいろいろありました

が、町外に移転している。職員ですら２４名プラスになっている。これが一番、将来の

山元町という考え、そして安全を考えたときに、やはり重要なポイントであって、町に

いかに……。どちらかというと若者定住という、被災前から我々もよく言ってきました

けれども、本当にこの町を愛して、この町を復興させるには、皆様の力が一番大事なん

です。そして町民の声を聞いて、町民のための町民、町民がいることがまず山元町なの

で。ぜひ、将来の、仮設住宅に入っても、やはり仕事をしなければならない、そして仕

事を与える。そして将来の町営住宅、仮設から出たときに町民は、最初まず職員さんに

住んでもらって、そして自立して家を建てて山元町に住んでもらって、その後は町民が

町営住宅として使わせてもらっても、何ら文句はないと思っているんです。まず復興・

復旧のために、町民が山元町に住んでもらう、それを最優先として、職員の方に住みや

すい、山元町にいたい、居住したいという場をつくっていく。その件に関して、まずも

う一度、町長のお考えを。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答え申し上げます。 
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      今回の被災対応の中で、実は私も初期の段階でこの問題について、課長会議といいま

すか災害対策本部の中でいろいろと問題提起をさせていただいたところでございます。

私としては、冒頭お答えいたしましたとおり、連日職員が劣悪な環境状況の中で長時間

にわたって勤務を余儀なくされている環境、これを尐しでも緩和したいというふうな思

いもありまして、何とか町内にとりあえずの職員の居住スペースを確保したい、どうだ

というふうなことも相談申し上げまし確かし、全体としてはやはり、先ほどお答えいた

しましたように、まずは被災者の避難所の運営なり被災者の方の支援にまずは全力投球

しましょうというふうなことになったわけでございます。 

      尐し落ち着いてきた中で、今、宮城病院のかつての看護師さんがお使いになっておっ

た古い宿舎、今は使っておりません、これに若干手を加えさせていただきまして、何と

かそういう環境を、若干でございますけれども、整えている状況にございます。 

      最近のこの問題の検討としては、やはり将来に向けては、まとまって１か所にという

のはなかなか難しいかもしれませんが、多尐分散しても町内に一定の職員用のスペース

を何がしか確保できるようなことも検討の必要があるのかなというふうなことを話し合

っているところでございますので、一定のこれからの復興が進んだ段階で、その実現に

当たっていければなというふうに考えております。 

 １番（菊地八朗君）はい。１番に関しては、町長今――というか、やはり宮城病院との関係も

あったと。被災前にも宮城病院で新たな看護師さんの居住も、方式ですね、町営住宅と

かそういう建て方の方式ということで議論してきたところでございますけれども、例え

ば今職員用で宮城病院さんの使っていない、そういうところもいいんですが、新婚さん

も住みたいと、そういうものを与えて、そしてそういうものだったら町民も喜んで後で、

払い下げという評価は悪いけれども、町民の町営住宅と、そういうことにされても、皆

さん職員の方は自立して、そしたらそれは喜ばしい。新しくていいもの、そういうもの

に取り組んでほしいということで希望を出しておいて、２番目の土地利用計画について

再度質問いたしますが、地価の下落分は当然町が買い取って、何とか買い取るようにな

る。それから集団移転。ただ、ここの危険区域第１種を見ると、本当にほかにない、山

元町にしかないと言ってもいいくらいの砂地の、農家に適したというか、砂地の土地は

ない。あそこ、幾ら面積……。例えば下落、国で言っているのは被災後の価格で買い上

げるとか、そういう報道も一部されていますけれども、それよりももっと大事なのは、

ここにしかないこの土地、砂地の土地。別に液状化現象も起こっていなかったし。そし

て、多重防衛することによって、災害危険区域１種区域、１４平方キロメートル、これ

をいかに小さくするかは、今後の復興、そして地域住民の安心。 

      集団移転と言っても、町長、この前も同僚議員からもあったけれども、４０年前の作

田山の土地、削ったところと盛り土したところじゃ、今度地域住民、どっかの集団、団

地化で、ここ知らない人来て買えよと言うのと、住民は知っていて、ここ削ったところ

だから、ここに集団移転するから、あなたの住宅ここですと言ったって、あみだくじで

とるようなものになるよ。今どきだから、いろいろな工法がある。そして安定した工法

で。２，５００世帯の、海岸ね、浜通りの被災した住民が集団移転で、ここだ、じゃあ

ここに住みなさいと言っても、なかなか難しい状況にあるんじゃないかなと。 

      だから、今求められるのは、私は特に求めたいのは、多重防衛によって尐しでも危険

区域１種を尐なくして、居住地を……。今、きれいな５メートル堤防、できていました。
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海の水も見えません。波も全然来ません。本当に立派になって、ああ、ここだったら、

大分瓦れきの処理も終わって、きれいになって、やっぱり戻って住みたいという人が結

構います。例えば買い取ると言っても、原発で肉牛１頭が５万円の補償だと。何でもな

かったら１００万円で売れたかもしれない。これが、じゃあ補償ですと５万円になった。

例えば農地に転用したら、あの土地５万円で、みんな集団移転する、町が買います、だ

れも多分「はい」とは言わないと思いますよ。所有権をどんどん主張して。 

      だから、そういうところよりもっと、町民に尐しでも納得できるように、県道、そし

て駅、多重防衛にして、尐しでも危険区域を尐なくすると。改めて町長のこのお考えに

ついて、こういう方向に……。あくまでもこれは案ですよと示された案です。町として

もできるだけ、危険区域１種というのは……。大体、３メートル区域といったら、国道

から下、皆３メートルになってしまうでしょう。大体ね。そういうことを配慮して、再

度、町長のお考え。 

議 長（佐藤晋也君）菊地議員、一問一答だから、なるだけ簡便にお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。けさの地元紙の朝刉に、過去の津波で岩手、宮城

３０地区で高台移転をしたけれども２１地区で浸水被害があったと、これが１面トップ

に紹介されておりますけれども、我々としては、今回のこの大惨事を、これはやっぱり

教訓として学んで、それに基づくところのまちづくりを基本的にはしていくべきだろう

と思います。 

      ただ、ご指摘のありましたように、多重防御という我々の知恵なり工夫をすることに

よって尐しでも被害を軽減する中で、尐なくても、住まいは別にしても、農地なり、あ

るいは日中の事業用としての活用という点での一定の制限を段階的に１種から３種まで

考える中で、より災害を免れるような、あるいはいざというときに尐しでもスムーズに

避難ができるような、そういう体制をとりながらの土地利用というものをやっぱり考え

ていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

      これから、国の方の堤防の高さも決まったところでございますし、県道なり防災緑地

なり、その辺が一定程度決まった中で、津波のシミュレーションを確認しながら、ご指

摘のように、最も合理的な形で危険区域の設定に取り組む必要があるなというふうに考

えてございます。 

 １番（菊地八朗君）はい。よろしく取り組んでほしいと思います。 

      ３番目の職住分離なんですけれども、先ほど私述べましたけれども、特にイチゴ栽培、

職とハウス。で、新ストロベリーライン構想というのは、逆にあの土地にイチゴをつく

るとしたら、今までの砂地だったら土耕で、土耕栽培、じゃあ今度の移転先は、土耕じ

ゃつくれないですね。水耕栽培という形になって、高設ベッド等、そういうふうになる

と思うんですが、亘理イチゴのおいしさ、そして経費、復興に向けた農家の経費、土耕

と高設ベッドではえらいことになりますよ。ただ「移れ」と言われたって、「はい、ここ

にするから」なんて。町として、じゃあイチゴ栽培に対して、今、農業５０パーセント

補助。５０パーセント補助で土耕栽培から高設栽培にしたときに、高齢化に向けてだか

ら、だんだんしたとき、将来的にもやっぱり高設ベッドがいいんだと考えて、そうする

こともあり得ますけれども、経費。農家の人が本当に５０パーセントの土地で高設栽培、

本当に自分の土地、ここの栽培地に何パーセントの人が、もっと来るように、「ああ、い

い」、皆さん。町として今後、町長、何パーセントの補助。今国は５０パーセント。それ
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にプラス町の補助と支援として、どの程度を。できるだけここの基幹産業である農業だ、

そこの主力がイチゴだと、そうしたときに、どの程度考えておられるのか、町としては。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。イチゴ再建・再興に対する町のこれからの支援ということでございま

すが、確かにイチゴは我が町の最大のブランドの一つでございますので、これはやっぱ

り復興のシンボルにしていかなくちゃないだろうと思ってございます。町としても、こ

れからイチゴ農家の水の確保の問題もありますし、あるいはハウス等の設備投資もござ

いますので、極力支援できるような体制を整えていかなくちゃないなと思ってございま

すけれども、現段階では具体的にどの程度というふうなところまでまだ決めてございま

せんけれども、先ほど申したような基本的な受け止め方の中で、やっぱり一定の支援の

必要性は強く感じているところでございます。 

      それと、先ほど２分の１の国等の支援ということでございますが、こういう機会でも

ございますので、将来は別にいたしましても、やはりここ数年間の立ち上がりというも

のは、極力皆さんで共同なり協業化なりすることによっての国、県の支援、これは一定

の高い補助支援がございますので、そういうふうな支援もぜひ活用していただいて、行

く行くはまた別な展開もあるんだろうと思いますので、いろいろな選択肢がある中で、

それぞれ頑張っていただけるように我々もできるだけの支援をしてまいりたいと思って

います。 

 １番（菊地八朗君）はい。今、力強い町長の将来に向けた支援の方も考慮していくという答えを

いただきました。さらに要望としましては、先ほど言いましたけれども、イチゴには話

をするくらい手間暇、水、温度管理等、そういうのが一番必要なので、職住という住の

方も、例えば新ストロベリーラインのその近くには住の方の、住める居宅、宅地、農地

ばかりでなくて。私もずっと近くでイチゴ農家と一緒に、栽培の人と住んできましたけ

れども、朝昼晩とイチゴ見てきて、ご飯食べる暇なんかないんだからね。すぐハウスに

行って、イチゴ農家を見て、その対応に。皆生産者は携わってきたので。この地域にも

宅地化、これを検討に置いて、そういうこともきょうの要望の中で今後の課題として、

取り組み方として、居住、分離じゃなく、農家に対しては、この土地に近いところに住

まないとなかなか難しいですよということを私は強く言いたいので、この辺の取り組み

も再度、町長からお考えをお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。イチゴ農家を中心として職住接近のご指摘でございますが、先ほど来

からお話し申し上げているとおり、今回の未曾有の大災害を教訓とした安全の確保と、

そしてまた我が町農業の再生、その辺の兼ね合いだというふうに思うわけでございます

が、８月でお示しした土地利用の骨格となるグランドデザイン、そして今回２回目にお

示しをした土地利用構想案、ご案内のようにちょっと時間をお借りする中で、より詳細

な形での土地利用を段階的にお示しできるような状況になってきておりますので、先ほ

どお答えしましたように、これからについても、農家の皆様が、なるほど、こういうふ

うになるんだなと安心していただけるような、より具体性のある土地利用、特にイチゴ

農家の皆様にですね、尐しでもご理解していただけるような形での土地利用をお示しで

きるように努力してまいりたいというふうに思っております。 

 １番（菊地八朗君）はい。じゃあ、被災した町民に対して尐しでも安心のできる、被災した町民、

全町民に対して喜んでいただける、そういうまちづくりに取り組んでほしいと思います。

そのためにも、先ほど回答のなかった通勤手当等はどの程度配慮しているか、後で結構
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ですので、その辺を議員全体で考えていきたいと思いますので、きょうの私の質問は以

上で終わります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町としても身近な職員対応の問題、そして全体としての町民の方々の

安全・安心の確保、そしてまた合理的な土地利用、これらについて町民の皆様に尐しで

もご理解、納得していただけるような方向での取り組みを継続させていただく中で、最

終的に議会の皆様にもご承認いただけるような復興計画の策定に取り組んでまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

議 長（佐藤晋也君）１番菊地八朗君の質問を終わります。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）この際、休憩をします。再開は午後１時といたします。 

午前１１時５３分 休 憩 

                                              

午後 １時００分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）１０番佐山富崇君の質問を許します。 

佐山富崇君登壇願います。 

１０番（佐山富崇君）はい。平成２３年第３回議会、３・１１の大震災以来、町民が非常に苦慮し

ている、その中で一番関心の深いＪＲの常磐線の復旧、さらには土地利用計画、２件に

ついて。さらには、町長の町政に取り組む姿勢といいますか政治姿勢について、３件に

ついて質問をいたしたいと思います。 

      まず、１件目から。一日でも早い常磐線の復旧運転再開をということで、質問は、復

興計画の案では、浸水２メートル以上の地域は被害が甚大であるので、内陸部に移設、新

ルート案としております。それでは電車の運転再開は遅れるばかりであると考えますので、

その復旧計画案を変更してもらいたいというような意味合いから質問をするわけでありま

す。 

      なぜならば、１秒でも早く電車を山元町に持ってきてもらいたい。そうでなければ、

町長の提案理由説明でもありましたとおり、あるいは同僚議員の先ほどの質問の答えに

もありましたとおり、現在で震災以来半年足らずで２，０００人の人口減尐というよう

なことであります。これは甚だゆゆしき問題でございますので、それらの観点からお伺

いをいたすものであります。 

      ２件目でありますが、土地利用構想、先日お知らせをいただきまして、それらをもっ

て住民説明会ということで町長して歩いたようでありますが、それらも含めて、その中

で特に、これもまた同僚議員が先ほど質問をした中でありますが、災害危険区域で第１

種地を浸水の深さ３メートル以上として、新・増築を禁止する、そして移転を促すとあ

ります。この件について伺いたいものであるということであります。 

      減災を視野に入れた防災緑地ゾーンの整備も伺いたいものだと。これも先ほど同僚議

員も質問したようでありますが、二線堤機能を持たせるとした県道亘理相馬線の東部に

ついて特に詳細にご答弁を願いたいものであります。 

      それから、「チーム山元」の件であります。「チーム山元」とは何を実体として呼称し

ているのか私には何らさっぱりわからないのでありますが、震災以来、町長は、ごあい
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さつなりなんなりには、いつも「チーム山元」として一丸となって取り組みたいという

ふうなおっしゃり方をなさっております。「チーム山元」とはどのようなものなのか。「山

元チーム」ではだめなのかなというような気もいたすわけでありますが。 

      そしてまた、私は「チーム山元」を自称する前に着実な連体や連携、協調を図るべき

だと。各種団体、あるいは対議会、対職員、町民とういふうに私は考えておるわけです

が、それらのことは何ら手をつけずして、あるいはかえって疎遠になったり、よろしく

ない状況が続いているのではないかということを危惧するわけでありまして、そういう

点から町長の姿勢を伺いたいということの以上の３件であります。 

      以上を申し上げまして、まずここでの１回目の質問とさせていただきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。佐山富崇議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、常磐線の早期復旧についてですが、６月に町内全世帯を対象に行った復興

まちづくりに関する意向調査では、今後の鉄道等のあり方について、「将来の町の姿を第

一に考えて新しい駅で検討すべき」という回答が６１．９パーセント、また「元からあ

る集落の位置に配慮しながら新しい位置を検討すべき」とする回答１８．６パーセント

を含めて、これを合わせますと８０．４パーセントとなっております。鉄道の移設を含

め、安全・安心な運行を期待されていることがうかがえたところでございます。８月４

日に町民にお示しをした山元町震災復興基本方針では、このような調査結果等を受け、

ＪＲ常磐線は津波による機能喪失が再び起きないような位置に復旧することを基本とし、

新たなまちづくりと一体的な基盤整備をすることとしております。 

      ＪＲ東日本においても、去る４月３０日の国土交通大臣への鉄道復旧に係る要望書の

中で、復旧に当たっては安全の確保を最優先とし、ルート変更をも含め、津波対策の確

実な実施が必要との認識を示しており、また常磐線沿線の市、町、県、国、ＪＲで構成

されるＪＲ常磐線復興調整会議の場でも、このような認識を確認しているところであり

ます。 

      これらを踏まえ、津波の影響をできるだけ受けない位置で町の新市街地形成と一体的

に整備する方向で、国道６号側へ移設するルート案を今月初旪の住民説明会でお示しし

たところであり、その整備期間については、用地の取得後３年程度で整備できるとＪＲ

側から伺っております。 

      さて、早期復旧のための現駅での復旧を図ってはどうかというご提案についてですが、

一番の問題は安全な運行が確保できるかという点です。山下駅付近は２メートル以上浸

水し、駅の北側では貨物列車が流出しております。ＪＲは津波対策の確実な実施が必要

との認識でありますので、現状での復旧は難しく、尐なくとも震災前よりも津波に対す

る安全性が高まっていることが必要と考えます。具体的には、海岸堤防の整備や路線の

高架などの安全対策が必要となりますが、海岸堤防の整備は５年程度かかると見込まれ、

また路線の高架化についても、線路沿いの用地買収及び工事用地の借地が伴うことから、

新路線で整備をする場合と比べても整備期間に差異はないと考えられます。したがいま

して、町といたしましては、安全性を特に重視し、津波被害の及ばない位置へ新たなま

ちづくりと一体的に整備する新ルート案の整備が最善と考えております。 

      次に、大綱第２、土地利用構想についてのご質問の１点目、災害危険区域についてで

すが、土地利用構想を策定するに当たっては、想定し得ない津波が起きた場合でも人的

被害を最小限にとどめられることを基本条件の一つとして念頭に置き、計画したところ
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でございます。人的被害を抑えるために、今回のような津波に対して海岸堤防だけでは

とても防ぐことはできないので、多重防御により波の勢いを弱め、避難のための時間を

確保することで人的被害を抑えられるような土地利用構想としております。 

      津波の勢いを弱めるためには一定程度の幅を持った緩衝地帯が必要になりますが、津

波の高さが３メートル以上となる区域、海岸からおおむね１キロメートルの範囲となり

ますが、この区域は防災措置を施したとしても、大津波が来た場合、夜間に就寝してい

た場合などは避難が間に合わないと考えております。また、このような地区で仮に住宅

の建築を認め、流出しないような集落を形成しようとした場合は、鉄筋コンクリート等

の頑丈な建物でもつくらない限り流出を防ぐことはできないと考えておりますが、その

ような建物で集落を再び形成しようとするのはコストなどの面からも合理的ではなく、

今回のような被害を決して繰り返さないためにも、居住に適さない地区として災害危険

区域とし、移転を促していきたいと考えているところでございます。 

      なお、災害危険区域第１種であっても、既存の建物を修繕し居住し続けることや居住

を目的としない農地や事業用地としての活用は制限しませんので、安全に配慮した上で

活用を図ってまいります。 

      次に、防災緑地ゾーンについてですが、具体的には県道相馬亘理線の東側のゾーンを

想定しておりますが、このエリアは津波の多重防御の区域と位置づけております。海岸

には高さ７．２メートルの防波堤が整備され、その背後は幅約２００メートル程度の範

囲で防潮林が整備されるほか、１０メートル程度の山を造成するなどし、波の勢いをと

めるためのエリアとしたいと考えております。 

      また、県道相馬亘理線を常磐線の敷地を活用して高盛り土の構造とすることで県と協

議をしております。 

      また、既存財産を有効に活用するという観点から、住宅以外の土地利用を積極的に進

めていきたいと考えております。例えば、避難路となる道路や一時避難所を整備すると

ともに、防災無線を普及するなど安全に配慮した上で、農地や事業用地としての活用を

図るとともに、自然を生かした交流ゾーンとして都市公園やパークゴルフなどのレジャ

ー施設の建設なども計画してまいりたいと考えております。 

      また、震災の記憶を後世に伝えるため、モニュメントの整備を予定しているところで

ございます。 

      次に、大綱第３、「チーム山元」についての考え方ですが、町がこれまで抱えてきた課

題を解決し、かつ今回のような未曾有の災害から復興するには、町民一人一人が主体と

なり、総力を結集、協働し取り組むことが必要であり、その取り組む姿勢が「チーム山

元」という言葉に象徴されております。すなわち、チームとは山元町全体を指し、チー

ムの構成員は山元町民であります。そして、見事なチームワークでワールドカップを優

勝したなでしこジャパンのように、町民全体で町の復興を目指してまいりたいというふ

うに考えております。 

      以上でございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。それでは、順次、１件目から質問をさせていただきたいと思います。 

      １件目の１番でありますが、先月の２８日、有識者会議、あるいは復興会議の終了後、

町長は記者会見をした。特別委員会でも同僚議員が聞いたようでありましたが。記者会

見の中で、用地買収は数か月で終了すると言ったそうであります。その真意と、それか
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らその買収価格、ルート案をお示し願いたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。用地買収の所要期間についてのマスコミとのやり

取りの関係でございますが、これは前後の関係があるわけでございますが、私としては、

結論的に言えば、事前のもろもろの準備行為等も含めて正式に作業がスタートできて、

その段階で地権者のスムーズなご理解を得られれば、そういうふうなスケジュールも可

能なんじゃないかというふうな意味合いで申し上げたところでございまして、しかし実

際的には、先ほど申しましたように、事前のいろいろな協議、すり合わせ、あるいは計

画の具体の決定ということ等もありますものですから、その辺がある程度見極めがつく

以降に取りかかることであれば、スムーズに行けばということでございまして、まだま

だお尋ねのありました用地の単価というふうなことはこれからの問題でございますし、

ルートについては、この計画案にも載せてございますように、新しいルートでの用地買

収の取り組みでの対応というふうなことで申し上げた内容となっております。 

１０番（佐山富崇君）はい。町長、そういうことをおっしゃっちゃいけませんよ。このルート案は

出てるから。私言うのは、浜吉田を過ぎて何メートル先からアールを描くんだというの

を聞いているんです。どこからカーブを切るんだ、どこから入るか。というのは、特別

委員会でも、住居は何戸、尐なくとも数十戸と、こうおっしゃったよね。十数戸か、十

数戸とおっしゃった。ということは、どこからどう上げるというのが出ていなければ、

その数字出てくるわけがない。私はそう思う。どういう形で十数戸と言えるんですか。

あのところからこう持ってくるというのがなければ、十数戸とか、あるいは数戸とか、

そんなこと言えるわけがないでしょう。それが頭にあるから十数戸とかなんとかと言え

るんですよ。あのときは副町長かな、言ったのは。どなたでも構いません。ですから、

それをきちっとここでお示し願いたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ルートをもう尐し明確な形でということでございますが、私ども６月

から本格的に復興計画の策定に取り組んでいるわけでございますが、この前の住民説明

会、あるいは議会の特別委員会等でもお話ししているとおり、ＪＲを初めとし関係の自

治体等々で協議を重ねる中で内容がより精度の高いものに煮詰まっていくというプロセ

スを踏まなくちゃないわけでございます。その辺はよくご理解いただけるだろうと思い

ますので。その段階を踏んで、そのときどきで尐しずつ内容をお話しできるような状況

になるわけでございまして、８月にお示ししたグランドデザインの中では非常に漠然と

した太い線になっておりました。今回はある程度、どの辺のルートを想定しているのか

というのが尐しずつより明確になってきたということでございまして、ある程度のそう

いう状況の中で、これくらいの家屋がルート上に存在するのかなというふうな段階でご

ざいます。 

      もちろん、こういうルート設定をする基本的なスタンスとしては、団地の中を分断す

るような形で通るとか公共施設に当てるとかというふうなことを極力回避する形でルー

ト設定をするというのが基本でございますので、極力スムーズな形で対応できるような、

そういうルート設定というのがＪＲとしても当然のことでございますし、町としてもそ

ういうふうな方向でＪＲ等々と連携をとりながらやっていく性質のものでございますの

で、今の段階では正確な形で何戸でございますというふうなことではなくて、一定の幅

を持った中で、おおむねということでお話をさせていただいておりますので、今後、諸

機関とこの内容を詰める中で、より詳細な内容をご説明、ご報告をしてまいりたいと思
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いますので、よろしくお願い申し上げます。 

１０番（佐山富崇君）はい。そんなことでは答弁になりません。十数戸とおっしゃったんですよ、

特別委員会で。きちっと、どこからどう上げるというのがなければ。いいですよ、田ん

ぼの中ならすぐわかるから、大体。これで測ればいいんだ、縮尺で。どこから上げた。

地図も何も、これ消しているな、亘理町の分。そうやっていて、どこから上げるも言わ

ないで、十数戸なんて数字が出てくるわけがないんじゃないですか。そんなことで私は

引き下がりませんよ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答え申し上げます。お隣亘理町さんとの関係で言えば、浜吉田駅を

起点としたルートというものを考えておりますし、あるいは福島県新地町との関係で言

えば、新地町の役場の東側というふうなことを念頭に置いたルート案ということになっ

てございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。それは私も個人的に亘理町なり新地町なりにお話を伺ったり、個人的

にですよ、そういうことはもうとっくに承知いたしています。そんなことをお聞きして

いるのではありません。常磐線の浜吉田駅から何メートルからアールを描いて上るんだ

と、その起点はどの辺になるんですかと、それがなければ家屋にかかるのは十数戸とい

う特別委員会でなさったような数字が出てこないでしょうと言っている。それがあるか

ら十数戸というのが出てきたんでしょう、先日。それが、ありません、まだ具体的でな

いんです。どこから出てきたんですか、十数戸というのは。まず、そこをお聞きしまし

ょう、それじゃあ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもお答えしましたとおり、ＪＲなりと技術的な協議とかを進め

る中で、当初は幅広のルート案ということで、先ほど言ったように、８月の段階ではお

おむねこういうふうな感じでございますと。そして、今回はより線が細くなった中で、

おおむねこの辺をという形で、技術協議等をもろもろ重ねる中でより詳細な内容になっ

てくるという、そういう段階を踏まなくちゃないということでございますので、ある程

度の線の中である程度のお話を申し上げなくちゃないという、そういう状況もあります

ので、先ほど来から申し上げているとおり、協議を重ねる中でより詳細な内容説明をさ

せていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。何回も同じことを聞かれないようにしてください。端的にお答えくだ

さい。つまりは、まだ海のものとも山のもの伴っていないという意味にとっていいんで

すか、それでは、現時点で。そこですよ。協議を加えて線が細くなってきた、わかりま

すよ、線細くなってきたのは図面にも出ていますから、――でも、わかります。それで、

どこからなんですかというのを聞いているだけですから。縷々協議を進める中でとかな

んとかというのを私お聞きしているんじゃないんです。それはまた後でお聞きしますか

ら。まず、どの地点から上るんですか。浜吉田駅から何メートル南に来て上るんですか

というのをお聞きしているんです。それだけですよ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。このルート案については、やはり技術的な面、対象になる物件を尐し

でも尐なくできるようにということで、必ずしも一つの案ということになっていない部

分もございますので、協議を重ねる中で、今ご質問のあったことにもっと明確にお答え

できるように詰めてまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。決して海のものと

も山のものともということではなくて、ケーススタディーをいろいろやりながら、タイ

ミングを見ながら、内容を明らかにしていく必要がございますので、この辺の進め方に
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ついてはぜひともご理解をいただきたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。町長はどうしてもそれはまだ言えないというお話のようでありますの

で、その件については、理解はしませんが、この形の質問はやめます。 

      それでは、別な形で。ＪＲと協議を進めている、進めている、進めていると何度も話

をしてきた。そして何回も言われてきた。特別委員会でも聞いた。それで同僚議員が、

それではＪＲとの協議の内容についてメモったのがあるでしょうから、あるいは口述書

があるでしょうから、それを出してくださいと言った。それを「まあ、まあ、まあ」と

いうような形で押し切ったというか、出さなかった。それでは町長、説明責任果たせま

せん。出してください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。 

      速やかな情報開示ということでございますが、これはいろいろ関係者との信頼関係の

上に立ってやらなくちゃない大変重要な案件でございますので、これはタイミングを見

て、しかるべきタイミングで議会なり町民の皆様にご説明申し上げるというふうな形で

ないと、なかなかスムーズにいかなくなる可能性もございますので、これは今の段階で

は控えさせていただきたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。一般質問で聞いたこと、こっちから聞いても答えられない、こっちか

らしても答えられない。何も答えなくて一般質問になりませんよ。議長、そんなことで

いいんですか、我々の立場として。私は納得しません。出してください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。大きな政策を今遂行しつつあるという中でございますので、これは相

手のある話でもございますので、やはり相手との信頼関係というものを大事にしながら

やっていく必要がございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。理解できません。なぜならば、相手のあることとおっしゃいました。

大きな仕事をしているからとおっしゃいました。私ら議会はどうでもいいんですか。大

きな仕事をしているからこそ議会で示してくれませんか、教えてくれませんかと話した

ら、そこで教えたり相談したりするのが町と議会なんじゃないですか。ですから私が３

番目みたいな「チーム山元」の件などという通告をしなきゃならなくなるんですよ。町

長、ね。相手のあることだから、議会はどうでもいいんだみたいな話ですよ。 

      町長さんはもちろん選挙で当選なされた町民の代表でいらっしゃいます。それで執行

なさっていると思います。私どもも町民から選ばれて議員という職をさせていただいて

おります。そういう観点から、私どももそれを教えてくださいと言う権利はあるんじゃ

ないでしょうか。あなたたちは黙っていろ、大きな仕事しているんだから、聞かないで

くれ、理解しろ、これだけでは理解できませんよ。教えてください、私どもにも。相談

してくださいよ。そうであれば、私らも、ともに話を、あるいは物事を共有しながら一

緒にやっていこうじゃないかという気持ちにもなりますよ。教えることは教えられない、

これもだめだ、これもだめだ、理解しろ。なじょしたら理解できるんでしょう。私は理

解できません。その辺、もう一回お願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答え申し上げます。ＪＲの問題に限らず計画全体も含めまして、先

ほど来からお話し申し上げているとおり、いろいろと県なり国なりと協議をしながらや

っているわけでございます。その話というのはまだまだ協議の段階でございまして、確

定に至っていない、あるいは物によっては相手の機関なり団体も、物によっては担当レ

ベル、課長レベル、部長レベル、それぞれ情報の精度と言いますか、あるわけでござい
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ますので、そういう一定の段階にあるものもございますので、もろもろ含めて、やはり

トータルとして情報の取り扱いというものを慎重にしていかなくちゃならないわけでご

ざいます。中途半端な形でお示ししにくいものも中にはございますので、そういうふう

な意味合いを含めてですね。特に新しいルート設定ということになりますと、用地買収、

補償という問題も当然絡んでくるわけでございますので、そこにはいろいろな動きも懸

念される部分もございますので、これはやっぱり議会の皆様としかるべきタイミングで

共有しながら一歩一歩前に進んでいく必要がございますので、そういう形でこの情報は

取り扱わせていただきたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。ただいまの町長の答弁の中に、まだ途中段階というお話がありました。

確定したわけではない。確定してから私らに示すんですか、それでは。まずもって一つ。 

      それから、そういうふうな状況であるならば、報道関係者にべらべらべらと、数か月

で決まると。数か月ということは半年ということですよ、もっと具体的に言えば。数週

間ということは５、６週間ということですから。だから、数か月ということは５、６か

月ということ、半年以内という意味ですよ。そういうふうになるんですよ。数週間とい

うことは５、６週間と。数日間というのは５、６日という意味ですから。そうだと思い

ますよ。そういう意味から言って、数か月ということは半年という意味です。半年以内

という意味です。５か月、６か月という意味ですから。そういうことを何で発表なさる

んですか、私らに何のことも教えないで。おかしいと思う。納得いきません。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもご説明しましたとおり、この計画は１２月までの議会の議決

というふうなプロセスがあるわけでございますけれども、先ほど来からお話ししている

とおり、その過程においては太い線を制作するためのいろいろな協議がございます。あ

るいは、どういう方がその周辺にお住まいになっているのか、いろいろな地権者情報等々

も含めて、町なりＪＲが情報を共有しながら精度を高めていくと、そういうプロセスが

ある程度前段でございますので、そういう前段と計画の策定のタイミングというふうな

ものを総合的に勘案した場合に、いい形でいけばそういうふうな可能性もあり得るのか

なということで申し上げたところでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。可能性で申し上げたなんて、そんなことべらべら言う必要ないんじゃ

ないですか、私らに何も言わないうちから、マスコミに。可能性だなんて。可能性は何

だってゼロじゃないですよね。それはわかります。それはよく理解できます。だけれど

も、この可能性もかなり精度が高ければ数か月とかなんとかというのはわかるんですよ。

私から言うと、価格も町長の頭の中にもない、ＪＲにもないんじゃないか、どこから上

るかもまだ教えらない。そんなことで数か月なんて簡単に言えますか。それを言ってい

るんですよ、現実にね、新聞報道によりますと。そして、特別委員会でも「言いました」

とおっしゃいましたからね。そういうことじゃあかんのじゃないかというのが私の考え

なんだ。そうじゃないでしょうか。すぐ口――ことはべらべらべらしゃべる。肝心なと

きに何もおっしゃらないで。私らお聞きしたいのをお答えにならないで、マスコミにだ

け「数か月でできるんじゃないか」「可能性としてあります」、何ですか、それは。納得

いきませんよ。もう一回答えてください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。いろいろなケーススタディーがあるわけでござい

ますけれども、そういうケーススタディーの中で可能性としてお話をしたということで

ございます。 
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１０番（佐山富崇君）はい。何度言っても同じことでしょうから、ここまでの分についてはいいこ

とにしましょう。 

      それでは、申し上げます。土地買収が数か月でできて、それから３年で工事が終わる

と。これ、もう一回ここでお聞きしますが、新山下駅までですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。 

      工事期間でございますが、これは工事の手法といいますか取りかかり方にも（「端的に

答えること……」の声あり）基本的には…… 

議 長（佐藤晋也君）簡明にお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）工事の手法を含めて、全線というふうに、全区間というふうなことで、そう

いうことでＪＲ側から見解を伺っております。 

１０番（佐山富崇君）はい。確認したいです。今ちょっと私も気になったお答えがあった。私の方

からは新山下駅とされるところまでですねと申し上げたら、全区間というふうに町長お

っしゃった。ね。（「はい」の声あり）だから、改めて、それでいいかどうかまずお伺い

します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。先ほど言いましたように、工法ということで、工

区分けですね、工区分けという手法がございますので、区間を割って工事を進めるとい

うことで、それを同時並行的に進められればというふうな（「何でおれ聞いたのと違う」

の声あり） 

１０番（佐山富崇君）はい。町長、何で私の聞いたことにだけ答えないんですか。私が聞いたのは、

新山下駅と称される場所までですかと言いましたら全区間とおっしゃった、全区間とい

うことは山元町の線路全部という意味ですかということ。新地のことまで聞くわけにも

いかないですからね。でも、ＪＲの立場から言えば、言ってみれば全区間ということは

浜吉田駅から相馬駅までの全区間という意味で理解していいのかどうかということです

よ。町長、全区間とおっしゃったんです、私は新山下駅までかとお話ししましたら。だ

から、それを確認するために今聞いているんです。それをまた工事区間に分けてだのな

んだのと。そんなこと聞いているんじゃないんですよ。しかも確認のため今聞いている

んですからね、これ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そういうふうな意味でお答えすれば、常磐線としての新しいルートで

の復旧、これが工事が始まれば３年程度というふうな意味でございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。わかりました。そのことにつきましては理解できました。 

      次の質問に入らせていただきます。それでは、お伺いします。新山下駅と称される場

所からずっと上って６号線の上行きます。この絵でいくと、宮城病院と称される病院が

あります。それの西側ですね。これも買って、ずっと行って、真庭を通って、ずっと行

って、また下がって６号線下って新地とぶつける、こういう案ですよね。これが３年で

すよね、おっしゃったのは、町長ね。間違いないですね。はい。 

      それでは、お伺いします。それでは、新山下駅と称されるところから６号線通って、

上通って、６号線の上、そしてまた下げてということの土地買収、何ぼかかりますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。幾らかかるかという……（「期間です、さっきは数か月とおっしゃった、

新山下駅まで、今度はそこから、山下駅以南は何か月かかるんですか」の声あり）この

用地買収の期間については、先ほど言ったケースが想定されるわけでございますが、で

きるだけやっぱり（「端的に答えるようにしてください、議長、やっぱりぐたらぐたらっ
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て、聞いたことだけ答えてもらえばいいんですから、私は、何か月かかる」の声あり）

先ほど申し上げた極めてスムーズな用地買収ということを念頭に置けば、１年程度とい

うふうなことも十分想定されるんじゃないかなというふうに思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。それでは、お伺いします。スムーズにいけば１年という町長のお答え

をいただきました。私はとてもとても無理だろうというふうに理解するわけで、あえて

質問いたします。これはどなたでも構わないのだが、この案で、先ほどもルートがはっ

きり決まらなくても１０数戸という数字が出てきた、建物移転はね。では、その以南は

何戸できますか、当たるんですか、住居移転しなければならないものは、ここずっと行

って。お答えください。（「はい、よろしいですか」の声あり） 

議 長（佐藤晋也君）では、災害振興推進課長（「災害推進」の声あり）震災復興推進課長鈴木光晴

君。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。先ほど佐山議員の方からも何回となく十数戸というような

数字をお示しいただいたんですが、先だって私、特別委員会の方でご説明申し上げまし

たのは、今現在のルート上で考えたときに数戸から数１０戸ぐらいの見込みになるので

はないかというような、かなり幅広い数字をお示しさせていただいたと思っています。

と申しますのは、これからルート的なものもＪＲさんの方との調整も必要になってくる

ということを考えておりましたので、そのような説明をさせていただいたんですが、今

回数戸から数１０戸という話も、山元の町の全長、要は１１キロにわたる常磐線のルー

ト上について、おおむねそのくらいじゃないかというようなことをお示ししたことでご

ざいますので、それでご理解いただければということでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。理解できません。この間の特別委員会では新山下駅までという話で聞

いているはずだよ。私も数１０戸だったか１０数戸だったかその辺ははっきり定かでな

かったので、ここで質問したのも最初数１０戸と言ったはずだよね。でも、あれ、余り

大きく言っちゃうかな、１０数戸だったかなと思って、私の勘違いだったらまずいなと

思って言い直したんでした。やっぱり数１０戸ね。数１０戸。数１０戸ということは、

５、６０戸ということですよね。そうでしょう。あるいは、１００戸に近いというふう

に理解していいんですか。改めてお聞きします、では。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。申しわけありません。現在の状況としましては、法線を決

めただけの状況です。結局、これからの作業としまして、ＪＲさんの方との調整なんで

すけれども、ルート上の現位置の調査、それから設計というような段階に入ってまいり

ますので、具体的な数字としましては、その段階にならないとはっきりとした数字はお

出しできないというのが現状でございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。そうすると、住宅にかかるということは、海のものとも山のものとも

まだわかんねんだと、本当は、そういうふうに理解できますわな。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。全くかからないということは、土地の形状から考えて、あ

り得ないというふうに考えております。ですので、この間の説明でも申し上げたんで

すけれども、極力そういった構造物、建物、そういったものにかからない法線を検討

してまいりたいというふうに考えております。 

１０番（佐山富崇君）はい。余り常識的なことを言わないでください。それは当然のことでしょう。

わざわざ家かけていくなんていう人ないでしょうが。そんな常識的なことを余り……。

私、ここで常識的なことでなく現実的なことを聞いているわけですから。現実に山元町
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民は１人、２人といなくなっているわけですから、町の人口が減っているわけですから。

町長は立派にまちづくりさえすれば、住みたくなるまちづくりをすれば、皆戻ってくる

とおっしゃったことがある。絶対戻りません。ほかの町だって住みたくなるまちづくり

をしているわけですから。うちだけじゃないんですよ。そうでなくても人口が減る時代

に。この町、人口減るだけだ。本当に情けないよ。この間も言いましたが、山元町の人

口は宮城県の自治体で割合からいくと一番減っているでしょう。これは通告にないです

から、いいですけれども。全く残念なことです。 

      ということは、まだはっきりしないんだね、これ。だから、その辺のところから私ど

もにある程度相談なさっていただければご協力申し上げられるのに、何の相談もなし。

大きな仕事はおまえたちに相談できないみたいに町長おっしゃるんだものね。難しいと

ころだからと。町民の皆さんは、「議会と町長相談しながらあいつ決めたんだべ」と、こ

うおっしゃるんですよ。私ら、「まだ全然相談いただいていません、皆さんと全く同じ立

場ですよ」と言うと、「ほだことあんめした」、こうおっしゃられるんだ。ですから、私

らも多尐相談されれば、こうでないか、ああでないかもあるんですが、今難しい大事な

話だからおまえ混ぜられないという状況ですよ。町長のご答弁からすると。そんなこと

言ったって、時間も刻々なくなる。 

      それで、結局は、まだそれもわからない。それでは、お聞きします。６号線を越す工

事、何年かかるんですか。何か月、数か月ですか。これも町長、お伺いします。 

      答えられないなら休憩してくれや。 

議 長（佐藤晋也君）今町長とおっしゃったから。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当の鈴木課長の方からお答えさせていただきます。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。６号なんですけれども、ＪＲの方では、こちらも協議これ

からなんですが、オーバーで、要は高架で６号をオーバーするというような構造になる

というふうに考えております。ですので、ＪＲさんの方としましては、先ほど町長の方

からもありましたが、分割をしながらでも工期はすべて３年以内で終わらせるというよ

うなことでのお話は伺っておりますので、そちらの部分に関しても３年というふうに考

えております。以上です。 

１０番（佐山富崇君）はい。私、ＪＲと協議したわけでないので、それは違うとかなんとか言うこ

とはできませんので申し上げられませんが、私ら見ていた高速自動車道を見ただけでも、

浜吉田駅の北側、あれは荒浜ね、３年でなんかできなかったですね、あそこの高架も。

そういう意味から、ちょっとまゆつばになるんですけれどもね。ただ、私がＪＲさんと

協議したわけでないので、それに何かに言う立場じゃありませんが、結構なことですな、

３年で両方できるということは。 

      それでは、お伺いします。遺跡が出た場合、どうなりますか。宮城病院の上は遺跡い

っぱいあるから。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。遺跡対策、確かに今の常磐道の関係でもございますし、これもスピー

ド感のある対応をするためには、いろいろ工夫しながらやる必要があるんだろうという

ふうに思いますが、これは県の方とも、こういう大震災の復興事業でございますので、

尐しでもスムーズな形でできるような工法、手法というものをいろいろと今協議しつつ

あるところでございますので、時間をかけない中でやれるように、これは大いに努力し

ていきたいというふうに思っております。 
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１０番（佐山富崇君）はい。あと２０分を切りましたので、１件目の質問はこれだけにしたいと思

います。これだけって、今度質問するので終わりにしたいと思います。 

      ＪＲ東日本の清野社長、９月６日に記者会見をしている。ＮＨＫの夕方７時のニュー

スは、地方自治体に山側への移設計画があるので復旧が遅れると述べたと、こういうこ

とです。計画があるので延びた。山側へ移設計画さえなければ延びないことを言ってい

るんですね、まずもって。 

      それから、翌７日の河北新報では、こういう記事だ。常磐線一部区間、ＪＲが再開検

討をしているのは原発から２０キロの警戒区域のすぐ南側を走る久ノ浜広野間と北側の

原町相馬間で、亘理相馬間の不通区間は沿線の町が内陸側に移転する可能性もあり……、

これも可能性ですからね、可能性もあり、方向性が定まらない、こう言っているんです。

協議を進めてやっているんだと言う割には、社長が可能性もあり。可能性ということは、

９９パーセントもあり、１パーセントもあるということですね。町長さっきおっしゃっ

たようにね。町長言ったんですから、これ。可能性ということだから。そういう中で、

方向性が定まっていない、こういう内容。河北新報の９月７日の朝刉。定まっていない。

ここに切り抜きあるから、間違いないんだな。間違いない。 

      ということは、亘理相馬間は２０キロ圏外れたところの広野、あそこよりも遅れる、

久ノ浜より遅れると、こういうことです。とんでもないことです。３年半でできますか。

改めて聞きますよ。３年半でできますか、開通しますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。一番最初のご答弁でも触れましたように、ＪＲの清野社長は、国交省

の方にも基本的な復旧の考え方を示しておりますし、常磐線、必ず復旧をさせると。よ

り内陸ルートでもってと、そういう方向性をこれまでもたびたび力強く表明してきたと

ころでございまして、そういうふうな意味でも、町が早く方向性を決めて取りかかるこ

とが必要なことだというふうに思っておりますので、ぜひこういう議会の皆様なり町民

の皆様との話し合いを通じて、一刻も早くこの問題の方向性を決めていく中で、工期３

年、用地買収、半年なり１年はかかるんだと思いますけれども、これを尐しでも早く決

めることによって、このＪＲ問題だけじゃなくて、いろいろな事業を早く着手できるよ

うな、そういう態勢に持っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し

上げます。 

１０番（佐山富崇君）はい。町長いいことおっしゃいました。ＪＲ問題ばかりでなく、きちっと説

明責任を果たせば物事は話は早いわけです。それを、まだ協議中だから、大きな仕事を

しているんだから、あなたたちには聞かせられない、黙っててけろ、そういうような姿

勢では物事は早く進みません。よくこれから説明責任を果たすように指摘しておきます。

いいですか。説明責任を果たさなければだめなんです。説明責任あるわけですから、町

長には。一番あるわけですから。一番の権力者であり、説明責任を一番果たさなければ

ならない立場なんですから。その辺のところを指摘しておきます。 

      それでは、時間もなくなりましたので、２件目に入ります。 

      先ほど同僚議員が質問しましたのでダブらないようにしたいと思うんですが、ちょっ

とダブる面も出てくるかな。だから、答えは端的にでいいですから。 

      移転を促すと。先ほど言いましたように、第１種危険地域。移転を促すということは、

実質、居住を認めないということになるんでしょう。それでいいんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答え申し上げます。 
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      先ほどご説明したのは、一定の条件の中で、例えば第１種区域が予定されるエリア内

に住宅があるとすれば、その住宅を補修してお使いになれるという方についてまで、そ

こから立ち退きをお願いするということではなくというふうな意味合いでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。よく理解できました。そういうことであれば、今おっしゃったような

ことであれば、水道、電気、電話などのインフラは整備してくれると、そういうふうに

理解していいんですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。そこにお住まいになるということであれば、必要

なライフラインの供給というものは基本的には対応していかなくちゃないだろうと思い

ます。 

１０番（佐山富崇君）はい。よく理解できました。ありがとうございます。その分についてはね。 

      それで、今度お聞きしたいのは、先ほど、これまた同僚議員に答えたのでは、１４平

方キロメートルとおっしゃいました。ということであれば、その線は具体的にどの線が

引かれるか教えてください。１４平方キロメートルと数字が出ているわけですから。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。 

      先ほど申しました１４平方キロメートルについては、３メートルの浸水エリア、全体

がそれくらいの広さに該当するというふうなことを申し上げました。そして、より具体

な線引きに当たっては、これからの多重防御のシミュレーション、これを参考にしなが

ら、より合理的な形での線引きと、こういうことでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。聞かれたことだけ答えてください。つまり、この１４平方キロメート

ルと出したのは、水が上がったところを地図上でこうして、そして平米を出したと、こ

ういうふうに理解していいんですね。はい。 

      それでは住民は納得しないと思うんです。この線からだめだと、例えばですね、この

川からだめだとか道路からだめだというのなら理解しますが、３メートル。おらいで２．

９メートルだという話になったら、とんでもないことですから、線引かなければならな

いと思うんです。その線、いつまで引きますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほど来からお答え申し上げているとおり、一定の作業、検証、こう

いうプロセスが必要でございますので、先ほどちょっとお話しした津波シミュレーショ

ン、これの関係は今月中にも調整できると思いますので、その後、引き続き具体の合理

的な線引きを考えて説明をしてまいりたい。 

１０番（佐山富崇君）はい。今月中にシミュレーションができるので、１０月上旪には具体的な線

引きができるだろうと、こういうお答えにとっていいですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。作業をある程度やってみないとわからない部分もございますので、ま

だ明確に今月末なり来月初めというふうな今状況ではございませんけれども、なるだけ

早くそういうふうなスケジュールをまずはお示しできるように取り組みたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。何だ、さっきと話違うんじゃないですか。一生懸命努力するけれども、

まだはっきりわからないと、こういうことですね、では。それを確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これは最終的に条例化が必要でございますので、遅くても１１月まで

にはお示しをしてまいりたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。結構であります。 

      それでは、次の質問にまいります。防潮堤、防潮林の整備と、こういうことでありま

す。先ほど言ったのは、１回目の答弁は、幅２００メートル、高さ１０メートルとおっ
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しゃいました。間違いありませんか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的にそういうふうな数字を申し上げました。ただ、いずれにして

も、繰り返すようになりますが、関係機関と調整を重ねる中で尐しずつ判明していく中

でのこの２００メートル、１０メートル程度と、まず程度の段階でございますので、そ

の辺はある程度幅のあるものだということでよろしくお願いします。 

１０番（佐山富崇君）はい。確認しようとすると「程度」とか、「それぐらい」とかと、だんだん変

わってくる。答弁するときは２００メートルの高さ１０メートルと、こうおっしゃった

んですよ。それではだめでしょう。もう一回確認します。高さ、幅はわかりました。こ

れは町境から町境までずっとですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどの１回目の回答の中では、「２００メートル程度の範囲で」とい

うふうな、あるいは「１０メートル程度の山を造成する」ということでお答えさせてい

ただいたところでございますので（「はい、おわびします」の声あり）、そういう段階を

踏んでやっておりますので、よろしくお願いいたします。（「今聞いたこと答えてくださ

い」の声あり）すみません。基本的にはそういう幅で、距離ですね、町外れといいます

か海岸線、おおむね１１キロ、もちろん―――という問題もございますけれども、陸地

については従来の延長線上の中で、その範囲でというふうにご理解をいただければと。 

１０番（佐山富崇君）はい。それでは、「程度」「基本的には」という言葉がつくんですが、よろし

いでしょう、きょうは。 

      交流ゾーンの整備、大規模な公園やレジャー施設、モニュメント等の整備とうたって

ありますが、これらの経費はもちろん国から出るんですね。町の持ち出しはないですね。

それをまず確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これらの復旧・復興の経費でございますけれども、具体の積算という

のは国の第３次補正等で明らかになるであろう支援制度なども見極めながら、これから

具体の積算をしてまいります。 

１０番（佐山富崇君）はい。それは十分承知をいたして聞いておるわけです。そういう中で、どの

程度の町の持ち出しの心配があるかということを聞きたいんですよ。そういう前提条件、

大体私も常識的なことはわかるんです。これで大体どの程度町の持ち出しが出てくるん

でしょうね、何パーセントぐらいか出てくるんですか、それとも３次でうまく来れば町

の持ち出しはゼロで済むんですかということをお聞きしたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これについては、これからの作業の中でというふうな段階でございま

すし、山元町に限らず各自治体も今そういう状況下の中で取り組んでいるということで

ございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。わかりました。これもまだはっきりしない。当然だね、国の予算がで

きていないんだから、それに乗るわけですから。やむを得ないとします。 

      それでは、そういうものをつくったとします。うまくできたとします。完成したとし

ます。その後の管理費は町の持ち出しになるんじゃありませんか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。例えば都市公園であれば、町の都市公園と整備すれば、そういうこと

になりますし、町が基本的には補助制度を活用してということになれば、ご指摘のよう

な一定の管理経費は付随してくるということでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。それは当たり前のこと。町の、あるいは都市公園なら、その自治体で

管理しているんでしょう。補助費といったって、それであれば、全部買い上げしてもら
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って、国立公園にしてもらえばいいわけですよ。湖畔公園みたいに。国から管理費まで

来るなんていうならば。そんなもの、あり得ないでしょう。町長、県の職員してきて、

そんなのとっくにわかりきって、そんなばかみたいなこと言わないでくださいよ。そう

でしょう。おかしくありませんか。ほとんどですよ、管理費は。もう一回。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。一般的には先ほどお答えしたような形になりますので、町が建設すれ

ば当然管理費がかかりますので。あとは、具体にどのレベルまで、あるいはどのくらい

の施設を整備していくのかというところにかかってくるかと思いますけれども。 

１０番（佐山富崇君）はい。そういうことでありますので、そういう整備は、その後の管理費等も

含めて十分考慮する必要がある。ただつくればいい、つくるとき国の金もらったからと

いうことは、とても困るわけであります。なぜかというと、先ほども出ましたように、

人口が減る、年寄りだけふえる、あのときつくったけれども管理費ばかりかかって大変

だと、ここだけを指摘しておきます。 

      それでは、質問します、それで買ってつくった、残った土地はどうなるの。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。買ってというのは、集団移転等で町が買い上げるというふうな、そう

いう（「農地とか皆残るでしょう、質問がわからないようなので改めて質問いたします」

の声あり） 

１０番（佐山富崇君）はい。交流ゾーンとかなんとか、整備のなんとかとあるけれども、その中に

は民有地があるわけでしょう。買ってレジャー施設とか公園とかつくれば、それは買う

わけですから、民有地じゃない。民有地はそのまま残すんでしょう。それですよ。全部

買い上げしてくれるわけですか、その地域は、ずっと。そこをお聞きしているんです。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。 

      これは必要な部分だけということになるわけでございます。危険区域の中でも農地な

り事業用地としての活用も考えているというふうなご説明をしたわけでございますので、

必要な部分は町で取得するということに相なります。 

１０番（佐山富崇君）はい。つまりは必要なところだけ買って、あとは民有地としてそのまま残す

んだと、こういうふうに理解していいわけですね。確認です。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。部分的にはそういうところも出てくるかと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。「有効活用に努める」というふうにあります。具体的にどういうことで

すか。道路とか避難所とかつくるとあります。そのほかに有効活用に努めると。有効活

用、どういうふうにして、具体的に。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。一番最初のお答えの中で、既存財産を有効に活用するという観点から、

住宅以外の土地利用を積極的に進めていきたいと。そういう中で、例えば避難路となる

道路、あるいは一時避難所というふうな例示をさせていただいたところでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。だから町長、さっき言ったっちゃ。必要なところだけ買って民有地は

そのまま残すとおっしゃったでしょう。そのほか残ったの、道路も――残ったこの有効

活用というのはどういう意味ですかということを私はお聞きしている。ないんでしょう。

そのまま民有地にして、ただおっぱなすでしょう。全部買うのでなくて。それをお聞き

しているんです。必要なところだけを買う、道路にするから。避難道路とかなんとか。

あるいは公園にするからと買う。あとは民有地はそのままにしちゃうと今おっしゃった

でしょう、それ。おっしゃいましたよね。それだけなんでしょうということなの。言葉

は有効活用なんてうまいこと書いてあるけれども、民有地そのまま、不必要なのはおっ
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ぱなすということでしょう。そうでないんですか。町長そうおっしゃったでしょう。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。 

      ですから、安全に配慮した上で、そのほかの土地については農地なり事業用地として

の活用を図るというふうな形での対応をさせていただいたわけでございますので（「有効

活用なんてうまいこと言うけれども、結論はただおっぱなすということでしょうという

ことさ」の声あり）それは受け止め方なり（「受け止め方って、そうでしょうが」の声あ

り）、土地利用全体としての限りない利活用を図りたいという観点で申し上げているわけ

でございます。（「ここから浜はだめだとしていて、この緑、ずっと色つけておくけれど

も、民有地で残ったの、そのままだ、まあ、いいわ、そういうことでありますな」の声

あり） 

１０番（佐山富崇君）はい。だから、有効活用というためには、民有地も、私から言わせれば、民

有地も区画整理して、集約化するとか集団化して、それでお渡しするとか。ここ公園用

地、ここ交流ゾーンと買って、それで後のことはそのまま。そういうふうに買うのでな

く、区画整理をして、集約化をして、そして民有地として残すとか、そういう手法があ

りませんかということを私言っているんだよ。欲しいところだけ買うんだよ。残ったの、

民有地、仕方なくした、それではいけないでしょうと言っている。全部をその地域とし

たならば、区画整理をして、ここは公園にしました、ここは集約して民有地として残し

ましたと。それを、ばらばら、ばらばら虫食い状態のように残されたら、今までよりひ

どいんじゃないですか。今までよりよくしなければならない。何ぼ津波上がったって。

そうでないですか。区画整理をして、民有地にしてここ残します、集団化して残します

とか、そういうやり方をしなければだめですよ。土地の活用。有効と書いているんだ、

ここに有効活用すると。有効活用ということは、そういうことでないんですか。虫食い

状態にして残すのは有効活用でないですよ。前よりひどくなるわけですから。まあ、い

いです、これは。それを指摘して、２件目を終わります。 

      １０分切りましたから、３件目に入ります。 

      先ほど１回目も申し上げましたが、「チーム山元」、「山元チーム」でなぜだめなのか、

まずお伺いしましょう。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これはネーミングの仕方でございますので、その前後関係は特にござ

いませんので、呼びやすいといいますか、そういうふうな観点でこれを表現させていた

だいているということでございますので、そういうことでご理解をいただければと。 

議 長（佐藤晋也君）トイレ休憩をみんなしたいようなので、いいですか。（「はい」の声あり） 

                                              

議 長（佐藤晋也君）ここで暫時休憩します。再開は２時２５分。 

午後２時１５分 休 憩 

                                              

午後２時２５分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

１０番（佐山富崇君）はい。「チーム山元」でも「山元チーム」でもいいんだと。とにかくみんなし

て一丸となってやりましょうということだということは、よく理解できました。 

      それでお聞きするんですが、自称「チーム山元」と言う前に、信頼と理解と共鳴に基
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づいて連体を図る、協調を図る、連携ということがまず構築される方が先でないのかな

と思うんですが、いかがです。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。 

      ご指摘のとおりだと思います。やはり一つ一つの、前段お話しいただいたような、議

会であり、各種団体であり、職員であり、町民の皆さんとのそういう積み重ね、積み上

げが大切だというのはご指摘のとおりでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。同じ考えなんですが、何で実際になると違ってくるんでしょうね。町

長と私、そういう意味では同じ考えなんですよ。だけど違うんだ、実際やるときは。で

すから、町長、それは今おっしゃったように、対議会についても同じじゃありませんか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町民を代表する議会の皆さん、議員の皆さんは、特にそういうことが

問われるだろうというふうに思うところでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。全く町長お考え同じなんですよね。何で実際の行動なりは違ってくる

んでしょう。 

一つの例であります。先月１１日、町主催で合同慰霊祭がございました。お亡くなり

になった方々のみたまを弔う、あるいはこれでみんなして頑張るぞという意味で、大変

意義のある立派な行事だったなと私も思っておりますし、大賛成でありました。よかっ

たなと思っております。そこでお伺いするんですが、あれは献花方式でやりましたね、

無宗教ということで。その献花の順番は、だれが決めたんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回の慰霊祭については、もう既に幾つかの自治体でも終えておった

ところもございましたので、そういうところを基本的に参考にしながら、あるいはこれ

までの町のセレモニーなどの状況なども照らし合わせながら決めさせてもらったところ

でございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。つまり、どことどこの町をまず参考にしたのかお聞きしましょう、そ

ういうお話であれば。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回は具体的には岩沼市と名取市でございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。わかりました。岩沼市と名取市。そして、過去の本町のセレモニーと

いうか主催事業を勘案して決めたと、こうおっしゃいました。 

      私もちょこっと議長を過去にさせていただいたことがあります。そのときは、議長は

町の主催であれば必ず一番最初、どなたがお見えになっても、そういう形でありました。

今回は議長と副議長、副議長さんまでやったんだけれども、一番最後でしたね、読み上

げ献花の順番で。これは名取市も岩沼市もそうなさったんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。 

      人数が結構いる中での順番ということになりますが、これちょっと今この頭にござい

ませんので、必要であれば確認をした中で後ほどまたお答えさせていただきたいと思い

ますが。 

１０番（佐山富崇君）はい。確認してください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。では、確認をさせていただきたいと思います。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）暫時休憩します。 

午後２時３０分 休 憩 
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午後２時４０分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

町 長（齋藤俊夫君）はい。資料を確認させていただきましたので、総務課長の方から、私どもの

今回のやつと参考にさせてもらった名取、岩沼、そして過去の事例などを若干紹介をさ

せていただきたいと思います。 

総務課長（島田忠哉君）はい。本町の合同慰霊祭の関係につきましては、先ほど町長からご答弁申

し上げておりますように、名取、岩沼の事例を先行事例として対応させいただいたとい

うことでございます。その中におきましては、名取さんの場合ですと、献花の関係につ

きましては、遺族代表、名取市長、市議会議長、そして国会議員、知事、県会議長、そ

の他来賓というふうな順番のようでございます。岩沼市の場合ですと、献花の順につき

ましては、主催者代表、これは市長でございます、次に遺族代表、ご来賓、行政区長ほ

か一般来賓ということでございまして、特段この中では議長の部分についてはどの順位

であったかという部分は明確には確認できませんでした。（「なしてできないんだ」の声

あり）いただいた慰霊祭の資料（「電話で聞くんだよ、確認というのは」の声あり）はい。

その部分については再度確認をさせていただきたいと存じます。 

      それと、本町の分でございますけれども、本町につきましては、ご指摘のとおり、ご

来賓の中での最後の方ということでございました。（「最後の方、一番最後でしょう」の

声あり）３３番目に山元町議会議長、そして３４番目に議会副議長殿ということでござ

います。 

      あと、過去の事例との比較でございますけれども、過去の事例につきましての比較と

させていただきましたのは、名誉町民である、お亡くなりになりました千石町長さんの

時代の焼香順、これをちょっとひもときますと、喪主、喪家ですね、そして葬儀委員長

である町長、次に葬儀副委員長である佐山元議長というような順でございます。 

      本町の場合につきましては、町並びに議会が町側の主催する立場という形での考えで

もあったということをご理解いただければ幸いでございます。 

      なお、岩沼市の分、ちょっとお時間をいただきまして確認をさせていただければとい

うふうに存じます。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）では、休憩をします。２時５０分までとします。 

午後２時４２分 休 憩 

                                              

午後２時５０分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。大変貴重な時間を割いてしまいまして申しわけございません。 

      それでは、確認をさせていただきましたので、ご報告をさせていただきます。岩沼市

の場合、大きなくくりとしまして、まず主催者代表、次に遺族代表、来賓、そして行政

区長ほか一般来賓という大くくりがございまして、この行政区長ほか一般来賓、この部

分の最初に市議会議長さんの献花をちょうだいしているということでございます。以上

でございます。 
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１０番（佐山富崇君）はい。岩沼も名取も過去の事例も、いずれも来賓の中では大体一番最初です

よ。町長、いかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私どもも今回、おおむねそういうふうな順番で対応をさせていただい

たということでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。呼称、来賓のうちで議長は一番最後だったんです。ほかの例は一番最

初でしょう、来賓のうちで。総務課長、そう言ったでしょう。 

総務課長（島田忠哉君）はい。私の表現が不適切で大変申しわけございません。岩沼の事例につき

ましては、市議会議長さんは行政区長さんと一緒に一般来賓のくくりと（「だから一般来

賓でやったでしょう」の声あり）その前に対外的なご来賓の方の順番がございまして（「名

取は一番最初でしょう、過去の例もそうでしょう、何言っているの、総務課長の説明悪

いこと」の声あり）大くくりとして特別来賓と一般来賓と。その一般来賓の中での最初

ということでございます。（「それでいいっちゃ、来賓で一番最初、名取が一番最初、二

つを参考にしたと言ったでしょう、岩沼を参考にしたと言わないでしょう」の声あり） 

１０番（佐山富崇君）はい。そこですよ。過去の事例もそうだし。町長、さっきこの答えをする前

に何とおっしゃったの。町民代表である議会の皆さんは一番でありますみたいなことを

言ったんだよ。全然違うでしょう。そんなことじゃあだめです。実際やることはそうな

っている。しかも、大事な話だからまた聞かないでくださいと。そういうお考えが「チ

ーム山元」なのですかということを言いたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、今回の慰霊祭における献花の関係ですが、そういうことで名取、

岩沼なりを参考にさせていただきながらということでございますが、最終的に内閣総理

大臣の代理なり知事代理、そしてまた大変お世話になった関係県内の（「そんなこといい

んだ」の声あり）いろいろ考えた中で、議会の皆様については執行部と同じ右側のサイ

ドに席をおとりさせていただきましたし、今総務課長からご説明させてもらったように、

特別来賓の次に来賓を最後締めていただく形で議長さんと副議長さんにお願いをさせて

いただいたということでございますので、決して議長さんなり副議長さんをないがしろ

にするという形でございませんので、その辺はご理解を賜ればありがたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。千歩譲って、よしとしましょう。百歩じゃないですよ、千歩ですよ。 

      それでは、お伺いします。議会事務局職員、４人なのが３人になりました。いろいろ、

もろもろあるでしょう。わかります。理由もわかります。いろいろとわかります。それ

は理解できます。ただし、その前、そういうことであるならば議長と時間をかけて話し

合ったかどうか、お伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私なりに対応させていただいたつもりでございます。 

１０番（佐山富崇君）はい。私は、きょう議長から聞いている範囲では、町長から時間をかけてご

相談したいと言って話してもらった覚えはないと聞いております。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これは一つには、今回の災害対応の中で（「そんなのわかります、中身

聞いているんじゃないです、話し合ったかどうかということを聞いているんです」の声

あり）話には順番がございますので、私の話も十分お聞き取りいただいた上でよろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

      これはひとえに定数管理の問題もございますので、議長さんとちゃんとお話をさせて

いただいた中で、その次のステップとして具体の、いわゆる固有名詞と、そういう二段

構えで対応させていただいております。 
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１０番（佐山富崇君）はい。議長にここで聞くわけにもいかないでしょうから……。議長があえて

答えたいということであればお聞きしたいんですが。お答えいただけるんでしたら、お

答えいただきたいんですが、議長答えないということであれば、ここでやめます、その

件については。 

議 長（佐藤晋也君）私は行司役ですから、答え、どちらかというと遠慮申し上げます。 

１０番（佐山富崇君）はい。 

      議長は過去のことは言いたくなくて、今は行司役として逃げましたので、その件につ

いては追求しません。 

      それでは、時間もないので、私聞いているので、今例を二つ出しました。「チーム山元」

と言いながら、議会との関係は非常に悪い。大事な話だからお答えできません。先ほど

来からずっと質問してきました。大事なことですから、まぜられません。こういうこと

ですよ。だけれども、口から出るときは、町民代表である議会の皆さんとよく相談しな

がら。実際、相談していないですよね。これ、どんなものかなと私は思います。いかが

なものかと。そして、町長さんは町民に説明するとき、私が町長だといつもおっしゃる

そうですね。これは町民から聞いた話であります。これはもちろん町長さんですから、

おっしゃって結構ですよ。ただ、一部町民の皆さんの中では、どこが「チーム山元」な

んでしょうねと、こう言っている。６月議会で申し上げたのは、いいですか、議会との

関係、よろしくやっていただけませんかと。６月の一般質問でも申し上げました。――

でした。そのとおりやっていきたいと思いますというお答えでした。私はご指摘をして

おきたいと思います。間違ってもチーム県職員ＯＢなどとならないようにお願いしたい

ものであります。 

      最後に１点お聞きして私の一般質問を終わります。齋藤町長は町長の仕事を終えたら

山元町にお住まいになるんですか、ならないんでしょうかというようなことを町民の間

から聞きます。仄聞いたします。お伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。 

      基本的にそれをこの場でお答えする中身でないんじゃないかというふうに個人的に思

いますけれども、しかし私は一時、確かにいろいろ家庭の事情等もございましたので地

元を離れる期間、３０年近くありましたけれども、私なりにこの地元を愛する気持ちは

佐山さんと同じくらいの熱い気持ちがございますので、そういう中で、幸いにも今こう

いう形でそういう務めをさせていただいておるわけでございますので、決して、よほど

の事情の大きな変更がない限り、そういうことはあり得ない話だというふうに思ってお

りますし、いろいろな話がそれ以外にもあるかもしれませんけれども、どこから出た話

かわかりませんけれども、決してそういうことはございませんので、ひとつよろしくお

願いを申し上げたいと思います。 

１０番（佐山富崇君）はい。十分そのことを町民にお伝えをいたすことをお約束して、私の質問を

終わります。 

議 長（佐藤晋也君）１０番佐山富崇君の質問を終わります。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）７番佐藤智之君の質問を許します。 

      佐藤智之君登壇願います。 

 ７番（佐藤智之君）はい。私は、平成２３年第３回議会定例会におきまして、大震災の復旧・
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復興への対策について７項目にわたりまして町長、教育委員会に質問をいたすものでご

ざいます。 

      初めに、私は、議員活動の一環としまして、応急仮設住宅の入居者に対しましてアン

ケート調査をさせていただきました。その調査の結果、一番大きな問題点は、原則２年

以内と定められている仮設住宅の入居期限内での生活再建は難しい、いわゆる仮設を出

た後の住居の問題が３４パーセント。続いて、生活費などの経済面が２１パーセント。

さらには、健康面が１０パーセント。仮設にいつまで入居できるかが９パーセント。仕

事、ローンの残金の問題の順となっております。 

また、仮設住宅本体に関する改善や付随する要望など、数多くの生の声が聞かされまし

た。その中から項目によって若干細部にわたりますけれども、順次、質問を進めてまい

りたいと思います。 

      （１）のイとして、仮設住宅を出た後の方たちのために住む場所の確保として災害公

営住宅の建設を急ぐべきであり、その入居戸数は町としてどれくらい予定をしているの

か。 

      また、ロとしまして、経済面の対策として、働く場や雇用対策についてどうか。 

      以下、次の対策についても伺います。 

      健康面で、ハとして、被災した高齢者の方々が仮設住宅での環境ががらっと変わり、

単身老人の孤立、ひいては孤独死問題が全県的に発生されているようですが、この孤立

化や孤独死対策についてどうか。 

      ニとして、緊急通報システムの設置については、特にひとり暮らし世帯の急病や突発

性のある病気に対応するために、この設置を急いではどうか。 

      ホとして、今回町長説明要旨の中に記載されている中山仮設住宅にサポートセンター

を設置し、配食サービス、交流の場等の支援を行うとなっておりますけれども、我が町

も今回よい制度をスタートさせるなと思いますけれども、この同サポートセンターを中

山仮設だけではなく、例えば中部、いわゆる町の真ん中あたり、そして北部についても、

このサポートセンターを順次開設していってはどうか。 

      次に、ヘとして、物置の設置でございます。仮設住宅の中は、ご存じのとおり、とに

かく狭い。ましてや、台所は細かな物入れ、棚などがない。荷物も置く。１部屋に２人

がやっと寝ている状況等が多いため、ぜひ物置の設置をの要望がかなり多く聞かれてお

ります。 

      トとして、子供たちの安全な遊び場の確保についてであります。特に若い世代の多い

仮設住宅内では、通路と車の狭い場所で子供たちが元気で遊んでいる姿を見ると、事故

やけがが起こらなければと心配いたしますが、子供の遊び場の確保が親たちの切なる思

いであり、子供たちの安心・安全のために遊び場の確保をぜひ検討すべきであります。 

      チとして、おふろの件でございます。追いだきとなっていない仮設が多く、水資源の

有効活用からいっても追いだきへの機種替えをしてはどうか。 

      それから、リとして、仮設住宅の冬期の防寒対策についてでございます。ご案内のと

おり、当初、仮設に入居した際は、関係機関並びに町、そして全国からの真心からの支

援により、いわゆる家電６点セット、場合によっては７点セットが配布されましたが、

この冬の防寒対策について、ストーブ、こたつなどの何点セットになるかわかりません

が、配布の予定はどうなのか。 
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      ヌとして、仮設住宅地内とその周辺に防犯灯の設置についてであります。私は、夜間、

各施設を見させていただきました。確かに各棟の屋根の軒下には蛍光灯がついておりま

す。特に町単独で建てた仮設には、何とひときわ明るいＬＥＤ照明がついております。 

しかし、周りの駐車場や周囲は暗く、また町道や国道の入り口にはついていないため、

防犯上の安全対策から防犯灯設置の要望が多いので、これも検討されてはどうか。 

      次に、大きい（２）の、この大震災で傷んだ町道や農免道また橋との段差解消のため、

補修・改修工事の促進を急ぐべきであります。中でも特にひどいのは、次の（３）にも

関連いたしますが、太陽ニュータウン内の町道とのり面の大規模な崩落は２度目の発生

であり、一刻も早く崩落現場の大規模な改修工事を急ぐべきであります。 

      （３）に、太陽ニュータウン内の件で、町道とのり面の崩落によって道路あるいは公

園の崩落、陥没によって民家が倒壊寸前となり、事実上住める状態でないと思われるこ

とから、住民の移転を真剣に検討してはどうか。 

      （４）として、震災復興計画の策定に当たっては、特に被災者の生の声や意見を十分

に反映した取り組みをすべきであると申し上げ、イとして、住民の定住促進のためにも

一日も早い土地利用の線引きの発表と常磐線の再開を急ぐべきであります。 

      ロに、防災集団移転促進事業はどれくらいの規模、いわゆる戸数を予定しているのか。

また、復興基本方針、土地利用構想に示されている補助対応で十分なのかどうか。 

      それに、（５）としまして、漁業の早期の復興支援であります。磯浜漁港は見るも無残

にも破壊されました。無事助かった４０名ほどの組合員は、けなげにも、漁業の再生・

復興のために毎日現場において網等の修繕を行っております。４０隻あった漁船を初め、

漁協事務所、荷さばき所、漁網もすべて流されました。一日も早い復興のために町とし

て全面的に、町のブランド品であるホッキ貝や、またサケの再生の支援を積極的に行う

べきであります。 

      （６）として、山元浄化センター、坂元、上平の農業集落排水、亘理地区清掃センタ

ーが大震災で大きく破壊され、現在、事業再開に向け鋭意努力していると思われますが、

それぞれの施設について稼働再開はいつになるのか。特に亘理地区清掃センターについ

ては、町長は亘理名取共立衛生処理組合の副管理者としての立場として伺うものであり

ます。 

      最後に、（７）の福島第一原発事故発生以来、福島県初め東北、関東のかなり広範囲に

わたり影響が強く懸念されるところでございます。山元町もこの現場から半径６０ない

し７０キロ圏内に入っており、特に学校や保育所の教育現場の放射能数値が懸念されま

すが、その数値と対策について伺います。 

      以上、多岐にわたりましたが、第１回目の質問といたします。 

議 長（佐藤晋也君）町長齋藤俊夫君、質問の（７）については教育長森 憲一君。 

      まず、町長齋藤俊夫君。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。佐藤智之議員の大震災の復旧・復興への対策についてのご質問にお答

えいたします。 

      まさに多岐にわたりご質問ちょうだいいたしましたが、順次お答えを申し上げたいと

思います。 

      初めに、災害公営住宅の建設についてでございますが、現在、今後の住まいに関する

被災者の意向を確認するため、津波被災者を対象に調査票を送付させていただいており
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ますが、２，１４０件を発送し、９月８日現在で１，４７７件、６９パーセントの回収

率となっております。今後、調査票の回答を確認しながら、災害公営住宅の建設戸数や

新たな居住地の造成面積などを精査していくこととなりますが、現段階の回答状況とし

ては、おおむね３００戸、最終的には多くても４００戸程度の整備が必要となるのでは

ないかと考えております。 

      その整備時期については、被災者の早期の生活再建を図るため、早期に災害査定を受

けるとともに、今年度中にも建設場所の選定及び設計を行い、来年度には工事も着手し、

２５年３月までに一部着手できるよう取り組んでまいります。 

      次に、働く場や雇用対策についてですが、町においては県の緊急雇用創出事業により

雇用の場を確保し、現在、直接雇用として８事業、７８人、業務委託による間接雇用に

おいて２事業、１４人の計１０事業、９２人を採用しており、１事業８人について現在

募集しているところでございます。被災者救済の観点から、今後とも長期的な雇用が必

要なことから、この制度により雇用を確保していけるよう３，０００億円規模の雇用対

策費を盛り込む方針が固まった国の第３次補正予算案を視野に入れつつ、県に対し制度

継続を強く働きかけてまいります。 

      また、被災した中小企業等に対する支援といたしましては、独立行政法人中小企業基

盤整備機構が東日本大震災の被災地域において事業活動を再開する複数の中小企業者が

入居する仮設住宅、これは店舗とか事務所、工場等でございますが、これを整備し、市

町村へ一括貸与し、市町村は入居者、入居条件を決定し、必要とする者へ貸し出す仮設

施設制度を活用し、被災した中小企業等の仮店舗での営業再開を支援しているところで

あります。 

      町では、６月下旪に町内の中小企業者等へ説明会を実施し、施設の建設用地の選定を

進めており、現在２か所８事業所を対象に中小機構への本申請と入居者との契約を進め

ているところであり、早ければ１１月上旪には開業できるものと見込んでおります。今

後、さらに町内２か所の施設用地に５事業者の追加を進めております。この制度により

営業を再開した中小企業には工場もあるため、雇用の創出にもつながるものと考えてお

ります。 

      なお、この事業を選択しなかった商業者につきましても、県による宮城県東日本大震

災復興基金事業の商店復旧支援補助金もしくは商業活動再開支援補助金により事業の再

開を支援してまいります。 

      今後とも国の補正予算や雇用、商工業の復興に関する各種施策に注視し、被災者の生

活再建のための雇用の確保に努めてまいりたいと考えています。 

      次に、高齢者対策としての孤立や孤独死対策及び緊急通報システムの設置についてで

すが、現在、仮設住宅に入居された６５歳以上の１人、２人暮らしの高齢者宅を中心と

して、保健師及び社会福祉協議会の生活支援員等々と調整を図り、定期的に訪問を行い、

必要に応じ相談、指導など、孤独死等の防止対策を行っております。また、民生委員協

議会におきましても、仮設住宅入居者の生活支援について検討を進めているところであ

ります。 

      緊急通報システムについては、身体上、慢性的な疾患等により日常生活を営む上で常

時注意を要する方の住宅内に設置し、震災前は７人の方が利用しており、うち２名の方

が今回仮設住宅に入居したところであります。この方々は仮設住宅に入居したことによ
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り常時近隣の方々とのかかわりが持てることから、システム設置については不要との申

し出を受けておりますので、今後はこの方々を初め仮設住宅に入居されている他の高齢

者の方々の生活状況を勘案しながら、その必要性について対応してまいりたいと考えて

おります。 

      なお、９月１日から山元町地域サポートセンター事業として高齢者宅の訪問を開始し

ており、来月１日には地域サポートセンターが全面開所となりますので、今後は配食サ

ービスやサロン事業などを通じ、高齢者の方々が積極的に参加できる環境の整備に努め、

心身ともに安心して生活できるよう対応してまいります。 

      次に、サポートセンターの増設についてですが、山元町地域サポートセンターとして

は中山地区の仮設住宅内に設置をいたしましたが、運営については山元町地域サポート

センターを拠点とし、各集会所がサブセンターとしての位置づけとなります。サブセン

ターとなる各集会所においては、健康相談会や配食サービス事業などを実施いたします。

サロン事業はサポートセンターでの事業実施となりますが、車両での送迎を行うことに

より、仮設住宅間でサービスの格差が生じないよう運用してまいりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

      次に、物置の設置についてですが、物置は災害救助法の対象となっておらず、仮設住

宅の入居説明会でも各個人で準備していただくよう説明しているところであります。設

置場所については、隣接者と相談していただくようお願いしております。また、玄関前

に設置されている風除設備を確保し、物置スペースとして活用するなど、入居者個々の

工夫により対応いただいておりますので、ご理解願います。 

      次に、子供たちの安全な遊び場の確保についてですが、仮設住宅では住宅と駐車場を

優先的に確保するため、子供たちの遊び場が確保できない状況にありますが、子供たち

が一番多い浅生原東田地区においては、地権者の協力で、広場を整備しております。そ

の他の仮設住宅においては、空き地活用について団地内でルールづくりや工夫により、

子供たちが安心・安全に遊べるような対応をお願いしているところです。 

      次に、おふろの追いだきの導入についてですが、今回建設された一部の仮設住宅は、

ふろの追いだき機能がついております。この仮設住宅を担当したメーカーの標準ユニッ

トには追いだき機能がついており、住居タイプも２ＤＫ仕様しか提供できないメーカー

であったと伺っております。通常の仮設住宅は残念ながら追いだき機能がない標準仕様

のとおりに建設されている状況ですので、ご理解願います。 

      次に、仮設住宅の冬期防寒対策の促進についてですが、仮設住宅の天五及び壁には標

準の断熱材が入っており、気密性も高く、冬期における防寒効果があると認識しており

ます。また、各住宅には冷暖房仕様のエアコンが１台設置されており、町独自の支援策

としても、ＮＰＯ法人アドラジャパンのご協力により、入居時に電気こたつを配布して

おります。 

      次に、仮設住宅地内とその周辺に防犯灯の設置についてですが、仮設住宅内の駐車場

や集会所のほか、仮設住宅から小中学校までの通学路を中心とした道路に防犯灯の設置

計画を調整しているところであり、来月上旪に着工に向け取り組んでまいります。 

      次に、町道等と橋との段差の解消のための補修工事についてですが、今回の地震によ

る道路の鋪装の損傷は町内全域に及んでおります。特に町道と橋の段差が激しく、交通

に支障を来している箇所もあり、通行者にはご迷惑をおかけしている状況であります。
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大部分は道路の補助災害で対応予定でありますが、特に損傷の激しい箇所につきまして

は、臨時職員による応急措置でも対応しております。また、国の災害査定も一部終了し、

早急に発注できる状況になりましたので、早急に補修の実施に努めてまいりたいと考え

ております。 

      次に、太陽ニュータウン内の崩落寸前の民家への対応についてですが、現行の災害復

旧では公共用地内の構造物等の原形復旧を原則としており、崩落による宅盤嵩上げや住

宅の復旧、宅地内配水管の復旧など民地に係る補助等の対応ができない制度となってお

ります。今回は激甚災害であり、本町ばかりでなく仙台市を初め多くの自治体の宅地造

成地内で同様の問題が起きており、新たな救済措置ができるよう国や県に働きかけをし

ているところであります。 

      次に、土地利用の早期の発表と常磐線の再開についてですが、先日の住民説明会では、

より詳細な土地利用構想案をお示しし、ご意見を伺ったところであります。今後、この

方針に基づき、国や県、関係機関と協議し、さらに具体的な土地利用の整備内容等を検

討し、町民にお示しすることで安心感を取り戻し、町外に避難していた町民も戻ってこ

られると考えております。 

      ＪＲ常磐線の早期復旧は人口流出に歯どめをかける重要な要素の一つであると認識し

ており、利便性が向上し、安全・安心に運行できる新しいルートで整備する方針を町民

にお示ししたところでございます。町としましては、ＪＲ東日本による常磐線の復旧を

全力で支援し、早期の再開を図ってまいります。 

      また、防災集団移転促進事業についてですが、この事業は津波等の災害や災害危険区

域のうち住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促す国

庫補助事業であります。本町においては、津波の浸水深が３メートル以上となった地区

を新たに住居の建築を制限する災害危険区域第１種とし、このうち一定の住宅のまとま

りのある集落を移転促進区域と定め、この区域を防災集団移転促進事業の対象と想定し

ております。現在の段階としましては、移転対象戸数は多くてもおおむね１，０００戸

程度と想定しておりますが、今後意向調査の結果を精査した上で、移転促進区域内の確

定に合わせ対象家屋数を絞り込む予定であります。 

      また、事業の補助率は国庫が４分の３で町負担が４分の１となりますが、交付税措置

により実質の町負担は６パーセント程度となります。しかしながら、非常に規模の大き

い事業となりますので、町及び町民の負担軽減と要件等の緩和について、現在、県を通

して強く国に要望しているところであります。 

      次に、漁業の早期の復興支援についてですが、漁業の早期復興を進めるため、まず漁

場の調査と瓦れき撤去を行ってまいります。漁場の瓦れきの状況でございますが、６月

１３日に東北大学、仙南４地区小型底引き網漁業連絡協議会、宮城県漁協山元支所青年

部により調査を行った結果、瓦れきは磯浜漁協の東沖においては沿岸の水深６メートル

から１３メートル付近まで続き、大きなものでは高さが２．５メートルから４．５メー

トルに達しており、防波堤の残骸やテトラポットと思われます。また、中浜においては、

水深７．５メートルから９メートル付近に集中して堆積し、瓦れきが厚く堆積している

場所がございます。さらに、中浜以北では、ごみ堆積は薄いものの漁場全体にごみが堆

積し、水深８メートルより浅い岸寄りの部分に多く堆積している状況となっております。

この瓦れきの撤去については、県により、浮き瓦れきは９月１７日ごろまでに、また海
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底の瓦れきについては９月末までに完了する予定となっております。 

      なお、２回目が台風１２号の影響で延期となってしまいましたが、今後、漁協青年部

と東北大学を中心としたダイバーによる調査を行う予定でございます。 

      ホッキ貝は町の特産品の一つであり、資源状況確認は重要と考えており、今後とも東

北大学など関係機関と連携し、資源調査等を進めてまいります。 

      次に、漁協施設の災害復旧についてですが、現在、水産庁の支援をいただき、災害査

定に向けた査定設計書を策定しているところです。査定の時期につきましては、１０月

中旪から１２月までに受ける予定となっており、その後、災害復旧工事については県の

指導を仰ぎながら取り組んでまいります。 

      今後とも国、県、漁業協同組合などと連携しながら、山元町の三大ブランドの一つで

あるホッキ貝を中心とした漁業の本格的操業の再開を支援してまいります。 

      次に、浄化センターや亘理地域清掃センター等の稼働再開についてですが、各処理場

のうち坂元農集排処理場は被災することなく、正常に稼働しております。その他の山元

浄化センター、上平処理場については、地震、津波により、コンクリート構造物を除く

電気機械設備が壊滅的な被害を受け、現在、応急仮復旧として簡易沈殿処理を行ってお

ります。これら施設の本復旧については、今年１２月上旪に国の災害査定を予定してお

り、また１２月議会において本復旧の契約に対する債務負担行為の設定について提案し、

ご審議をいただくこととしております。このため、山元浄化センター、上平処理場の震

災前と同様の本稼働は、復旧に所要の日数を要することなどから、平成２５年３月の稼

働予定となっております。 

      また、亘理清掃センターの稼働については、先月２９日に亘理名取共立衛生処理組合

議会第２回臨時会においてごみ処理施設復旧事業費予算をご可決いただき、今月中に業

者に発注の予定であり、稼働予定は平成２４年９月末となっております。 

      次に、７点目の学校教育現場と保育所の放射能の数値と対策についてお答えいたしま

す。 

      東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能対策については、３月１４日から

定点測定により放射能の空間線量を計測し、監視を続けているところです。本町におけ

る放射線量については、本庁舎前において３月１６日の毎時１．５９マイクロシーベル

トをピークに数日後には数値は下がり、現在に至っております。 

      各保育所の放射能につきましては、６月１５日から園庭中央において地上から５０セ

ンチメートル地点の空間線量の測定を開始し、９月１３日現在、北保育所では毎時０．

１９マイクロシーベルト、南保育所では毎時０．１８マイクロシーベルトという結果に

なっております。この数値から国の示す計算方法を用い保育所における年間放射線量を

算出しますと、年間０．０１４ミリシーベルトという結果が得られたところです。この

数値につきましては、文部科学省及び厚生労働省が示す放射線量の基準の原則年間１ミ

リシーベルト以下とし、これを達成するために園庭の空間線量については子供の行動パ

ターンを考慮し、毎時１マイクロシーベルト未満を目安とするとの内容をいずれも下回

る測定結果となっております。 

      また、先に行われた亘理郡医師会公開講座の中で、通常、自然界から受ける放射線量

は年間２ミリシーベルトとなっており、本町における数値は問題ない可能性が高いとの

説明を受けたところであります。 



- 44 - 

      本町におきましては、子供に対する放射能の影響を心配する保護者の皆様へ国の通知

内容及び放射線量の測定結果をお知らせするとともに、屋外活動の時間の制限等による

計画的な保育の実施、靴底の砂を室内へ持ち込まないようにするための洗い場の設置、

さらには手洗い、うがいを今まで以上強化するなど、児童が安心して保育所において過

ごせるよう取り組んでいるところです。 

      また、今後につきましても、国の動向を踏まえ、県の指導も受けながら、今後とも児

童が多くの時間を過ごす場所の放射線量を注視しながら、安心して過ごせる環境整備を

保ちたいと考えております。 

     私からは以上でございます。 

教育長（森 憲一君）はい。 

      佐藤智之議員の大震災の復旧・復興への対策のご質問のうち、学校等教育現場の放射

能の数値と対策についてお答えいたします。 

      放射線量の測定につきましては、各小中学校とも日本製の機器で５月２４日から、小

学校では地面から５０センチメートル、中学校では１メートル地点で空間線量を測定し、

毎日午前１０時に２回データの収集を行い、平均値を採用しております。 

      当初、坂元中学校では毎時０．４９マイクロシーベルトと現在よりは高い値を示して

おりましたが、９月１３日の校庭中央付近の空間線量率の測定結果は、一番低い山下第

一小学校では毎時０．１１マイクロシーベルト、一番高い坂元中学校では毎時０．２７

マイクロシーベルトと、当初の約半分までに空間線量が減尐してきております。 

      なお、各小中学校における定点測定値につきましては、ホームページや学校だより等

を通じて保護者の皆様にもお知らせをしてきております。 

      文部科学省では、８月２６日に夏期休業終了後の学校生活において児童生徒が受ける

空間線量の目安を年間２０ミリシーベルトから１ミリシーベルトに、１時間当たりは３．

８マイクロシーベルトから１マイクロシーベルト未満に基準を変更いたしました。最も

高かった坂元中学校の数値を文部科学省が示している計算式に当てはめてみますと、年

間０．０７ミリシーベルトとなり、空間線量は基準を大きく下回っております。 

      さらに、９月１０日に中央公民館で行われた亘理郡医師会の公開講座「原発事故“亘

理郡への影響は”被曝量の評価と人体への影響」の講演会で、国立病院機構仙台医療セ

ンター診療技術部長兼放射線科部長の佐藤明弘医師は、亘理郡の原発事故被曝のまとめ

として、「亘理郡の被曝は、もともと自然から受けていた２ミリシーベルトから倍程度の

４ミリシーベルト以下に増加しているが、この程度の被曝による人体への影響は問題な

い可能性が極めて高い」と総括されたところです。 

      今後も大事な児童生徒の教育環境の安全性をより確保するために、子供たちが普段利

用する遊具の周りや放射性物質の集まりやすいと言われる局所等、いわゆるホットスポ

ットのきめ細かな空間線量測定を行うように学校に指示をしたところでございます。 

      教育委員会では、今後も国の考え方を取り組みを注視し、不明な点等は県の指導を仰

ぎ、安全・安心な学びやで児童生徒が勉強できる環境を保ちたいと考えております。 

      私からは以上でございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それでは、（１）のイ、公営住宅の予定戸数、先ほど町長の方から３

００戸ないし４００戸必要であると。その中で２５年度３月に一部開設と言いますか、

この２５年の３月の一部開設というのは大体どの程度の見込みなのか、まずこれを聞き
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ます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まだ残念ながら、この場で何戸というふうにご紹介できる検討段階で

はございませんが、もう尐し時間をおかりいただく中でご説明してまいりたいと思いま

すので、もう尐しお待ちをいただければというふうに思います。いずれにしましても、

そう多い戸数にはならないかなと思いますけれども、極力早く、一部でもできるように

してまいりたいと思っております。 

 ７番（佐藤智之君）はい。今回、仮設入居者だけでも約１，０００戸と伺っていますけれども、

先ほどの町長の説明では３００ないし４００戸必要であると。私の感じとしては、ちょ

っと尐ないのではないか、後で慌てはしないかと、町として、そのように思いますけれ

ども、この数字の根拠と言いますか、この前調査したあの数字をもとにした確かな数字

なのか、その辺、確認したいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そのとおりでございまして、おおむね３００戸程度というのが現在の

回収率の段階での数字でございます。ただ、これはやはり私どもからの公営住宅に対す

る説明、情報提供ですね、あるいは今後の町の団地の整備の状況とか、皆さんもそれぞ

れ情報を入手しながら尐しずつ精査していくというふうな、そういう段階を踏むことに

なると思いますので、今後も積極的な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。次に、働く場の確保でございますけれども、現在８事業、２事業、計

１０事業で合計９２人、さらに１事業８人について云々という答弁がありました。本来

であればもっともっと、仮設に入っている方、仕事がなくて困っている、そういう状況

ですので、もっとほかにこれを生かせる方法がないのかどうか。 

      例えば、今回町内を走って、ご存じのとおり、草を刈る人が仮設に入っている関係で、

町道等を初め草ぼうぼうになっているんです。要するに、交差点、交差点の見通しが悪

い、そういったことにも方々を活用して、何とかああいった仕事に向けられないものな

のかどうか、その辺、いかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。 

      まちづくり整備課の方でもいろいろと臨時雇用している中でご指摘のような部分の対

応もしているわけでございますけれども、尐しでも人の往来の多い場所を中心に計画的

にその辺の作業を進めてまいりたいというふうに思います。 

 ７番（佐藤智之君）はい。次に、商店復興で、２か所８事業、また２か所５事業、最初の８事業

については１１月上旪に契約済みだと。残りの５事業。これ、それぞれどのような場所

が想定されるのかどうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当の産業振興課長の方からお答え申し上げます。 

産業振興課長（渡辺庄寿君）はい。ただいまの質問ですけれども、１１月の上旪まで予定されてい

る２か所、これにつきましては、場所は地球村、あそこのところに２店、あと体育文化

センターのところに、今のテニスコート、計画がありますね、その南側のテニスコート

から町道までの間に第１候補として予定しております。ここには６店が入る予定でござ

います。 

 ７番（佐藤智之君）はい。次に、緊急通報システムですけれども、今のところ必要ないという回

答でしたけれども、これは一番心配される、例えば深夜の急病、次の朝行ってみたら残

念ながら最悪の事態になっていたと、そういうことを防ぐために、これは採用されてい

るシステムですけれども、これも今後、配備を常に検討しなくちゃならないと思います。
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今のところ常時不要としていたのでは、最悪の場合、大変なことになると。そういう点

で、町長、もう一度検討のほどを。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そういう希望があれば積極的にこれは対応していきたいというふうに

思っております。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それと、サポートセンター、とりあえずサロン形式で送迎をしながら

進めていくと。私質問したのは、今後、例えば中部あるいは北部、浅生原地区、北部と

いうとナガワですね、ここも相当の方々が仮設に入っておりますので、また高齢者の方

が多いということで、やはり段階的にこの２か所等についても今後設置を検討すべきで

はないかと思いますけれども、その辺、どうですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まずは、１０月から本格稼働することになる拠点の山元地域サポート

センター、これの稼働・運営状況を、尐し状況を確認しながら次の展開を検討してまい

りたいなというふうに思います。基本的には、先ほど説明したような拠点とサブとの連

携プレーの中で当座はやっていきたいと考えております。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それから、ふろの追いだきの件ですが、これは当初県で建てた仮設住

宅、したがって県の方にこの辺の対応を何とか申し入れして、進めるべきだろうと思い

ます。中には、何でこの仮設は追いだきになっていないんだ、あの仮設にはあってと、

そういう不公平感が生じているんです。ということで、県との協議を進めるべきだろう

と、このように思いますけれども。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。追いだき機能がついたふろの設置の関係ですが、仮設住宅の供給は、

内容を申し上げますと、県の方がプレハブ協会との連携によって基本的に対応をしてい

るわけなんですが、実はその協会の中にもユニット型のプレハブメーカーと住宅部門メ

ーカーと二つに分かれております。多分、一定の仮設住宅の需要ということであれば従

来のユニット型のいわゆる標準仕様での供給ということになったんだろうと思いますが、

今回余りにも仮設住宅の需要が多いということが多分あって、途中で山元町から追いだ

き機能しかつけていない、これが標準仕様になっている住宅部会の方のメーカーが山元

町に、しかも２ＤＫしかつくっていない、それが途中から建設されるようになったとい

う経緯があるわけでございます。 

      そういう中で、町としては、ご指摘のように、当初入った方と、あるいはそれ以降も

そういう形でアンバランスができたのではうまくないということもございましたので、

町独自の発注制度も途中から認められたことから、皆様方が要望されている部屋のタイ

プに合わせた、いわゆる当初から導入していたタイプで継続するというふうになったわ

けでございますので、これを改めてというふうになると、これは山元町だけの問題でな

いという部分もありますし、相当な費用もかさむということもございますので、そうい

う前後関係の中でご理解をいただければなというふうに思います。 

 ７番（佐藤智之君）はい。防犯灯と町道・橋の段差については、その設置あるいは工事を大いに

急いでいただいて、とにかく町民の皆さんが安心して通れる、そういう施策をぜひ行っ

ていただきたいと。これは要望をしておきます。 

      次に、太陽ニュータウンの件でございますけれども、ざっと数えますと約１０軒が倒

壊あるいは住めない状態になっている。これは私、もう一度確認しなくちゃならない件

もございますけれども、国の方策の中で、半壊５戸以上の場合、移転を前提とした、そ

ういう国の施策があるやに聞いておりますけれども、この辺、ぜひ町としても調べてい
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ただいて、あるのであれば、これをぜひ適用していただいて、あの太陽ニュータウンの

１０軒の方々のために全力を挙げて取り組んでいただきたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。太陽ニュータウンの対応については、いろいろ県の方とも相談をしな

がら対応してきたところでございますので、尐なくても私どもが確認させていただいた

中では、先ほどご回答申し上げたように、なかなか今の制度で対応するのはちょっと難

しい状況がございますので、これは他の自治体ともども、やっぱり国の方に強く要請し

ていかなくちゃない問題であるというふうに考えているところでございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。次に、（４）のイ、土地利用の発表時期、これはいつごろになるのか。

先ほど同僚議員に対する町長の答弁は１０月か１１月と聞きましたけれども、もう一度

その辺を確認したいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもちょっと触れさていただいたように、これは条例化をしない

と前に進めない内容のものでございますので、１１月を目標に、明らかにしていけるよ

うに取り組んでまいりたいと思っております。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それと、常磐線の再開については、先ほど佐山議員の方からもいろい

ろと指摘がございましたので、その辺をよくよく腹を据えて、またＪＲ側としっかりと

協議、あるいは両隣の自治体ともよく話し合いを進めて、しかも一刻を争うと言います

か、一日、一時間でも早くこの問題が解決して、今町外に住んでいらっしゃる方も安心

して、やはり山元町にもう一度戻って生活しようと、そう思われるような、確かどこか

にありましたよね、住んでみたくなる山元町、そのスローガンどおり、これはやっぱり

真剣に早急に取りかかるべきと思いますけれども、もう一度町長の固い決意をお聞かせ

ください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ご指摘のように、ＪＲの復旧は町として最大の課題であると思ってお

りますので、全力投球で一日も早い復旧に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それから、（４）のロですけれども、防災集団移転、どれくらいの規模

かということで、先ほど町長の方から１，０００戸程度と。この負担割合ですけれども、

国庫が４分の３、あと残りが４分の１。これ、確認しますけれども、自己負担はどの程

度になるんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この集団移転の関係については、新聞などにもたまに紹介されるわけ

なんですが、町も含めて、新しい形での支援制度をお願いしているところでございます。

これまでの集団移転の規模というのはそう大きくない場面での制度になっておりますの

で、それを単純にそのままでは、今ご指摘の個人的な負担額の問題、あるいはスムーズ

な事業の推進、これはなかなか厳しい側面もありますので、第３次補正が来月中にも示

されるだろうと思いますので、そういう中で全容が明らかになってくると思いますので、

また改めてご紹介をさせていただければというふうに思いますが、現段階での小さいこ

れまでの集団移転を対象にした中では、個人への補助の現行の制度では１，６５０万円

になっていますので、これのさらなる引き上げというものを今強く要望をしているとこ

ろでございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。ちょっとわかりにくいんですけれども。１，６５０万円、この辺、も

うちょっと詳しく、わかるように説明してください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。補助制度の中で、今の枠組みで、これまでの小さい集団移転を例にと
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ってあれすれば、個人に対する補助の限度額、これが１，６５０万円と、そういうレベ

ルになっているということでございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。そうすると、極端な話、１，６５０万円以内だったら自己負担はない

ということですか。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。それでは具体的に数字をお示ししますけれども、まず現行

制度なんですが、国庫補助金が４分の３、それから町の負担が４分の１ということにな

りますが、その４分の１のうち、一般単独事業債が充当率が９０パーセントということ

で、町の持ち出しが一般財源が残りの１０パーセントということになります。そのうち、

先ほどの一般単独事業債、充当率９０パーセントの一般単独事業債のうち、元利償還の

８０パーセントを特別交付税措置が受けられるということになっています。それから、

一般財源の方で５０パーセント特別交付税措置が来るというようなことで、これを計算

しますと、町の方の持ち出し分が５．７５だと確か思ったんですけれども、それで先ほ

ど町長の方の説明要旨にもありましたが、約６パーセントが町の持ち出し分になってい

るということでございます。以上です。（発言者あり） 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。すみません。基本的には、現行制度ですと、促進地域にか

かった土地については町が買い上げまして、あとは造成費を町の方で国から補助を受け

て整備をする。整備をした土地を個人にはお貸しするというような制度内容になってい

ます。その整備をするために必要な限度額というのがありまして、それが１戸当たり約

１，６５０万円というのが現行制度です。ただ、それも今国の方からは１戸当たり１，

６５０万円の限度額の撤廃ということも動きとしては出てきておりますので、その辺に

つきましては、もうちょっと時間をいただきたいということでございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。では、この件につきましては、いずれ特別委員会等でもっと詳しくお

聞きしたいと思いますので、この件についてはここまでにとどめておきたいと思います。 

      それと漁業の復興支援、先ほどいろいろ町長から話ありましたけれども、とにかく漁

業者の皆さんは非常に熱意を持っています。何とか再開をしたいと。また、できれば住

むのも波の音を聞いて夜眠りたい、極端な話ですよ、そういったくらい漁業にかける情

熱は相当なものがございます。町長、漁業関係者と直接ひざを交えて話し合ったかどう

か、その辺、いかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。時期の問題はございますけれども、震災以降数回、接触の場を持って

ございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。それと、ご存じのように、荷さばき所、漁協の事務所、これらすべて

流されているわけですね。荷さばき所の中にあった冷凍設備とか、そういったことも町

で何とか支援してもらえないのかどうか。当然、船の問題もございます。４０隻流され

て、今たった１隻だけですね、お借りして、細々とやっと今漁獲に乗り出していると、

こういうことで、船の建造問題もあります。大変大きな問題ですので、その辺、よく国、

県と相談をしながら進めていただきたいんですけれども、その辺の見通しについて。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。船の関係につきましては、今県の漁協が船を用意するための新たな受

皿となる漁協を三つほどつくって、そこの中で船を調達していくというふうな新しい仕

組みもできておりますので、そういう場を通じて連携しながら船の確保というものに取

り組んでいきたいと思っておりますし、あとは漁港のこれからの復旧に伴って必要な施

設も出てきますので、この辺も国の３次補正の動きも見据えながら対応してまいりたい
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と考えてございます。 

 ７番（佐藤智之君）はい。では最後でございますけれども、大変なこういう復旧から復興へと、

また復興計画の具体的な策定、いろいろ町長初め町執行部も大変な時期でございますけ

れども、どうか町民の生の声を聞きながら、しかも先ほど来、いろいろ指摘されており

ます議会とよく話し合いを進めながら、町のこの一大事をぜひとも協力態勢で、それこ

そ「チーム山元」のもと、乗り切っていきたいと思いますけれども、再度その辺の町長

の決意を聞いて、私の質問を終わります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今回の災害、だれもが経験していない未曾有の災害でございますので、

なかなかこういう対応でいいというのがお互いに共有できない部分もあるわけでござい

ます。そしてまた、膨大な業務をお互いに対応していかなくちゃないという中で、非常

に限られた時間、限られた期間の中で相当の業務をこなしていかなくちゃないというこ

とではございますけれども、しかしご指摘のように、議会の皆さんなり町民の皆さんの

意向を十分に踏まえた復興計画そしてまた町の再生に取り組む必要がございますので、

これまでの半年間の対応の、いろいろ健康的な面等もございますけれども、お互いに健

康に留意しながら、一生懸命これに不退転の覚悟で取り組んでまいる中で、将来に悔い

のないまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、今後ともよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

議 長（佐藤晋也君）ちょっと答弁漏れがありますので。震災復興推進課長鈴木光晴君。 

震災復興推進課長（鈴木光晴君）はい。すみません。先ほどの説明でちょっと、防災集団移転の件

です。ちょっと誤解を与えてしまったかもしれないので、再度説明申し上げさせてくだ

さい。 

      先ほど補助限度額１，６５０万円という話をさせていただきましたが、これは町が受

ける補助事業の事業費に対しての限度額という意味合いでございますので、個人に対す

るお支払いということではございませんので、その辺、ご理解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

議 長（佐藤晋也君）７番佐藤智之君の質問を終わります。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）この際、休憩をします。再開は４時２０分といたします。 

午後４時１０分 休 憩 

                                              

午後４時２０分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）５時前ではございますが、本日の会議時間を議事の都合により、あらかじめ

延長します。 

      ８番遠藤龍之君の質問を許します。 

      遠藤龍之君登壇願います。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。８番。ただいまより、２０１１年度第３回議会定例会に当たり、

町民の皆さんが要望する当面の諸課題を初め今後のまちづくりにかかわることなど町政

全般にわたる一般質問を行い、町長の所見をお伺いするものでございます。 

      １件目は、一日も早い暮らしの再建で元の生活をという質問でございます。 
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      東日本大震災から６か月がたち、いまだに苦境にある被災者の生活再建のための一日

も早い、今すぐの対策が多く求められております。今回の震災で多くの家屋が被災しな

がら、一部損壊以下の住宅は国の支援を受けられません。国の被災住宅への支援制度で

は、全壊や大規模半壊への支援制度や半壊住宅への応急修理制度などがありますが、一

部損壊以下の支援制度はありません。山元町では一部損壊以下の住宅は１，０００棟を

超えているということが報告されております。山元町は、もともと自宅改修に補助金を

出す住宅リフォーム助成制度の実施には積極的で、被災前の当初予算にはその予算が計

上されていたもので、こうした状況のもとでこそ、こうした制度が今求められているの

ではないかというふうに考えております。 

      また、家屋等の被災者を対象としたアンケート調査結果に強調されております、自宅

再建改修見通しがついていないとしている被災者が７割も示されている中で、災害公営

住宅の建設や被災者等の十分な足の確保の今すぐの実施が求められておりますが、次の

点についてお伺いいたします。 

      １点目は、一部損壊の住宅も支援の対象となる「住宅リフォーム助成制度」の今すぐ

の実施についてであります。 

      ２点目は、被災者の希望者全員に見合う災害公営住宅建設の今すぐの着手についてで

あります。 

      ３点目は、ぐるりん号の拡充で仮設住宅の住民やＪＲ亘理駅への足の確保という３点

の質問でございます。 

      次に、２件目の質問でありますが、放射能汚染など原発問題の取り組みについてであ

ります。 

      福島原発によって大量かつ広範囲に放射性物質が放出され、国民の放射能への不安が

広がっております。とりわけ、放射能への感受性が高い子供の健康を守ることは、山元

町にとっても大問題であります。放射能汚染の実態を正確に把握し、その実態とリスク

を町民に明らかにし、その被害から町民の命と健康を守るために可能なあらゆる対策が

町に求められております。そこで、次の点についてお伺いいたします。 

      １点目は、測定箇所をふやし、町内全域を測定すること。 

      ２点目は、測定結果については回覧板やインターネットなどで正確に町民に公表する

こと。 

      ３点目は、高濃度の汚染場所が確認されたら、除染対策を早急に行うこと。とりわけ、

保育所や学校などのホットスポットの除染を本格的に開始すること。 

      ４点目は、福島原発事故の我が町への影響と町民生活の対策について具体的に町民に

知らせる取り組みを行うこと。 

      以上、４点であります。 

      最後に、３件目の質問であります。仮設住宅をめぐる取り組みについてであります。 

      １点目は、高齢者等のサポート拠点設置の経緯についてであります。 

      ２点目は、被災者の生活再建支援に万全の対策をという質問であります。 

      ３点目は、自治管理等、自治組織の確立を目指す対応、取り組みについて伺います。 

      ４点目は、仮設住宅建設の町発注分の対応についてであります。以上、３件を私の一

般質問といたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。遠藤龍之議員のご質問にお答えいたします。 
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      大綱第１、一日も早い暮らしの再建で元の生活をのご質問の１点目、住宅リフォーム

助成制度の実施についてですが、現在、災害救助法の応急修理制度で、全壊、大規模半

壊または半壊した住宅を対象に、町が業者に依頼して、１世帯当たり５２万円を限度と

した応急修理制度を実施しているところですが、ご指摘のように、一部損壊等の被害程

度が尐ない住宅は対象外となっております。 

      平成２３年の第１回定例会で提案し廃案となった住宅リフォーム助成制度でございま

すが、これは町内経済の活性化のため、町内建築関係業者の受注機会の拡大を支援する

とともに、町民の居住環境の向上を図る目的で提案いたしましたが、今回の津波で災害

救助法の応急修理制度の対象にならない一部損壊等の住宅は、ご案内がありましたよう

に件数が余りにも多く、また既に修理を終えている住宅もあり、ご提案の制度を創設し

実施することは見合わせたいと考えております。 

      しかしながら、新年度に向けて被災された町民の方々の新築や増改築の取り組みが見

込まれますことから、町民の負担軽減を図れるよう、新たに住宅助成制度を検討してま

いりたいと考えております。 

      次に、災害公営住宅の整備についてですが、先ほどもお答えいたしましたとおり、現

在、被災者の意向を調査しているところでございます。９月８日までに１，４７７件、

６９パーセントの回収率となっている中で、この段階での回答状況としては、おおむね

３００戸程度、最終的には多くても４００戸程度が公営住宅の必要戸数になるのではな

いかと考えてございますけれども、今後も被災者の意向調査を確認しながら、精査しな

がら、具体の建設戸数を決めてまいりたいと考えてございます。そういう中で、調査設

計を今年度から行う予定としておりますので、来年度早々には工事に着手できるものと

思いますので、先ほどお答えしましたように、２５年の３月までには一部入居できるよ

うに取り組んでまいりたいと考えております。 

      次に、ぐるりん号の拡充と亘理駅への足の確保についてですが、ぐりるん号の運行に

ついては、震災直後、通常運行を当面休止し、４月２日から災害応急路線として被災者

の生活支援をメーンとした山下地区と坂元地区の循環運行を行ってまいりました。その

後、避難指示解除の区域や仮設住宅団地への入居などに合わせ、随時、運行路線等の見

直しを行い、現運行体制の中で被災者の交通手段の確保に努めてきたところであります。 

      しかしながら、ご指摘のように、震災により被災された高齢者や子供たち、さらには

被災により自家用車を失った方など、交通弱者の生活実態に合わせた足の確保について

は、さらなる改善が必要であると認識しております。 

      運行改善に当たりましては、昨年度において公約実現のための検討を地域公共交通会

議等で進めていたところ、今回の震災により中断を余儀なくされたところではあります。

今回は、それまでの検討結果に加えて、震災復旧期の対応としての運行ルートや運行台

数など、生活再建のためのニーズに合わせた改善を行いたいと考えております。具体の

検討に当たりましては、今回、本予算案に国の補助事業である調査事業を計上し、仮設

住宅入居者のニーズや現在運行している路線の利用状況を調査、分析することとしてお

ります。 

      さらに、この調査結果等に基づき、生活再建と復興を見据えた運行ダイヤやバスの台

数などについて検討を重ね、また運行ルートについては、ぐるりん号等によりＪＲ亘理

駅までの乗り入れなど地域の枠を越えた運行も視野に入れながら関係機関との調整を図
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り、今年度中にも運行路線等を決定し、運行のための予算を計上してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

      次に、大綱第２、放射能汚染等原発問題の取り組みについての１点目、町内全域での

測定についてお答えいたします。現在、町では子供たちが活動する各小中学校や保育所、

幼稚園のほか公共施設など町内１６か所において放射線の定点測定を行っております。

現在の測定地点につきましては、震災による津波浸水区域外のいわゆる岡通り地区が中

心となっておりますが、９月１日から花釜区、牛橋区及び笠野区の一部を避難指示解除

区域に拡大したことに伴い、これらの地域についても新たな調査対象区域に加え、測定

地点をふやしてまいりたいと考えております。 

      次に、２点目の回覧板やインターネットを通じた測定結果の正確な公表についてです

が、測定結果につきましては、町及び県のホームページでの日々更新したデータの公開、

広報やまもとへの掲載、各小中学校の学校だよりや各保育所での掲示等による公表のほ

か、りんごラジオを通じて広く町民の皆様にお知らせをいたしております。今後とも町

民の皆様にわかりやすい正確な情報の提供を心がけてまいりたいと考えております。 

      続いて、高濃度の汚染場所の除染対策を早急に行うことについてですが、現在の生活

空間における放射性物質の多くはセシウムであり、セシウムは土壌の表面に吸着されて

いることから、雤水の流れる場所及び滞留する場所などは比較的線量が高くなるという

特徴があります。それらの箇所については、流水による洗浄や表土の入れかえ、蓄積汚

泥の撤去などにより一定の線量低減が図られます。 

      しかしながら、ここで問題になりますのが除染後の放射性物質についてであります。

例えば流水で洗浄した場合、その場所の線量は低減するものの放射性物質は消えるわけ

ではく、その流末で再び蓄積するおそれがあります。また、土や汚泥の場合についても、

仮置き場を定め集積する場合は、結果的にさらに高濃度の蓄積場所を新たにつくり出す

要因にもなります。 

      なお、政府が先月２６日に公表した除染に関する緊急実施基本方針においては、年間

線量が２０ミリシーベルト以下の地域については市町村が、１ミリシーベルト以下の地

域では住民らがそれぞれ除染を実施するとしながらも、いまだ政府は最終的な処分方法

についての明確な方針を示しておりません。政府の基本方針において放射線対策として

の除染を安易に地方自治体や住民の対応にゆだねられても、技術面や財政面においてさ

まざまな問題が懸念されるところであります。 

      こうした状況の中、去る９月１２日に開催されました東京電力福島第一原子力発電所

事故対策宮城県民会議において、宮城県から、１０月末までに原発事故被害対策の基本

方針を、１２月末までに同実施計画を策定することが示されたところであります。町と

いたしましては、これらの内容を見極めながら、また関係自治体とも連携を図りながら、

国に対し早急に抜本的な対策を講じていただくよう求めてまいりたいと考えております。 

      続いて、福島原発事故の我が町への影響と町民生活の対策を町民に知らせることにつ

いてですが、去る７月３日に自治医科大医学部の環境毒性学部門教授香山先生を講師に

お招きし、町主催により「放射線の基礎知識と人体に及ぼす値について」と題する講演

会を開催いたしましたところ、２００名を超える町民の皆様に聴講いただいております。 

 また、今月７日には亘理郡医師会との共催による公開講座を開催し、これについても

４００名を超える多くの町民の皆様においでいただいております。改めて町民の皆様の
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放射能問題に対する関心の高さを痛感したところであります。この公開講座の中で講師

を務められた国立病院機構仙台医療センターの佐藤先生から、本町における放射線量、

被曝量が人体にもたらす影響はおおむね問題がない可能性が極めて高いとのお話をいた

だき、私どもとしても大変安堵いたしているところであります。 

      放射線問題については町民の健康に直結する問題でありますことから、今後とも測定

数値の推移を監視していくとともに、その内容について町民の皆様に広くお知らせをし

てまいりたいと考えております。 

      次に、大綱第３、仮設住宅をめぐる取り組みについての１点目、サポート拠点設置の

経緯についてですが、４月下旪以降、仮設住宅への入居が進む中、従前との生活環境の

変化から来る戸惑いや身体的不調など、不安を持たれている方が多くおられることから、

その対策の必要性を検討しておりました。そうした中、６月初め、県からの応急仮設住

宅地域におけるサポート拠点設置の取り組みについて要請があり、県と調整を重ねた結

果、仮設住宅の集会所への併設が認められたことから、地域支え合い体制づくり事業の

補助金を活用し、実施の方向を決めたところであります。 

      具体的な設置場所については、仮設住宅を建設中である浅生原東田地区と中山熊野堂

地区の２か所が候補地になり、サロン事業の送迎業務や訪問事業、各業務スタッフなど

１５台の車両駐車スペースが必要なことから、比較的敷地に余裕があり、円滑な事業推

進が可能な熊野堂地区への設置としたところであります。 

      次に、生活再建支援に万全の対策をについてですが、被災者の方に対する生活支援と

いたしまして、被災者生活再建支援制度に基づく支援金や町条例による損害見舞金の支

給、各種税金や医療費の免除など、震災直後から被災者の方々の立場に立った支援を行

ってきたところであります。応急仮設住宅等へ入居された方は、新たに生活再建を始め

なければならない方であることから、入居時に日赤からの家電６点セットのほか、町独

自にＮＰＯ法人アドラジャパンの協力を得て、食料や調理器具、食器セット等の支援を

行ったところであります。その後も扇風機を配布するとともに、町内の全避難所が閉鎖

し、仮設住宅入居希望者が全世帯入居した現在は、支援米として保管してきた米や調味

料などを配布しているところであります。 

      また、生活再建の大きな柱となる雇用対策としては、ハローワーク仙台による仮設住

宅集会所での巡回相談のほか、県の緊急雇用創出事業を活用し、町臨時職員として現在

まで７８人の方を採用しております。今後も県からの追加配分もありますことから、雇

用の場を積極的に設けていきたいと考えております。そのほか、各集会所の掲示板に雇

用情報のチラシを掲示するなど、雇用情報の提供にも努めてまいります。 

      さらに、日本司法支援センターの協力により、役場敷地内に無料法律相談所「法テラ

ス」を設置し、仮設住宅での巡回相談など、総合的な法律相談の支援も計画していると

ころであります。 

      町といたしましても、被災者の方々が一日でも早く通常の生活に戻れるよう、生活再

建に向け支援を行ってまいります。 

      次に、自治組織を目指す取り組みについてですが、６月定例会での議員のご質問に回

答いたしましたように、仮設住宅を単位とし、一つの自治会組織として運営をお願いす

る観点から、６月中旪から各仮設住宅で自治会組織の立ち上げに係る懇談会を開催して

おります。その中で自治会の立ち上げをお願いしており、まず班長を選出していただき、
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次に班長の方々で仮設住宅を代表する行政連絡員を選考していただいたところでありま

す。今月初めにはすべての仮設住宅で行政連絡員が選考されましたことから、去る７日

に各仮設住宅の行政連絡員、民生委員協議会及び社会福祉協議会、そして保健福祉課を

中心とする役場内の関係各課で構成する「応急仮設住宅等連絡会」を組織し、第１回目

の会議を開催したところであり、今後、毎月定期的に開催することとしております。 

      この連絡会は、仮設住宅に入居されている被災者の方々の生活再建に向けた各種事業

等の連絡調整を目的に設置したものであり、各支援団体が提供する支援活動の公平性の

確保を初め、入居者のニーズに即した支援活動の提供並びに調整を進めてまいります。

今後、各行政連絡員の皆様には、この連絡会での情報交換を通じて、それぞれの自主的

な運営を積極的に進めていただきますことをご期待しております。 

      次に、仮設住宅の町発注分の対応についてですが、仮設住宅の建設は県が担当し、第

７次分まで計６６８戸建設してきたところでしたが、それ以降、県の発注では２ＤＫの

間取りしか建設できず、車いす対応や入居家族数に見合った間取り調整が難しいという

ことが判明したことから、県と協議し、町独自での建設に踏み切ることといたしました。

その建設工事予算として、平成２３年第２回臨時会で災害救助法に定める単価をもとに

５００戸建設する計画で予算計上し、承認をいただきました。発注に当たっては県の助

言を受け、プロポーザル方式を採用し実施しましたが、予定価格は県の平均発注単価を

参考にして、既決予算の範囲内で、浅生原東田と中山熊野堂にそれぞれ１３０戸を計画

いたしました。プロポーザルによる入札の結果、決定した業者との工事請負契約につい

ては、第２回定例会で議決いただき、着工したところであります。 

      さらに、当初に予算計上した災害救助法に定める単価と発注の際に参考とした県の平

均単価が大きく異なり、既決予算では仮設住宅の必要戸数が不足することから、第２回

定例会で県の平均単価により１００戸相当分を建設する計画で追加予算計上し、ご承認

をいただきました。その後、仮設住宅の発注戸数の調整を行ってきましたが、６月末ま

での仮設住宅申し込み締め切り後に駆け込み需要が多くあったことから、県と分担して

仮設住宅を建設することとし、町の追加建設分として３７戸分の変更契約を第３回臨時

会に提案し、承認いただいたところであります。 

      以上の結果、町発注分の最終戸数は、契約後のキャンセルがあったことから、中山熊

野堂が１２５戸、浅生原東田が１５９戸となっております。以上でございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。今の部分からちょっと確認します。一番新しい、聞いたばかりなの

で。 

      今の町発注分の仮設住宅なんですが、今のお話、流れ、そういうことだと思うんです

が、これ一つ一つ見ていくと、非常にわからなくなると言いますか、そもそも当初、５

月１９日の暫定予算で確認された１１億云々というのは５００戸分という内容ですよね、

今の説明で。そして、今の説明は、あと６月で１００戸相当分足りなくなるということ

で１００戸分として４億５，０００万円、そして合計で１６億５，０００万円。現在、

そうなっているんですが、この数だけ見ると、結局６００戸で１６億になるのかなと。

今の説明だけで言いますと。その点、確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今確認していただいたとおりでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。ちょっとおかしいと思うんですけれども。疑問を持ちながらさらに

確認しますと、しかしながら、その前に町長の５月１９日の説明では５００戸というの
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があったんですけれども、町長は３５０戸分というふうな説明を、そして３５０戸が１

１億９，３５０万円という数字になっているんです。確認します。 

      ただ、そのときに同時にあわせて、副町長さんは最大５００戸計上というような説明

も併せてされているので、そのとき、その辺をまずはチェックしなければならなかった

のかなと思いますけれども、それはもう流れて。数的に言いますと、６月補正で１００

戸相当分足りないということで４億５，０００万円。この際には明確に１戸４５０万円

相当ということで質疑の中で確認されていたんですけれども。そうすると、今ここにあ

る、足されて１６億円というのは、４５０戸分で１６億円というふうに受け止められる

わけですが、今の町長の言った６００戸分１６億円、その辺の、今私が挙げた数字と町

長がその前に言った数字的なものについて、どのように受け止められるかお伺いします。

私は違うと思って聞いているんですけれども。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。副町長の方から対応させていただきます。 

副町長（平間英博君）はい。遠藤議員のご質問にお答えします。 

      仮設住宅の予算については、さきにご説明のとおり、２回に分けて、当初分と追加補

正分と２度、予算計上させていただきまして、お認めいただきました。当初計上した際

は、町長回答のとおり、災害救助法に基づく単価で予算計上させていただいております。

その積算根拠として、災害救助法の単価が２３８万７，０００円、その単価で最大５０

０戸分。ただ、その際、当時、仮設住宅の申し込み受け付け中に民間賃貸に流れている

方もかなりおいでになって、予算計上時点では１，０００戸分の申し込みがございまし

て、県発注分としてその時点で６５０戸、県発注分がございました。その差額として、

その時点での需要は３５０戸あればいいだろうと。ただ、なかなか申し込みされないで

仮設住宅に入居されるか５２万円の応急修理で家に戻られるか、そういったことで悩ん

でいることもいらっしゃいましたので、その時点では災害救助法の単価に基づいて最大

５００戸分確保しようということでの説明とさせていただきました。 

      ただ、その後、町で発注するに当たって県の指導を仰いでいる中で、県の発注額は災

害救助法の単価とは大きく異なっていまして、４５０万円を平均単価として発注をして

いるということが後日判明しましたことから、発注に当たって、確かに５００戸分の予

算として確保したのですが、単価が異なることから、発注については２６０戸分の既決

予算の中での発注をさせていただき、あわせて同じ議会の中で追加分の１００戸の予算

を計上させていただきました。その際の予算の算出根拠は４５０万円の１００戸分とい

うことで、議会の皆さん方に対する説明としては、確かに当初予算は単価の低い形で掛

ける５００戸分、２度目の追加予算計上のときは４５０万円掛ける１００戸分というこ

とで、議会の皆様方への説明上は積算根拠の単価が異なりますので６００分を予算計上

させていただくような説明にはなりましたが、結果としては当初発注の分で４５０万円

を県の標準単価を採用し発注いたしまして、最終的には先ほど申し上げました戸数分を

町発注分として建設したということでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。１１億９，３５０万円に４億５，０００万円足して、これが……、

最初の３５０戸というのも１１億円で、この単価もおかしいんだよね。１６億円の中で

２６０戸を発注したという受け止め方でいいんですか。確認します。 

副町長（平間英博君）はい。当初に計上させていただきましたのが第２回臨時会でございました。

そこでお認めいただいたのが１１億９，３００万円。その積算根拠は、５００戸分掛け
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る災害救助法の単価２３８万円７，０００円で予算計上させていただきましたが、それ

をもとに実際に発注の際に、その単価では発注できず、県の方の助言もいただいて、実

際には県の平均単価４５０万円をもとに２６０戸分を発注したということでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。私の理解では、理解というよりも説明を受けた上での理解では、６

月議会で町長の説明では、引き続き町発注分３６０戸、引き続き３６０戸はつくります

よと。しかし、その３６０戸をつくる際に、若干、今言った、計算ちょっと間違って、

１００戸に相当する分をふやすんだと。その際の単価は４５０万円だというようなこと

で、６月時点では３６０戸分としての予算、合わせた予算をね、というふうにその説明

の中からは受け止めているわけなんですが、そういうことでよろしいでしょうかと言っ

てもあれですから。私はそういうふうに受け止めて、この６月の議会のあれでは、その

３６０戸のうち当面、とりあえず２６０戸つくりますというような受け止め方をしたん

ですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

副町長（平間英博君）はい。お答えいたします。 

      当初の積算の際に、繰り返しになりますが、低い単価で予算計上させていただいた関

係で、最大アッパーとして５００戸分、動きがあるから５００戸分、当面つくるべき戸

数として３６０戸ぐらいはつくるべきという判断ではあったんですが、算出根拠の異な

っていた中での予算要求承認をいただいた関係がございまして、県の平均単価、実際に

今年度建設している仮設住宅の平均単価によれば、既決予算の範囲の中での執行が当然

必要でございますので、既決予算の範囲の中でということで、積算根拠は異なりました

が、２６０戸分をまず発注させていただいたということでございます。ただ、それでは

不足が起きますので、同じ……、契約をお認めいただいたのが第２回定例会でございま

して、その同じ定例会で不足分として１００戸分をあわせて、単価が当初の予算計上し

た積算単価と異なることをご説明しながら、さらに１００戸分をまずは予算お認めいた

だいたという経緯と認識しております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。だから、そもそも１１億９，０００……、最初のね、これには相当

な違いというのが、数字等々の、それはそれでいいんだけれども、それは単純な……。

ただ、最終的に１１億９，３５０万円とその後の４億５，０００万円足りなくなるとい

うので足された根拠は、３６０戸分と考えていいんでしょうという話です。それでよけ

れば、さらに話を進めていくんですが、その際に、６月議会で町長も言っていますよう

に、引き続き３６０戸を建てますよという中で、とりあえず６月議会で、さっき言った

同時期に、１３０戸、１３０戸建てることにしたんですけれども、あと１００戸分残っ

ている、数字的には。金も１００戸分残っている。 

      という中で、それがなぜか４月１４日に１１０戸不足してきたと。不足でないだ。も

ともと３６０戸分余しているんだから。不足だということで、町発注分３７戸分として

変更契約という対応をされたんですが、私おかしいと思って聞いているんですが、今度

町長ね、あるのにもかかわらず、何で不足だと。しかも、変更契約という対応をとった

のか。その辺の経緯についてお伺いします。 

      言っている意味、わからない？ 

議 長（佐藤晋也君）では、もう一回説明する。もう一回する。（「わからないと言うんだったら、

わかるような説明しなくてない」の声あり） 

副町長（平間英博君）はい。当初の既決予算で１１億、お認めいただきました。それで２６０戸、
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発注契約整えて、契約を結んだ時点で、それぞれ合わせると９億５，０００万円ほどに

なります。ただ、その分でさらに戸数で１００戸相当分が足りないだろうということで、

あわせて予算もお認めいただきましたが、仮設住宅については、先にお認めいただいた

既決を予算をもとに、まずはその内輪の中でということで契約手続をとって、議会の初

日、冒頭にお認めいただいて、すぐ着工に動いたところでございました。 

      ただ、その中では、その後の追加分についても、これは本議会ではご質問がなかった

のであれですが、事前の全員協議会の方でもご説明したんですが、その際の１００戸分、

今回の１００戸分についても、上限で、やはり仮設住宅は動きがございます、動きがあ

る中なので見込みとして最大１００戸分の追加補正をお願いして、最終的にはそれ以降、

契約をさせていただいて、２６０戸工事を進めていく中で最終的に空き戸数をつくるわ

けにいかないので、補正させていただいた予算額を持ちながら最終的に町で何戸建設す

ればいいかという調整を一方では進めていたということをご理解いただきたいなと。 

８番（遠藤龍之議員）はい。最初の１１億９，３５０万円とその後の４億５，０００万円合わせ

た１６億何がしが３６０戸の予算でしょうということ、さっき確認したら「そうですよ」

ということだから、そこから話出発しているんだから。そうしたらば、今２６０戸つく

って、まだ１００戸分残っている、そして金もその分残っている、１６億の中に入って

いるという――だから、そういうことになって今の説明ちょっとわからないんですけれ

ども。 

      １００戸分はまだ残っている、そして仮に不足したからといって、その１００戸分残

っている金で対応すればいいだけの話だから。そういうことだよね。 

      だったらば、不足したからと、そしてこの変更契約とかなんとかというふうな流れに

いくのはいかがなものか。それは最初から予定している話なんだから。１００戸分足り

ないというんだから、そしてそのために金もあるんでから、それはそれで独自の、独立

した契約をすべきじゃないですかという話になるんです。しかも、３０何戸、何で変更

契約なのか。まずこの辺について確認します。そういう受け止め方でいいのかどうか確

認します。 

副町長（平間英博君）はい。２６０戸お認めいただいたのは第２回定例会で、それは６月８日でご

ざいました。６月８日に発注をさせていただいて、結果として、仮設住宅の申し込み締

め切りは６月末をもって締め切りとさせていただいて、そこで確定と考えております。

ただ、それは前回の議会でも変更契約についてご承認いただく際にご説明申し上げまし

たが、申込者が民賃へ流れた、新たに駆け込みで申し込みをした、そういった動きが、

不確定要素が、数多くありました。その中で数値を押さえて、さらにその押さえた数値

の分を仮設住宅を早目に着工しなくてはいけないという状況がございました。 

      通常であれば、議員ご指摘のとおり、１００戸つくるということで予算とったから１

００戸、同じようにプロポーザルをとって１００戸分を発注すればいいのではないかと

いう趣旨でのご質問と理解しましたが、それが実際、６月末までの大きな出入りがある

中で、１００戸分を発注することがもしかすると相当な空き部屋をつくるのではないか、

あるいは一方、足りなくなるのではないかという部分が見えない中での動きでしたので、

軽々に予算をお認めいただいた分の１００戸分の予算をつくって発注することを控えて

いたところでございました。 

      最終的に確定した戸数の中で実際に着工すべき戸数は逆に１００戸を超えましたので、
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県と町とで協議を行って分担して発注をしたんですが、県との差額分の３７戸分につい

て、それを早く発注する必要があったことから、東田においてプラス３７戸の変更契約

をさせていただいて追加分の着工をさせていただいたという経緯でございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。この辺についてはさらに総括ということがあるのであれなんですけ

れども、確認したいのは、結果、先に結果から聞けばよかったのかもしれないんだけれ

ども、結果、１３０、１３０の２６０にプラス３７で２９７分の結果が、結果ね、１６

億何ぼに対して結果１１億３，７３１万８，０００円、建てた分は、という結果になっ

ているんです。だから、１６億というのは立派な予算で、尐し多くつけ過ぎたかなとい

う部分もあるんだけれども、いずれ余裕のある中で対応できているということがありま

す。そのことがあって１億７０００万円というのが出てきたのかどうか、変更契約の内

容ね。この１６億何ぼの根拠は何ですかといったときに、これは全くの戸数分、さっき

の中で説明したのは何戸掛ける何と計算しているわけだから、これは建物だけのお金で

すよね。予算ですね。 

      ところが……、だんだん質問の方向変わっているからね、ところが１億７，０００万

円の説明を受けたときに、あのときもここでいろいろ混乱したんだけれども、あのとき

には結果的には外構で何ぼかかるとか、何でかかるとか、だから１億７，０００万円な

んだ、だから単純に割ることの３７分の単価は出てこないよという説明を受けたんです

よね。そうしたら、その外構分は、ここに入っていないんです。その外構分については

どこの金を使って外構をしてもらったのかをお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。担当のまちづくり課長の方からお答えします。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

      第３回臨時会におきまして、浅生原応急仮設住宅の東田地区で変更契約をご提案させ

ていただきお認めいただいたのが、契約額として６億１，４４１万８，０００円の契約

額でございまして、そのときに増額として、ただいま遠藤議員さんからお話ございまし

た増戸数分の１億７，８６６万８，０００円という金額増工事としてございました。そ

の全体の契約の中で外構の工事も含まれておりますので、この中での発注となっており

ます。以上でございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。単純に聞くと、１１億９，３５０万円とその後の補正の４億５，０

００万円、合計１６億何ぼというのは建物だけの金でしょうと。というさっきからの説

明だったんです。にもかかわらず、あの１億７，０００万円については外構分も入って

いると。では、その外構分はどこの金でつくったんですかと、その財源を今確認してい

るわけです。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。同一の予算の中で建物と外構の工事、それから集

会所等もすべて含まれてございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。同一の予算というのは、１６億何ぼの中ということなんですか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。はい、そうでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。そうすると、最終的にそういう対応というのは可能なんですか。私

たちわからないので。私たちの説明では、今までも町長も副町長も説明していたけれど

も、この１６億何がしというのは戸数ということで説明受けているわけです、私らは。

その時点で本来ならば補正をさらに戸数分でなく外構分として補正をとらなくてはなら

なかったのではないかという、これまでの経緯からすれば、我々の認識からするならば、
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そう考えるんですが、そういう対応というのはできるんですか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。先ほど副町長よりご説明ありました平均単価の中

に含まれておりますので、その中での発注となっております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。そういう説明、また元に戻ってしまうんだけれども、私たち説明受

けているのは１戸何ぼということで説明受けていたんだよね。だからみんな、これまで

も多分混乱してきたんだと思うんだけれども。それがある場合、ある場合で２３８万円

になったり３００何ぼになったり、最終的に１戸当たり４５０万円になったりという。

だから、我々は１戸分という受け止め方でずっと流れてきたんですけれども、そういう

ことも制度的にというか公的にありということで、確かに結果的に外構部分でも１１億

３，０００万円で済んだんだから、予算１６億とっているところね。しかし、そういう

使われ方もいいということで、私もこの件については、時間もあれですから、また引き

続き別な機会に、新たにもし確認しなければならないということがあれば、その機会に

対応したいと思います。 

      この件については非常に流れが不明朗であるということを伝えておきたいと思います。

本来、１億７，０００万円我々も結局認めたんですが、あの認めた経緯には、先ほど来

町長が言っていましたように、今すぐというそういう緊急性もあったことから、ちょっ

と疑問を感じながらも建てることには認めたという経緯があって認め確かしながら、問

題はその当時からちょっと見え隠れ……、問題といいますか、ちょっと不明朗な部分が

あったということを指摘しておきます。 

      次に、同じく町発注分のやつで、実際工事契約はどういうふうにされているのか、今

のも含めて、されているのかということなんですが、当然工事契約していると思うんで

すが、工事契約の内容はどう見ればいいんですか。例えば、工事契約結ぶとき、工事内

容とか工事着手の時期とか、あるいは完成の時期、あるいは引き渡し検査して、引き渡

しの時期がどうなっているのか、完成後における工事代金はどういう形によって支払わ

れるのかというようなものが示されていると思うんですが、この辺が今回の場合、とり

わけ東田の場合、どのような流れだったのかお伺いいたします。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。浅生原地区の東田の仮設住宅の契約の経緯をご説

明させていただきます。 

      工事の流れといたしましては、設計額を算出し、起工伺いから始まりまして、指名委

員会に諮り、それから現場説明を行うわけなんですけれども、現場説明を今回ご説明い

たしましたプロポーザル方式で行ったということになります。プロポーザル方式で決定

した形で仮契約を締結させていただき、本契約を第２回の定例会の方にご提案申し上げ、

６月８日に本契約のご承認をいただいたところでございます。 

      現場の施工につきましては、８月お盆前に現在完了し、入居等を進めていただいてお

る流れでございます。以上でございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。私も専門的なことはわからないんだけれども、引き渡し検査という

のが教科書にはあるんですが、そしてその後、引き渡しということになるんでしょうけ

れども、工事完了というのか、完了終わって、そしてそれを町の皆さんが今度はい、い

いですよと、その後、引き渡しということ。完成したものを引き渡ししてもらうんだよ

ね。その辺の――が日時を追って……。というのは、外から見ると、８月１２日に工事

完了して、引き渡しして、そして今なお工事をしているという場面を見ると、仕組みと
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いうか、ちゃんとやることをたったったっとやってきた結果がもしまだ工事が残ってい

るとしたら、それは問題であるし、ちゃんと約束どおり、契約どおりと言いますか、内

容どおり進めていますよということだったらそれでいいんですけれども、そういう件が

あったから今確認しているんですけれども、どういう決まりがあって、その決まりに従

ってやって今現在こうですよということを確認したいということでの質問です。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。８月のお盆前の入居の際には段階検査を行ってご

入居いただいたということで、現在も集会所の建設がまだ継続されており、まだ全体の

完成には至っておりません。以上でございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。段階検査……。そうすると、まだ契約で決めたとおりの内容になっ

ていなくて、まだ終了に至っていない、完了ではないということでいいんですね。ただ、

やっぱり待っている住民がいるから、まだ不完全な内容の中でも入ってもらったという

受け止め方でよろしいんですね。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。住宅の方の段階検査を行って、ご入居を進めてき

ました。集会所の建設がまだ終わっていませんので、全体の工期としてはまだ完了にな

っておりません。 

８番（遠藤龍之議員）はい。その際に、契約では集会所も含めて工事完成時期、終了時期との関

係ではどうなんですか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。全体の工期といたしましては、９月末を全体の工

期としておりますので、集会所の建設が現在も行われております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。８月１２日が工事完了、受け渡しと、それが最後だよということを

何回もここで確認された感じもあるんですけれども。だから確認しているんだけれども。

そうすると、今まで説明してきたのがみんなだめになるよ。今この議会の中で話してい

ることが、その場、その場、そのときどきで答えが変わったら、こんな議会なんて要ら

ないんだよ。そうしたら私たち質問している意味もないし。その辺、じゃあ時間もあり

ますので、あと文書でその流れを正式に整理して、ちゃんと契約の中身と実際どうだっ

たのかというのを私に提出してください。そういうお願いしていいのか。そういう依頼

をしておきます。 

      あと、今度は考え方ですから、先ほどプロポーザル方式の話が出ました。町ではそう

いう方法を使ってやったと。しかし、結果、こういう結果なんですが、そもそもプロポ

ーザルというのは、何がよくてプロポーザルという手法をとったのか町長にお伺いしま

す。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。限られた、ほぼ１か月という短期間の中で、入札に資格を持っている

方々に、町が考えておったバリアフリーとか大家族の方がお隣同士で入居できるような

形とか、一定の条件を付す中で、よりいい形で提供していただけるような、その辺を提

案してもらって、いい条件の中で入札ができればなというふうな、そういう中でお願い

をしたところでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。 

      こういうプロポーザル方式をとって中山では八重樫工務店、そして東田の方では奥田

建設、そして奥田建設の方では追加変更契約の３７戸分、１億７，０００万円、本来な

らば別な形でやらなければならないものが、なんかそんなような結果になってしまった

んだなと私は受け止めているわけですが、それはそれとして、受け止め方ですからね。
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このプロポーザル方式というのは、今回の中でどういうことだということで説明受けた

際に受け止めたのは、いろいろ案を出してもらって、そして「ああ、この中身がいいね」

と、尐々金があれでもね。きのう、きょうの石巻の瓦れきの、ちょっと条件は低いんだ

けれども、そっちの方をとったというのもあるから、その限りではないとは思うんです

けれども、しかしながら、その内容を見て、これがいいということで決めたと。 

      ところが、その後、その内容がいいと言ったものが、変わっているんですよね。全く

その内容の結果になっていない。ですから、その点、私、一応確認したつもりなんです

が。変わっているんですよ、プロポーザルで皆さんが認めたものが。小さな部分だとは

思うんですが。駐車場、風除室とかというの、それがあるからいいということで、あの

東田の方はプロポーザルで契約したということでしょう。ところが、それが実際にやっ

てみて、だめだなということで、別な形でこの風除室をつくっているというふうに私は

受け止めている。それが事実と違いますよということであれば、それはそれでいいんで

すけれども。私はそういうふうに伺って、こういうのがプロポーザルというのかという

ふうな疑問を持ったから今確認しているんですけれども。その辺の内容についてお伺い

します。内容というか、そういうことではないということであれば、そうではないとい

うことで。 

副町長（平間英博君）はい。プロポーザルの中で、間取りであるとか、そういった部分も提案はい

ただいたところではあるんですが、総合的に採点はさせていただいておりました。ただ、

今ご指摘いただいております風除室の関係は、確かに業者からのプロポーザルの提案で

は、その形で提案があったのも事実です。ただ、これ入居者の方からの希望で、今の仕

様だとビニール製のカバーがついている仕様で、ほかの仮設住宅だと波板の形になって

いまして、それをうまく工夫することによって、プラス物置スペースとか、そういった

工夫もできるということがあって、その部分について、入居予定者からの強い要望がご

ざいました。そういった中で、その部分については、プロポーザルの提案ではあったも

のの入居者の要望にあわせて変更させていただいたのも事実でございます。 

      あと、大きいところで言いますと、雤漏りがひどいということで、その部分もプロポ

ーザルの規格の形状から波屋根の、ご覧いただいているとは思いますが、波板で雤漏り

がしないようにということで、そういった修正を加えさせていただいていました。 

      ただ、風除室については、業者からのプロポーザルの提案であったものを町の方で入

居者の希望に合わせて修正を加えたということで、当初の契約からその分変更という部

分はございました。ただ、一方、屋根とかドアノブも実は変更があるんですが、そうい

ったものは業者の方の、特に雤漏りとか、そういった業者側の不具合ということで、業

者の責任において変更はしていただいているところでございます。そういった部分、幾

つかプロポーザルの外観的な部分については、でき上がったものは確かに一部様相を異

にするところがございますが、そういった部分については、利用者のニーズであるとか

居住環境の向上という視点で修正を加えたものということでご理解いただければと思い

ます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。今までの流れがなければ素直に受け止めたいんですが、そういう話

も。その前に不明朗だという話もしたわけですが。その前に、プロポーザル方式という

のはそんなに簡単に変えることできるのという話にもなるわけです、ちょっと曲がった

見方すると。プロポーザルを方式をとって、後はぽんぽん中身変更して、そしてどんど
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ん……。結果、１億７，０００万円ここの企業はとっているわけだから。それは結果で

すね。しかしながら、一方でそういう……。その前に、審査した方にも問題があると思

うんだけれども、本来ならばその形で本当はつくらせなくてない、本来は。そして、そ

ういう契約の中身になっていると思う。だから、その前の契約はどうなっているのと聞

いたんですけれども、それは置いておいて。そういう疑問、懸念というのがあります。 

      そして、その結果、そういう企業に１億７，０００万円の仕事をやらせている。その

企業がいいとか悪いという話では……。でも、結構、雤漏りとか相当な、――に苦労が

あったんですけれども。それから、契約の中身、仕様書等々言ったんですが、私も仕様

書を見せられたんですが、あの仕様書と実際のところ、違いますよね。本来ここ戸だっ

たのが  カーテンになっていたとか。そして、ある人に聞くと、そこまでプロポーザ

ルの審査員だって見ないんだという人もいるけれども。だから、そんなものでいいのか

なと、まだそういう疑問を持っています。プロポーザル方式でとったということでね。 

      その辺と、これもまたちょっと結論出ないような話になるので、そういう疑念、疑問

をいだいているということをとりあえずお話しして、あと時間がなくなるので、引き続

き、機会があれば、このようなことをさらに確認したいと思っております。 

      前に戻りますと、住宅リフォーム、来年度早々という話もありましたが、やはりこれ

も考え、山元町の現状を見た時に、１００棟、でも結構皆さん、苦労しています。直接

被災遭わない、被災に遭っているんだな、そういった方々、その対象にならない方々も

非常に苦労している場面も見受けられます。ぜひ、この件につきましては来年と言わず

に今すぐ、これからいろいろ出てくるんですが、専決処分というのを、この間ずっとや

ると思ったら専決処分でもいいですから、そういうのは。必要だと見たらば当然、そう

いうことこそ専決処分でやっていただきたいということをこの件につきましては求めて

おきます。 

      それから、災害公営住宅につきましては、この間、もろもろの説明、報告の中で、時

期的なものについてはほぼ了解、相当進めているなということでは十分評価したいと思

います。あわせて、３００から４００というようなお話でしたが、今の被災者は元の生

活に戻りたい、戻るというのが非常に思いが強い。元の生活というのは、前にあったよ

うな亓つも六つもあるような家という人たちもいるし、ほとんどそういう人たちがそう

なのかなというふうに思いますと、間取り等々、その内容の問題ですね。これまでの発

想と大きく変えて、内容を充実したものも、これからまだ検討する時間があるわけです

から、その辺も考えて対応していただきたいと思うわけですが、その点についてお伺い

します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。公営住宅のタイプをよく吟味、検討してということだと思いますが、

規模の一定の制約はありますけれども、間取りなり外観なり、いろいろ工夫の余地、大

いにあると思いますので、先進事例などもよく研究しながら、あるいはまた最近の住宅

のデザインとかいろいろ研究しながら、尐しでも入居される皆様にいい住宅だな、いい

居住環境になるなというふうなことを感じてもらえるような努力をしていきたいと思っ

ております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。そのことについては、ぜひそういうことで進めていただきたいと思

います。 

      次に、ぐるりん号についてなんですが、先ほども説明いただきました。その前にも説
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明をいただいている部分があるんですが、この制度は本来、地域公共交通確保維持改善 

事業というのは、震災前の事業なんですね。そして、今回、震災に遭って、それにプラ

ス、あわせての活用というふうに私たちは聞いているわけですが、その内容を見ますと、

今すぐにでも対応が十分できるような制度の内容になっていますし、政府の方もスピー

ディーに対応したいというようなことが国会等々では言われているようなんですが、そ

の際には中身に台数をふやすのもその対象にしますよといったような内容にもなってい

るようなんです。そういう内容になっていると受け止めているんですが、その辺の制度

の内容について、じゃあお伺いいたします。 

企画財政課長（寺島一夫君）はい、議長。この調査事業については今回予算計上をしておりますけ

れども、制度の中では、確かに条件緩和されておりまして、例えば期間が１年だったの

が３年になっている。あるいは、これ定額補助なんですが、上限が２，０００万円だっ

たものが３，５００万円に上がっているというふうになっていますが、地域間輸送と地

域内輸送という二つがあるんです。それで、地域間、要は地域を越えた部分については

車両関係は補助になりますが、地域内のものになると補助は対象にならない、購入する

やつは。そういうことで、ある程度制約がありますが、今町で考えているのは地域内の

輸送を対象としていますので、そこのちょっと違いはあるということでご理解いただき

たいと思います。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）ここで休憩をいたします。再開は５時５０分とします。 

午後５時４０分 休 憩 

                                              

午後５時５０分 再 開 

議 長（佐藤晋也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

８番（遠藤龍之議員）はい。今の地域公共交通確保維持改善、これは震災のことも考えて、使い

やすくなっているという話を聞きます。それを大いに活用して、そして町民の交通の利

便、足の確保を進めるべきだと。できるならば、尐なくとも亘理駅までの、利用しやす

いような体制をぐるりん号も活用してするべきだということを求めまして、次に原発の

問題、若干確認します。 

      その前に、測定箇所、ふやしてやっているということでありますが、この辺のレベル

と、併せて個人で今、自分ではかって確認したい、対応したいという方々も生まれてい

ます。そういう方々も考えまして、ぜひ町で独自で測定器を買って、そして不安を持っ

ている方々の不安を軽減させるような対応をすべきだと思いますが、その辺についてお

伺いします。機械を買ってでもそういった不安を解消するという対策を求めているわけ

ですが、その取り組みについて、対応について町の考え方をお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えいたします。 

      先ほどもお答えしたように、町の今の置かれた状況、この状況の中で、どこまで対応

すべきなのかということだろうと思うんですが、今の段階では、議員ご指摘のような形

での対応までする必要性というのは、まだそういう段階ではないのではないかなという

ふうに思うんです。まず、町の方で箇所をふやすなり必要な対応をすると。あとはＪＡ

亘理の方でもいろいろ農作物の検査をするための測定機器の購入を両町、関係団体で連
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携しながらというふうな部分はありますけれども、まずは町として全体の測定地点を充

実させる中でできる、そういう状況じゃないのかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。今の答弁では、山元町はまだそれほどひどい状況になっていない、

ですからそういう状況の中での対応を考えれば、まだそこまでする必要はないというふ

うに受け止めたわけですが、どの程度をもって大したことではないということなのかと

いうことなんですが、それも先ほどの何々先生、２回ばかり開いた、そういった方々の

お話の結果もあるんだろうと思います。それは受け止め方ですからいいんですが。しか

しながら、調べ方によっては相当高いレベルを出しているところもあります。これは厚

労省ではなく文科省が調べた結果ですからあれなんですが、例えば北保育所では、私も

よくわからないんですが、セシウムでどうの、セシウムから線量をぬって……、あるよ

うですけれども、そこからいくと、これまた０．５マイクロですから、まだ町で言って

いるところには達していないということで、そんなにひどくないというふうな受け止め

方だと思いますが、しかし今後、調べる場所によっては、そういうところが生まれてく

るところも十分にあるというふうに私は受け止めているわけですが、その際の対応、出

てきたらどうするということになるわけですが、今のところ出てこないということです

から、出てきた場合の対応についてはどのように考えているかということをお伺いしま

す。高い濃度を示す……。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そういう懸念もないわけではないんだろうというふうに思いますけれ

ども、これも最初にお答えさせていただいたように、県の方でも一定の対策、対応をこ

れからしていくということでございますので、そちらの方と十分連携とりながら、町と

しての全体の測定結果を踏まえて、あるいは今ご心配のホットスポット的な対応をどう

していったらいいのかを、町独自というわけにはいかない部分が多々ございますので、

県と十分に連携図りながら、タイムリーさを失わない形での対応に心がけていかなくち

ゃないというふうに思っております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。いろいろな場面で県、県、県、県というのが出てくるんですが、町

民を相手にしての町政ですから、町長はその辺、やっぱり町民の方を向いて、町民の不

安を解消するような対応、取り組みを進めていく必要があるというふうに思います。こ

の件につきましても積極的に、周りがそういう不安を抱えている町民がいれば、それら

の人たちの不安を尐しでも軽減するような対応に取り組むべきだと、そういうことを求

めて、この件につきましてはお願いします。宮城県で最も近いところですからね。その

辺も頭に置いて対応を進めていただきたいと思います。 

      仮設住宅をめぐる……、さらにまた戻ってきたんですが、サポート拠点、この事業に

ついては私も求めましたし、これは一日も早い実施というのは当然求められていること

で、それに取り組んだということで非常に評価を高くしているわけですが、しかし進め

方にちょっと問題があるのではないのかなということで、そういう立場から質問をさせ

ていただきます。 

      先ほど来、出てきたかどうか、設置場所について、どのような検討を経てきたのか。

先ほど二つを比べて、あっちの方が面積があったということですが、そんな程度で、逆

に言うと、決められ方だったのかどうか、改めてお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的には先ほどお答えさせていただいたような大きな流れの中でこ
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れを決定してきたというところでございます。ただ、ご案内のように、仮設住宅を建設

しながら、あるいは用地の確保をしながらということでございますので、一定の制限と

いいますか制約といいますか、そういう中で進めざるを得ない側面も多々ございますの

で、その点についてはご理解をいただきたいなというふうに思うところでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。この設置についても県と進めてこられたわけですが、どのような体

制で進めてこられたのかお伺いします。 

      だれだれとお話しして決めたのかということ。ちゃんとした会議の中でやったのでは

ないと思うから。災害対策本部とかでなくて。というふうに聞いているので。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。何に限らず担当課があって、そちらの方がまず関係ある先と、今回の

場合は先ほど申しましたように県の方ですね、補助制度を活用してということですから、

保健福祉課の方で担当していただいて、そういう中で副町長なり私のところで相談をし、

そしてそれを災害対策本部といいますか、今は連絡調整会議というふうなことでござい

ますけれども、そういう中でもいろいろ情報を共有しながら、この問題に対応してきて

いるというのが、これに限らず、そういう形で展開をさせてもらっているという状況で

ございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。調整連絡会議というのはあくまでも調整連絡会議というふうに受け

止めているわけで、決定機関というふうには、私の頭ではそういうふうには入っていな

いんですけれども、それは置いておいて、先ほども話したサロン事業は、端から端まで

なんですよね。何台で対応するのか、自動車とかバスとか。１台で来ると、ここに寄っ

て、あそこに寄って、何に寄ってというと、一番最初のナガワはもしかすると着くまで

１時間以上もかかるんじゃないかというふうに見受けるんですけれども、そんなこんな

もちゃんと十分な議論を経てここになったのかということについて非常に疑問がありま

す。準備不足ではないのかなというようなこともうかがえますが。この件、これはまた

後ほど別な機会にさらに確認したいと思います。 

      いろいろな方々とお話ししてやっているということなんですが、これ、いろいろな規

定、規約というのがまずあるかどうかをお伺いします。管理運営。 

保健福祉課長（齋藤三郎君）はい。お答えいたします。 

      サポートセンターに係る設置条例は設けておりません。県の指導というか確認をとり

まして、設置条例が必要かどうかというふうなことを問い合わせをいたしておりました

が、一昨日、このサポートセンターについては設置条例は必要ないというふうな回答を

得ております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。県で要らないから要らないという町の考え方なんですね。それはわ

かりました。県の方が偉いんだべから。しかし、自治法では、公の……、では、これは

公の施設ではないのかどうか、ちょっと確認します。 

保健福祉課長（齋藤三郎君）はい。集会所に併設する施設ということで、そこで事業を行うという

ことで、必要ないのですというふうな回答を得ているということです。 

８番（遠藤龍之議員）はい。では、公の施設ではないんですね。 

保健福祉課長（齋藤三郎君）はい。お答えします。 

      今の答えについては、後日……。（「いいです、後日」の声あり）すみません。 

副町長（平間英博君）はい。ここにあるサポートセンターについては、町が建設した仮設住宅もそ

うですし、それから集会所もそうなんですけれども、建築基準法に基づかない仮設的な
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建物ということで、設置条例までは設けない形での運営を考えております。ただ、当然

公の施設で、公のサービスを提供することになりますので、運営規定というような形で

町の規則には一定の定めを設けたいということで調整はしております。現時点では９月

１日暫定オープンということで一部訪問事業を始めたところですが、本格運営が始まる

１０月１日に向けて諸規定の整備は進めてまいりたいというふうに考えております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。今のお話だと、そういった管理規定というか運営規定というのはま

だつくられていない中で中山に決めたというふうになりますよね。その辺、どの程度、

管理規定をつくるためにもろもろ、例えばサロン事業をどうするのか、その利用法とか、

――どうするのかというのがあって初めて決まるのではないかというふうに私は受け止

めているんですが、その辺の議論もない中で、とにかく場所だけでは中山というふうに

決まったようにこれまでの説明では受け止められるわけですが、そのように受け止めま

す。 

      あと、今集会所という話が出たんですけれども、今の話はまた別のところであれなん

ですけれども、集会所併設ということなんですが、あちらの責任者の方との協議という

のは、いつ決まって、そしていつそういう人たちと話をして、そしてあそこにしたか、

その辺の経緯についてお伺いします。 

副町長（平間英博君）はい。この地域サポートセンターについては、県の福祉サイド、幾つかの課

にまたがるんですが、高齢者、障害者、児童福祉、それぞれの県の担当課の方が山元町

の方においでになって、これから仮設住宅に移る方も多くなる、そういったことで、冒

頭、町長の回答でもご説明申し上げましたが、環境が変わることに対するフォローとい

うことで、こういった取り組みはいかがかという提案がございました。それを受けて、

何らかの形でやるべきという思いはあったのですが、既存の建物を使ってもいいという

部分もございました。ただ、残念ながら既存の建物は避難所として運営されていた、６

月の段階でしたので、そういった段階であって、仮設でも使えればということでその場

は終了していましたが、その後、仮設住宅に併設もいいという話を県の方から受けて、

それで現在、町の方で建設を進めている２か所のうちのどちらかで併設型で取り組める

という判断で検討をさらに加えていったという流れでございます。 

８番（遠藤龍之議員）はい。副町長に言われるとどこかに翻弄されるような感じするんだけれど

も、私聞いたのは、地元の人とのお話、いつ決まって、そしてその地元の人、先ほど言

った行政連絡員の方々とか、その辺の人たちとのお話もあったのかどうか、あったらば

いつの時期だったかということの確認でした。とりあえず。 

副町長（平間英博君）はい。そういった意味では、残念ながら、例えば中山熊野堂の仮設住宅につ

いては、当時、建設お認めいただいて、着工間もない時期です。どなたが入居なさるか

という部分も含めて、まだ未定の段階ですので、そういった方々への説明あるいは相談

ということはございません。逆に、入居者が決定した段階で、中山熊野堂には普通の集

会所の機能に加えてこういった機能も併設されるということで、その時点でご説明申し

上げた次第です。 

８番（遠藤龍之議員）はい。それは事後決定と言いますか、決まったことを説明する、報告する

ということだと思うんですが、ですから先ほど言った管理規定云々、使用規定というか、

ということを確認したんですけれども。実際、集会所で今困っているのは、その辺も決

まっていないんです。あっちからすると、と言うのもおかしいんだけれども、そこに住
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んでいる人たちは、その集会所を１日使っていいことになっている、自由に使って出入

りしていいことになっている。それはそう使うための集会所。ところが、サポートセン

ターも使用するとなると、こっちはこっちでする仕事、サロン事業と配食、そういうの

がいまだ決められていない。決まったのかもわからないけれども。ということで、しか

も限られた面積なんです、尐々応急足したって。ということもあったから聞いたんです

けれども。だから、その辺のいきさつ、どうだったのか。しかも、それが中山、名前出

したくないんですけれども、そこにも金を払うわけですよね、サポートセンターの分の

金をその事業所に払うわけなんですけれども。 

      そして、話しているうちに何を質問するのか……。事前にそういう協議がなかったと。

だからこそ、皆さんが先ほど言った町長、副町長、保健福祉課で対応したということな

んですが、その後、事後報告的に調整連絡員。調整連絡員に果たしてどういう反応が来

るかというのは、これまでの経緯を見ると、失礼な話になるから言いませんけれども、

そんな感じを受けるわけですが。わかりました。 

      あと、町長、予算事前議決の原則って知っていますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。承知しております。 

８番（遠藤龍之議員）はい。では、その内容についてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。予算措置をしてから物事を続けなくちゃないという基本的なことだと

いうふうに思いますけれども。 

８番（遠藤龍之議員）はい。そうした基本的なことが、こんな重要な内容を持つ事業が、諮るこ

ともなく予算前にもう執行しているということについて、どういう理由で決まる前に執

行したのか、お伺いいたします。予算もないのに。 

副町長（平間英博君）はい。今回の集会所に追加工事をする関係については、事実としては、今回

議案としても出させていただいておりますが、７月２７日でございました。ただ、中山

の仮設住宅が……。先ほど来申し上げていますが、中山か東田のいずれかの集会所につ

くらなくちゃいけない。これは中山も浅生原東田も仮設住宅の最後の入居いただく場所

でございます。仮設住宅に入居いただいた後、今回の取り組みには早く取り組まなくち

ゃいけないという判断がございました。残念ながら、その中で場所を求めると周辺の余

裕スペースがある中山がベストだと。ただ、専決の部分が７月２７日と申し上げました

が、中山についての仮設住宅の進捗のこともございましたので、既存の集会所の発注に

併せて、入浴室とか必要な機能をプラスして、基本仕様は変えずにレイアウトを変える

形で変更を指示したと、設計変更を指示したという形でございます。その期日の部分に

ついてはご指摘のとおりではあるんですが、こういった部分を早く取り組まなくちゃい

けない、それでもう建設が始まっている中での調整という部分もございまして、そうい

った取り扱いをさせていただきました。 

８番（遠藤龍之議員）はい。場所的に、一般的に考えれば、一番多い東田というのが、だれもが、

これは中山の人も言っていました。そういうもろもろのことを、いろいろな人の頭で考

えれば、まだまだいい案が出てきたと思うことを伝えて、（「時間です」の声あり）次の

議題に移ります。次の機会だね。 

議 長（佐藤晋也君）答弁はよろしいですか。（「答弁は要らない」の声あり） 

      ８番遠藤龍之君の質問を終わります。 

                                              



- 68 - 

議 長（佐藤晋也君）６番菊地公一君の質問を許します。 

      菊地公一君登壇願います。 

６番（菊地公一君）はい。本当に――ということで、なんか質問しづらいような雰囲気になって

きているのが現状ですが、ちょこっとだけ時間を使わせていただきたいと思います。 

      そんな中で、３月１１日の大震災ということで、言葉にはあらわせない状況が今の姿

でございます。その中で、私は一般質問で３件の質問をさせていただきます。 

      まず最初に、農地の復興ということで、これ１件で前に進ませて、一つ一つ前に進ま

せていただきます。 

      農地の瓦れき対策はということで、それと農地の再整備が必要ではないかということ、

それと本町特産のイチゴ再興の目安はということで、これを質問させていただきます、

まず最初に。 

議 長（佐藤晋也君）いや、これ全部。 

６番（菊地公一君）はい。それでは、あと２件目が山元町の復興計画についてということで、本

町の復興計画で安全・安心はということで、この復興案が本当に安全・安心なのかとい

うことが私は気がかりでしれません。そういうことで、この問題に対して執行部として

は安心・安全をどれほどまでに担保して前に進んでいるのか、その辺などを聞かせてく

ださい。 

      あと、２番目が高台集団移転とまちづくりについてということでございますが、この

間、河北新報だったかに高台移転と言いますか新しいところに移住する人たちはどのぐ

らいあるのかというようなアンケートみたいなのがあったんですが、大体３０パーセン

トぐらいだというような数字が出ていました。そういう中で、高台に対する町としての

取り組み、そしてどれだけの地域の要望を取り入れて高台に移転するのか。 

      それと同時に、高台に移転ということで、きょうの新聞に載っておりますが、安易な

高台はかえって危険だよと。普通は、三陸沖あたりで１０メートルぐらいで大丈夫だと

いうことで移転したのが１６メートルぐらいの津波が来たと。そこに上っているのは、

せめて満潮時から計算して３０メートルぐらいの高台が必要なんじゃないのかというの

が新聞に載っておりました。そういうことで、その辺などの考えも聞かせてもらいたい

と思います。 

      それと同時に、高台移転ということでございますが、一つは住宅地の塩漬けと言いま

すか、利用していない住宅地、そういうものが山元町にも見受けられるので、そういう

ものの有効活用。ということは、塩漬けとなれば、税金も納まっていないような土地じ

ゃないのかなと思うんです。そういうところに住宅地を建てれば、一石二鳥の、税金も

入ってくるのかというような考えも持つので、これなどはいかがなものかということで

ございます。 

      それと、放射能対策はということですが、体外・体内被曝の対策はということですが、

一つは、私本当に心配していることは、３月１２日から野外に出て山元町の警戒に当た

られた消防団を初め職員の方々、連日連夜、本当に東電の水素爆発、そういうのにも気

づかずに野外で活動していた人たちがいっぱいいると思うんです。そういう人たちの体

外・体内被曝の検査などは山元町として、山元町のために活動していた人たちですから、

率先してこの人たちの体外・体内被曝の検査をしてもらえたらなと思います。 

      それと、本町の土壌放射能汚染対策はということですが、前に山元町でも牧草の使用
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禁止ということが出ましたね。それと同時に、今回河北新報に載ったのが被曝マップと

いうことですが、それに宮城県の丸森町と山元町が載っているんですが、記事として、

１０万ベクレルから３０万ベクレルの汚染地があるんだよというのが載っておりました。

これはがせネタではないと思うんです。河北新報で載せているんですから。そういう中

で、これをどこで出ているのか。これほどまでの新聞に出た数字であれば人体にも影響

を及ぼす数字じゃないのか。これを突きとめて、一つの山元町としての対策をとらなけ

ればならないのではないのかということで、この３件の中で八つを質問させていただき

ます。よろしくお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。菊地公一議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、農地の復興を早期にの１点目、農地の瓦れき対策についてですが、農地の

被害面積は１，４１６ヘクタールで、全耕地面積２，３９０ヘクタールの約５９パーセ

ントに及んでいる状況です。津波により被災した農地の瓦れきについては、県が町内を

４工区に分け、６月上旪から撤去工事を順次実施しており、竣工予定はことしの１２月

末となっております。また、被災した農地の除塩及び土壌撤去についても、県が１０月

ころから着手予定で、２４年度末の竣工予定と伺っております。 

      次に、農地の再整備についてですが、現在東北農政局で土地利用計画の調査を実施し

ていますので、今後の再整備については東北農政局や関係機関と連携し、町の復興方針

に基づく土地利用計画の実現に向けた検討をしてまいります。 

      次に、本町特産のイチゴ復興の目安についてですが、地震発生日の３月１１日は山元

町が全国に誇る仙台イチゴの最盛期でありましたが、津波の襲来により、町内イチゴ農

家１２９軒のうち国道６号東部に栽培施設を有するイチゴ農家１２５軒が被災したとこ

ろであります。 

      被災した１２５軒のうち１９軒の農家においては、国の第１次補正予算で創設された

東日本大震災農業対策交付金を活用し、既存施設の修繕や新たな土地を貸借しての施設

建設など、今年度のクリスマス需要期に向け既に作業が開始されており、今後の産地復

活に向け心強い取り組みがなされております。 

      一方では、町内のイチゴ生産者で組織する山元園芸振興組合並びに坂元イチゴ部会に

おいて、今後における営農継続に対する意向調査を行ったところ、新たな施設整備に要

する経費や後継者の問題などから、約４割の農家が営農継続を断念するとの意向を伺っ

ております。町のイチゴ栽培は農家の方々がこれまで築き上げられてきた長い歴史や

日々のたゆまぬ努力によりこれまで反映してきたものであり、この結果をお聞きします

と、改めてこのたびの震災はまことに無念としか言いようがございません。 

      しかしながら、約６割の農家の方々は今後の営農に強い意欲を示しており、これらの

方々の営農意欲に報いるためにも、水利確保などの環境整備面においてできる限りの支

援を講じてまいります。 

      また、イチゴ栽培に係る畑地の整備に関しましては、これまでの関係団体からのさま

ざまな要望を踏まえ、町内中央の丘陵地帯を南北に縦断する農免道路を新たなストロベ

リーラインと位置づけ、また土地利用に関する構想案をお示ししたところであります。 

      私自身、町の復興にはスピード感が最も重要と考えており、今後生産者との協議を重

ね、土地利用計画に即したイチゴ畑の集積や団地化を推進し、農業経営の合理化と営農

意欲の向上に努めるとともに、早期のイチゴ大国、この復活を図り、仙台イチゴを起爆
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剤とし、一日も早く町に活気とにぎわいを取り戻すよう奮起してまいります。 

      大綱第２、山元町の復興計画についてのご質問の１点目、復興計画での安心・安全に

ついてですが、８月４日にお示しした山元町震災復興基本方針では、復興の基本理念と

して、災害に強く、安全・安心に暮らせるまちづくりを第１に掲げ、減災も視野に入れ、

災害が発生しても被害を最小限にとどめ、速やかに復旧できるまちづくりを目指すこと

としております。 

      また、基本方針に基づく土地利用構想案を検討する際には、想定し得ない津波が起き

た場合でも人的被害を最小限にとどめられる安全性を確保することを基本条件とし、ま

ちづくりの方向性を９月初旪の住民説明会においてお示ししたところであります。 

      具体的には、沿岸部を防災緩衝地としての防災緑地ゾーンと位置づけ、防潮堤、防潮

林、高盛り土の構造による道路の整備により、多重防御で津波の勢いの抑制を図ります。 

また、津波被害の大きい沿岸部の住宅は丘陵地への移転を促すとともに、常磐線につ

いても津波被害の及ばない位置に復旧することとしております。さらに、主要な東西方

向の道路を避難路として整備を推進するとともに、防災無線や誘導標識などによる避難

誘導体制の再構築や防災訓練等の実施、避難時間確保が困難となる場合の一時避難施設

の整備など、円滑な避難のための取り組みを強化してまいります。 

      なお、多重防御の整備に係る国、県との協議ですが、防潮堤は７．２メートルの高さ

で底幅が広く粘り強い構造で整備することとし、県道塩釜相馬線については現在の常磐

線の敷地を利用し、おおむね３メートルの高盛り土構造で整備すると伺っております。 

      １２月までに策定を進めている震災復興計画においては、このような減災措置を中心

に、災害に強いまちづくりを目指し、調整を進めてまいります。 

      次に、高台集団移転とまちづくりについてですが、安全性と利便性を兼ね備えた居住

環境を整備するため、コンパクトで質の高い中心市街地の形成を目指し、復興計画の策

定を進めているところであります。新たな市街地においては住宅団地を整備し、津波被

害が大きかった沿岸部の方々が安心して暮らすことができるよう移転を促し、快適性や

利便性を向上させ、地域コミュニティーを考慮したまちづくりを進めてまいります。 

      住宅地の整備に当たっては、防災集団移転促進事業などの活用を検討しておりますが、

町の早期の復興を推進するには事業の円滑な執行が必要であり、そのために土地利用変

更に係る手続の簡素化や復興事業の要件緩和、あるいは負担軽減措置などを県、国に対

して強く要望しているところであります。 

      次に、塩漬け住宅地の活用についてですが、復興まちづくり土地利用構想案では、新

たな市街地として検討しております新山下駅周辺地区、宮城病院周辺地区、新坂元駅周

辺地区を結ぶ国道６号を中心に、既存の未利用宅地の活用を促進していくこととしてお

ります。 

なお、他の地域での未利用宅地についても今後のまちづくりの方向性や緊急性をかん

がみ、活用を検討してまいりたいと考えております。 

      次に、大綱第３、放射能対策についての１点目、町民の体外・体内被曝対策について

でございます。ご承知のとおり、人体の放射線被曝には、大地や宇宙など自然界から放

出される放射線を受けることで被曝する外部被曝と空気中や食べ物に含まれる放射性物

質を吸収したり摂取したりすることで被曝する内部被曝があります。通常、日本では年

間約２ミリシーベルトの自然界からの放射線量を被曝していると言われております。こ
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の放射能による人体への影響については、先にご紹介いたしましたけれども、過日、中

央公民館で開催された亘理郡医師会との共催による講演会におきましても、講師を務め

られた国立病院機構仙台医療センターの佐藤先生から、亘理郡内の年間最大被曝量は、

外部被曝が０．９５ミリシーベルト、内部被曝が２．６ミリシーベルト、合わせて３．

５５ミリシーベルトとの説明を受けたところであります。この数値は、福島第一原発の

事故発生前において自然界から受けていた放射線量の２倍程度に過ぎず、この程度の被

曝では人体への影響につついて特に問題がない可能性が極めて高いとの見解が示された

ところであります。 

      ちなみに、健康に影響を及ぼすと言われている放射線量は、被曝線量が７，０００ミ

リシーベルトでは死亡、１，０００ミリシーベルトでは吐き気や嘔吐が、そして５００

ミリシーベルトでは抹消血液中のリンパ球の減尐があらわれると言われており、国際放

射線防護委員会によると、１００ミリシーベルト以下の被曝線量では健康への影響は認

められていないとのことであります。 

      このことを踏まえますと、直ちに被曝対策を講ずる状況には至っていないものと受け

止めております。しかしながら、被曝に対する町民の皆様の不安の払拭並びに安全・安

心な生活を担保する観点から、町としてはさらに測定地点をふやすとともに、引き続き

放射線量測定を継続し、状況の変化を見極めてまいりますとともに、国、県等関係機関

の指導のもと、他の自治体とも連携を図りながら、この問題に対応してまいります。 

      次に、本町の土地放射能汚染対策についてですが、文部科学省が原発事故に伴う土壌

表層中の放射性物質セシウムの備蓄状況を把握するため、原発から８０キロメートル圏

内にある本町の１９地点で土壌サンプリング等調査を実施した結果が８月下旪に公表さ

れたところであります。町内における放射性セシウム濃度は、最小で１キログラム当た

り１０２．２ベクレル、最大では１キログラム当たり２，６１６．５ベクレルという測

定結果でありました。町内でのこの１キログラム当たり最大値の２，６１６．５ベクレ

ルという数字は、原子力災害対策本部が示した玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生

上の暫定規制値以下となるセシウム濃度の上限値１キログラム当たり５，０００ベクレ

ルという基準と比較しても、この規制値を大きく下回る状況となってございます。 

      ちなみに、先ほどご質問でちょうだいいたしました１７万ベクレルというふうな数字

を換算したのが、この１キログラム当たり２，６１６．５ベクレルという数字でござい

ます。 

      また、農産物につきましても、去る８月２２日に町内１か所でリンゴ、そして９月１

２日に町内４か所の米について、サンプリングでの宮城県による放射性物質測定が実施

されましたが、いずれも放射性物質は検出されず、安全性に問題ないことが確認されて

おります。また、イチジクについても、けさの新聞でも、そういうふうな紹介があった

ところでございます。 

      また、米については、９月１２日の予備調査のほか、９月２１日には本調査の実施が

予定されていることから、引き続きその調査結果を注視してまいりたいと考えておりま

す。 

      こうした中で、今月１２日に開催された県主催の東京電力福島第一原子力発電所事故

対策宮城県民会議において、県の方から１０月末までに原発事故被害対策の基本方針を、

そして１２月末までに同実施計画を策定することが示されたところでございます。町と
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いたしましても、これらの内容を見極めながら、また関係自治体と連携を図りながら、

国に対し抜本的な対策を講じていただくよう求めてまいりたいと考えております。以上

でございます。 

６番（菊地公一君）はい。まず、農地の復興ということで、（１）の農地の瓦れきの対策というこ

とですが、これは自衛隊さん初め県あたりが瓦れきの撤去をしていただいたのが本当に

ご苦労をかけたということが、大きな瓦れきはですね。しかし、私の知る範囲で、田ん

ぼに入った瓦れきといいますと、大きいのはだれでも拾えるんです。ところが、ガラス、

これだけはどうしようもないんです。ところが、田んぼの中で、家が波にさらわれて田

んぼに来た家だのが、その場で解体したのが現状なんです。ガラスをどけないで、ただ

解体して、そこで――で解体しているんです。 

      だから、一つは、塩害だけの地域と、そういうような物すごく危険な瓦れきが入って

いる場所、そういうところの農地、どのように今からしていったらいいのか。まずもっ

て、トラクターも入れない、人も入れない、ガラスですからね。ガラスの山の中に足を

踏み入れること自体が大変なのではないか。大変よりも命にかかわるものが出るのでは

ないのかと思いますが、その辺のところ。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。ただいまのご質問でございますが、農地の瓦れき

撤去につきましては、ただいま県の方で重機と併用して人力による撤去をそれぞれして

おります。 

      それから、並行して土砂の撤去を行って、不足している部分には客土を行い、耕うん

をかけるという計画を伺っております。 

６番（菊地公一君）はい。今話あったんですが、そうすると、そういうところは客土をして、水

田に復元するんだよというような物事ですよね。それでとらえていいんですね。はい。 

      それでは、それはそれとして、あとは農地の再編整備というのは、私はなぜというこ

と、これは（２）と（３）がつながっているんです。ということは、農免道路にストロ

ベリーラインを設けるよと言いながら、既存の農地を持っていた人たちというのは、浜

街道から下なんですよね、大体は。浜街道から下の人たちがイチゴをつくっていたんで

す。そうすると、町で農免道路にストロベリーラインをつくるんだよと言いながら、そ

の土地は人のものなんです。ということは、再編整備することによって物事は解決する

と思うんです。ところが、今のままでは、よその人の土地にストロベリーラインをつく

るということは、ちょっとむちゃなのではないか。だから、この辺などは、土地改良で

やればいいでしょうが、災害でこのような状況の中で土地改良、悠長なことはしていら

れませんよね。その辺などの災害に対する特権と言いますか、そういうのがあるのかな

いのか、その辺のところ聞かせてください。 

産業振興課長（渡辺庄寿君）はい。ただいまの質問ですけれども、議員言われるように、今までの

イチゴ農家というのは、おおむね鉄道から下、その隣の砂地でやっていたということで、

は確かでございます。 

      なお、先ほどの別な議員さんも言ったように、緑地ゾーンというものがありまして、

この中には非居住区として農地でやれるよということもお伝えしております。 

      ただ、うちの方としましては、農免道路にストロベリーラインをつけるという計画の

中で、先ほど菊地議員言うように土地の問題もあるということですけれども、これにつ

きましては、先ほど町長が答えたように４割方のイチゴ農家がイチゴづくりから手が離
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れるというとこになると、これも当然田んぼの方も入っているものと思われます。それ

に対しましてうちの方は、例えば県道から下、ここに施設園芸をやった場合に、また来

た場合に、そういう資産的なものがまただめになるだろうと。いうよりも、うちの方と

しましては、先ほどまちづくり課長も言ったように――がありますから、その関係で、

土地の集積等をうちの方で農業委員会と集積を求めながら、そちらの方に誘導するとい

う考えでおります。 

６番（菊地公一君）はい。うまいような考えですが、それではその土地をどのような格好でイチ

ゴ農家が手に入れるのか。そんなにたやすい問題でないと思うんです。農地を全部だめ

だったら転売してというような物事もあるでしょうが、お互いに農家なんですよ。そう

すると、農家ではあるほど農地というのは手放したくない。手放したい人は１町歩未満

の人たちが手放すぐらいのもので。そういう物事でやるんでなく、今度の災害で大規模

農場と言いますか、１町歩とかなんか、再編整備の中で一つの農地を確保したらいいん

じゃないのかと思うんです。それを、ただただ小手先だけで農家の満足いく反別を与え

られるのかということが私は心配なんです。３反歩や１反歩ぐらいならいいです。しか

し、本気になってイチゴやるには、１人１町歩ぐらいが必要なんです。選果するところ

から何から全部含めると、駐車場から。そんな小手先の３反歩ぐらいあれば間に合うん

じゃないのか、そんなんじゃ本当のイチゴづくりというのはできないんです。そういう

人たちの真剣な気持ち。１町歩ぐらいは準備するぐらいの気持ちで前に進まないとわか

んないですが、課長、いま一回。 

産業振興課長（渡辺庄寿君）はい。ただいま言われていたように、私も農家の２番目息子に生まれ

まして、イチゴ農家の２番目息子として、その辺は重々わかっているつもりでございま

す。 

      それで、当然、１農家が１世帯でイチゴだけで食っていくとなると７反歩、８反歩、

そこまで必要だというのは私も重々わかっています。これに関しましては、今菊地議員

が言うように、売買とかでなく、今回幸いにして農免道路から上、二、三枚から下、そ

こから下ですね、線路側、ほとんどイチゴ農家、浜通りの農家が土地の所有者になって

おりますので、その辺はお互い土地の同じエリアにあるものですから、例えば笠野エリ

アであれば、その周辺で、おたくさんの田んぼとうちの田んぼで使用貸借で１０年契約

なりそういうもので進めていこうと、今の段階、そういう考えで農協さんと物事を進め

ております。 

      それで、この間、山下園芸振興会の方でも総会が終わりましたので、ある程度の、先

ほど町長が申しましたように、４割程度の球形なり体形というのがありますので、そこ

で人数がある程度、生産農家が把握できましたので、今度は農協さんと一緒に再興する

農家の方に、あなたは今度再興するためにはどのぐらいの面積を希望しますかと、その

辺をアンケートをとりながら新ストロベリーラインである程度集積を持っていきたいな

と。なぜかと言いますと、国の２分の１の補助事業をもらうためには共同利用というの

があるものですから、その有効活用をするためにも、そういう方向で関係機関、農協さ

んと一緒に物事を今進めている段階でございます。 

６番（菊地公一君）はい。課長がそこまで言うのだったら安心しました。イチゴのことをわかっ

ているようなので。 

      それでは、別な２件目の山元復興計画というんですが、これに移らせていただきます。 
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      まず最初に、きょうの新聞に出ていたんですが、減災という言葉が今聞こえてきたん

です。災害を尐なくするということで。それに沿った計画なのか。減災でなく、１００

年であろうと５００年であろうと安心してまちづくりをしたと。よく齋藤町長がここま

で決断したと言われるような復興計画案なのか、その辺。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的に今回の復興計画、まちづくりも、基本的な立場は、先ほども

お答えさせていただきましたように「減災の視野も入れ」ということでございまして、

想定し得ない大災害に遭っても極力災害を防げるような、そういう体制づくりをしなが

らのまちづくりを目指すということでございます。経済的にも、過度のと言うと語弊が

あるかもしれませんけれども、やはり一定レベルの防災対策を講ずる中で限りなく災害

を尐なくするという国の基本方針にも沿ったまちづくり、なおかつ将来も見据えたまち

づくりというふうなことで、今回基本的に取り組まさせていただいているところでござ

います。 

６番（菊地公一君）はい。まず、その辺で半分ぐらい――したのかなと思う気持ちなんです。と

いうことは、人の命は地球よりも重いと言われていたんですよね。ところが、６００人も

７００人近くも死んでいて、なんか人の命が軽くなったような気がするのね。こんなに軽

いんだったですかね、人の命というのは。浜あたり、ずっと人が死んでいるんですよ。そ

れに対して、行政初め、そんな生ぬるい、これぐらいで我慢したらいいんでないのなんて

いう物事でまちづくりしたのでは、ちょっとまずいんでないのかなと思うんです。人の命

は地球より重い、これみんな語っていた言葉でしょう、今まで。それが何百人と死んでい

て、なんか人の命というのが軽くなったような感じするの。こんなに軽い命だったのかな

と。そうじゃなく、もうちょっと、何百人と死んでいるんだから、もう尐しまちづくりと

いうのを別にしたらいいんでないのかというのが本当でないのかなと思うんです。減災ぐ

らいで物事が済むものかどうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。確かに人の命は最大限に確保しなくちゃないまちづくりということは

極めて重要な視点でございますけれども、一定の合理的なまちづくりということも一方

では必要でございますので、その辺の兼ね合いをどういうふうに折り合いをつけていく

かということだろうというふうに思います。ただ、ご指摘のように、「のど元過ぎれば…

…」というふうな感じの部分が往々にしてありがちでございます。被災直後のあのかつ

て経験したことのない惨状を見た時の安全・安心に対する我々の気持ちと、防潮林がな

い中ではございますけれども一定の瓦れきが片づけられた中で、何となく元の場所に住

めるんじゃないかなという意識も尐しずつ芽生えてきているというのも一方ではあるの

かなということでございますけれども、延々と続く我々の営みの中で、まちづくりなり

個々の資産形成をしても一瞬にしても失うということは極力避けなくちゃないだろうと

いうふうに思うところでございますので、町としては、やはりいろいろご提案申し上げ

ているような形で多重防御なり、あるいは地盤の嵩上げなり基礎の嵩上げなり、尐なく

ても流失を免れる、あるいは人命を２階に上がれば何とか守れるというような、そうい

うまちづくりに力点を置いた取り組みが必要不可欠ではないかなというふうに思ってお

りますし、道路あるいは交通体系にしても、そういうふうな視点を大事にしながら、町

全体としてより安全なまちづくり、将来を見据えたまちづくりというものをぜひ取り組

んでいかなくちゃないというふうに考えているところでございます。 

６番（菊地公一君）はい。これもまた新聞の記事を引用させてもらうんですが、５月２０日に震源
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地は茨城沖、ところが今までの地震よりも、アメリカの研究チームなんですが、ここに

今までよりも大きい地震が発生するという見出しが出ているんですよ、ここに。大規模

地震の可能性ということで。今から出るということなんです。それも、遠い未来じゃな

く、近くに出るということがここに上っております。それにつけても、まず災害のない

まちづくりをよろしくお願いします。 

      そして、３番に移らせていただきます。放射能対策なんですが、消防団の人たちとか

役場職員とか、いろいろな人たちが１２日から外で活動しているんですよね。そして、

その人たちの手を見ると、真っ黒く焼けているんです。これ何でこんなに焼けたのかと

いうぐらい。本当に手が……、私はもともと農家ですから黒いんですが、消防の人で物

すごく焼けたの。皮むけた人もいるの。手の皮がむけている人もいるの。一つは放射能

で焼けたのではないかなと。本当ですよ、笑っているけれども。放射能で焼けるんです

から。でも、それは定かではありませんが、安心・安全、これを求めるためには、そし

て消防団もまだ若いんですよ、将来のある人たちなんです。そういう人たちの安心・安

全を担保してもらいたいなと思うんですが、町長、お願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。放射能対策については、けさからご紹介させていただいているとおり、

町としては、郡医師会との共催も含めて２回にわたって専門家の方を招いての講演会を

開く中で、亘理郡なり山元町の今の放射能汚染の実態、実情というのを確認をさせてい

ただいていると。そういう中では、先ほど来からご説明しているように、まず健康への

影響というのは認められない、そういうレベルにあるということでございますので、健

康問題でございますので油断は禁物でございますけれども、一方では専門家の見解・認

識、これもやはり一つ大いに参考にしながら、正しい知識でもって正しくおそれる、正

しく対処していくということが肝要なのではないかなというふうに思っておりますので、

今後の状況なども正しく見据えながら、必要な対策・対応をしていく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思っているところでございます。 

６番（菊地公一君）はい。原発放射能に対して政府は遅出しジャンケンみたいなことをやっている

んだね。騒がれて初めてこうなんだ、ああなんだと。だから、おれ言いたいのは、そう

じゃなく、安心・安全をいかに……。そして、きのうちょっと役場に来れなかったんで

すが、大学教授の講演を聞いてきたんです。ということは、風評被害、しっかりともと

をただせば風評被害は出ないんだというわけ。放射能、牛から出たにしても、これは検

査したんだからだめなんだよと。ところが、それ市場に出したときに、何なんだやとな

るんだって。１番の問題は、未然に、山元町なら山元町で物事を防ぐんだよと。体外被

曝のことばかりでないんですが、そういう物事が私は必要でないのかと。消防団とか活

動した人たちに、これは不安を持たせるかもわからない。でも、その不安というのは、

出なければ安心するんですよ。そういう安心・安全も必要ではないのかと。ただただ復

興計画の安心・安全ばかりでなく、人としての、今から生きる人たちの安心・安全を求

めてもらいたいんですよ。その辺のところ、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。確かにいろいろな形で安心を確認しながらやっていく必要がございま

す。これは健康の問題、そしてまた農産物なり我々の口に入るものについてもそういう

ことでございますので。これも先ほどご紹介させていただきましたように、それぞれの

シーズンごとで、米に始まる、あるいは野菜に始まるような検査もしながら、風評被害

が出ないような形で、それぞれ農協なり県なりと連携をとりながらやらせてもらってい
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るということでございますので、ご指摘のような未然の、安心ができるような体制を尐

しでも確立できるように、県の方でも今後本格的に計画をつくってやるということでご

ざいますので、そういうことを踏まえながら必要な対策を講じてまいりたいと思います

ので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

６番（菊地公一君）はい。あとは土壌汚染なんですが、新聞に載っている１０万から３０万ベク

レルが測定されたというこの記事、これに対して新聞社であろうと県であろうと、これ

をもうちょっと突き詰めて、どこなんだという物事で町として対策をとってもらいたい

んですよ。こんなに高い放射能が出ているということに対する一つの……。公の新聞に

上ってきているんですからね。そういうことなので、町長、これ早急に河北新報社あた

りに問い合わせて、よろしくお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。実は、農水省が農地調査の濃度の分布図をさきに発表した、その結果

が新聞紙上でも報じられたところでございますが、そこの中で山元町は１平方メートル

当たり１０万から３０万ベクレルが測定された地点というふうに報じられたわけでござ

いますけれども、そうではなくて、これについては１０万ベクレル未満であったという

ふうな、これは８月３０日付で紙面に公表された数値、９月２日付の訂正記事もござい

ますので、正解は１０万ベクレル未満であるということでご理解をいただければありが

たいなというふうに思います。 

６番（菊地公一君）はい。大変長時間にわたり答弁いただきまして、ありがとうございます。ま

ず、まちづくりに邁進してやってもらうことをお願いして、質問を終わります。 

議 長（佐藤晋也君）６番菊地公一君の質問を終わります。 

                                              

議 長（佐藤晋也君）お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（佐藤晋也君）異議なしと認めます。 

      本日はこれで延会することに決定しました。 

      本日はこれで延会します。 

      次の会議は９月１６日午前１０時開議であります。 

      ご苦労様でございました。 

  

午後 ７時０７分 延 会  

 

  


